
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

l
iド
イ
ツ
に
お
け
る
成
立
と
発
展
l
l

ιLI 
宅玉

崎

政

明

∞ 
租
税
回
避
の
否
認
の
適
否

自

次

(三寺

ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
創
設

第
三
章

経
済
的
観
察
法
の
成
立

第
一
章

問
題
の
所
在

概
念
法
学
か
ら
目
的
論
的
解
釈
へ

第
二
章

租
税
法
の
特
殊
性
か
ら
生
ず
る
問
題

私
法
上
無
効
・
違
法
な
行
為
に
よ
る
利
得
に
対
す
る
課

租
税
法
に
お
け
る
私
法
の
原
則
的
逮
用

手見

租
税
法
の
特
殊
性
か
ら
生
ず
る
問
題

∞ 
借
用
概
念
の
解
釈

私
法
上
無
効
・
違
法
な
行
為
に
よ
る
利
得
に
対
す
る
諜

目
的
論
的
解
釈
か
ら
類
推
へ

税
の
適
否

租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立



経
済
的
観
察
法
の
成
立

{コ
判
例
の
確
立
と
動
揺

口

経
済
的
観
察
法
に
対
す
る
批
判

ぬ

目
的
論
的
解
釈
の
再
評
価

第
四
章

経
済
的
観
察
法
の
発
展

法
適
用
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法

租
税
調
整
法
の
制
定

付

法
解
釈
と
「
要
件
事
実
の
判
断
」
と
の
統
合

「
要
件
事
実
の
判
断
」
の
意
義

。裁
判
官
に
よ
る
法
創
造
の
禁
止

国
家
社
会
主
義
的
観
察
法

そ
の
他
の
経
済
的
観
察
法

第
五
章

経
済
的
観
察
法
の
現
代
的
意
義

第
六
章

課
題
と
展
望

法
解
釈
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法

目
的
論
的
解
釈
の
限
界

付

文
言
解
釈
の
重
視

展

望

第
一
章

問
題
の
所
在

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
租
税
法
の
解
釈
・
適
用
に
当
っ
て
、

(

1

) 

が
必
要
で
あ
る
と
唱
導
さ
れ
て
い
る
。
経
済
的
観
察
法
は
、

し
ば
し
ば
経
済
的
観
察
法

(
者
同
門
仲
間
島
田

E
w
r巾
∞
巾
門
叶
出
n
H
H

円
ロ
ロ
ぬ
問
看
包
括
)

租
税
通
則
法
と
い
う
)
第
四
条
に
根
拠
を
置
き
、

以
下
、

ハ
2
)

そ
の
必
要
性
が
エ
ン
ノ
・
ベ
ッ
カ

l

(
開
ロ
ロ
。
∞

R
r
q
)
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
以
来
、

一
九
一
九
年
ラ
イ
ヒ
租
税
通
則
法

ハ
河
内
山
岳
出
回
ず
哲

r
g
c邑
ロ
ロ
ロ
ぬ

今
日
ま
で
六

O
年
余
に
わ
た
り
学
説
・
判
例
の
う
え
で
も
是
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

乙
の
経
済
的
観
察
法
と
い
う
概
念
は
抽
象
的
で

あ
る
た
め
に
、

そ
の
内
容
は
個
々
の
学
説
・
判
例
に
よ
り
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法



〈

3
)

ζ

れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

) ''A ( 

借
用
概
念
の
解
釈

一
般
に
穏
税
法
律
が
用
い
て
い
る
法
概
念
は
、
国
有
概
念
と
借
用
概
念
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

固
有
概
念
と
は
、
例
え
ば
、
「
所
得
」
、
「
必
要
経
費
」
な
ど
、

租
税
法
に
特
有
な
概
念
を
さ
し
、

借
用
概
念
と
は
、

例
え
ば
、
「
相
続
財

産

「
贈
与
」
、
「
不
動
産
」
な
ど
、
租
税
法
が
民
商
法
な
と
の
他
の
法
領
域
か
ら
借
用
し
て
い
る
概
念
を
い
う
。
こ
の
借
用
概
念
を
解
釈

す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
内
容
を
他
の
法
領
域
に
お
け
る
の
と
間
一
義
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
と
、
租
税
法
上
独
自
に
解
す
べ
き
で

ハ
6
〉

あ
る
と
い
う
説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
乙
の
借
用
概
念
を
租
税
法
上
独
自
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
の
理
論
的
根
拠
と
さ
れ
る
の
が

緩
済
的
観
察
法
で
あ
る
。

(2) 

課
程
物
件
の
帰
属
決
定

租
税
は
課
税
物
件
が
帰
属
す
る
者
に
課
さ
れ
る
。
課
税
物
件
の
帰
属
者
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
課
税

物
件
が
法
律
上
(
私
法
上
)
帰
属
す
る
者
を
い
う
と
す
る
説
と
当
該
課
税
物
件
の
帰
属
に
よ
り
経
済
的
利
得
を
享
受
す
る
者
を
い
う
と
す

る
説
が
あ
る
。
後
者
の
経
済
的
利
得
の
帰
属
を
基
準
と
し
て
課
税
物
件
の
帰
属
を
決
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
が
し
ば
し
ば
経
済
的

観
察
法
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

(3) 

仮
装
行
為
、
私
法
上
無
効
・
違
法
な
行
為
に
よ
る
利
得
に
対
す
る
課
税

無
効
・
違
法
な
法
律
行
為
を
原
因
と
し
て
生
じ
た
利

得
、
す
な
わ
ち
法
律
上
有
効
に
保
有
し
得
な
い
利
得
は
課
税
対
象
に

A

含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

利
得
も
課
税
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
そ
の
理
論
的
狼
拠
を
経
済
的
観
察
法
に
求
め
る
。

乙
れ
を
肯
定
し
、

こ
の
よ
う
な

仏)

相
似
税
回
避
の
否
認

納
税
義
務
者
が
異
常
な
法
形
式
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
負
担
を
軽
減
、
回
避
し
た
場
合
、
課
税
庁

は
こ
の
法
形
式
を
否
認
し
て
他
の
法
形
式
に
引
直
し
て
課
税
す
る
こ
と
が
租
税
法
上
許
さ
れ
て
い
る
ご
九
七
七
年
租
税
通
別
法
第
四
二

(

9

V 

条
)
。
乙
の
租
税
回
避
行
為
の
否
認
の
根
拠
と
し
て
、
し
ば
し
ば
経
済
的
観
察
法
が
援
用
さ
れ
る
。



も
っ
と
も
、
経
済
的
観
察
法
は
、

そ
れ
が
提
唱
さ
れ
た
当
初
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
多
義
的
内
容
を
有
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
乙

れ
ら
の
経
済
的
観
察
法
の
内
容
は
、
時
の
経
過
に
伴
い
、
種
々
の
要
因
が
複
雑
に
か
ら
み
合
い
な
が
ら
、
徐
々
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
の
社
会
的
要
因
と
し
て
は
、
戦
争
に
よ
る
財
政
全
逼
迫
、
国
家
活
動
の
増
大
、
国
家
観
の
変
転
、
租
税
法
律
の
整
備
等
が
あ
げ

ら
れ
、
ま
た
、
理
論
的
要
因
と
し
て
は
、
行
政
法
・
租
税
法
の
私
法
か
ら
の
分
離
、
租
税
裁
判
制
度
の
発
展
、
財
政
学
・
会
計
学
理
論
の

発
展
等
が
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
と
同
様
に
、
租
税
法
の
解
釈
・
適
用
の
原
則
と
し
て
実
質
課
税
の
原
則
(
実
質
主
義
〉

〈
叩
〉

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

ζ

の
実
質
諜
税
の
原
則
を
定
め
る
一
般
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
所
得
税
法
第
一
二
条
、

他
方
、

法
人
税
法
第
一
一
条
は
実
質
所
得
者
課
税
の
露
則
を
定
め
て
い
る
o

さ
ら
に
、
借
用
概
念
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
も
、

ま
た
仮
装
行
為
、
私

法
上
無
効
・
違
法
な
行
為
に
よ
る
利
得
に
対
す
る
課
税
の
適
否
、
租
税
回
避
の
否
認
の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
も
、
そ
の
法
的
判
断
に
当
っ
て

ハ
ロ
)

経
済
的
観
点
を
加
味
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
実
質
課
税
の
原
則
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
タ
ッ
ク
ス
・
エ
フ
ェ
ク
ト
が
私

的
経
済
取
引
に
及
ぼ
す
影
響
力
の
大
き
い
今
日
に
お
い
て
は
、

一
層
、
増
加
、
複
雑
化
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
右
に
あ
げ
た
実

質
課
税
の
原
則
を
適
用
し
、
経
済
的
観
点
を
加
味
し
て
法
的
判
断
を
す
べ
き
か
否
か
を
具
体
的
に
検
討
し
、
判
断
を
下
し
た
裁
判
例
は
多

数
存
在
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
は
共
通
す
る
統
一
的
判
断
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

〈

uv

現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
実
質
課
税
の
原
則
の
内
容
や
そ
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

わ
が
国
で
は
、

実
質
課
税
の
原
則
は
、

(
m
u 

ド
イ
ツ
で
い
わ
れ
る
経
済
的
観
察
法
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

は
た
し

て
、
実
質
課
税
の
原
則
と
経
済
的
観
察
法
と
は
ま
っ
た
く
同
一
の
理
論
と
し
て
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
点
を
解
明
す
る
た

め
に
は
、
ま
ず
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法
と
い
う
法
理
論
を
整
理
し
、

そ
の
内
容
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
え
よ

程
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法



四

ぅ
。
そ
こ
で
、
第
二
次
大
戦
以
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
、
判
例
、
立
法
当
局
者
の
経
済
的
観
察
法
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
考
察
す

るん」、

そ
れ
ら
の
見
解
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
点
で
疑
問
が
あ
る
。

第
一
に
、

シ
ュ
ピ
タ

i
ラ
!
(
〉
白
岡
山
口
∞
立
g
r
G
に
代
表
さ
れ
る
通
説
は
、

一
方
で
は
、
経
済
的
観
察
法
が
国
庫
主
義
の
理
論
で
あ

〈

M
止

〉

こ
れ
を
不
必
要
な
い
し
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
通
説
は
、

る
と
し
あ
る
い
は
窓
意
課
税
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、

他
方
で
は
、
禁
止
さ
れ
た
法
律
行
為
や
良
俗
違
反
の
法
律
行
為

2
5
4
2
Zぉ
5
5仏
回

目

2
8
4正巳
m
o
m
m
n
E揖
g
ng
p
w
)
等
、
違
法

(

お

)

・
無
効
な
行
為
に
よ
る
利
得
に
対
す
る
諜
税
の
根
拠
と
し
て
、
経
済
的
観
察
法
の
必
要
性
を
承
認
し
て
い
る
。
乙
の
よ
う
に
、
通
説
は
、

一
方
で
は
経
済
的
観
察
法
の
不
必
要
、
無
効
を
唱
え
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
必
要
性
を
承
認
す
る
と
い
う
一
見
矛
盾
し
た
理
論
を
展
開

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
一
体
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
理
論
が

遊
説
と
し
て
支
持
さ
れ
得
た
の
は
、

い
か
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
連
邦
財
政
裁
判
所
(
∞
¢

E
S
E
E
N宮
内
)
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所

3
5仏
2
5
H
P出回
S
宮
智
弘
n
y
C
の
判
例
は
、

国
有

概
念
に
つ
い
て
は
租
税
法
独
自
に
解
釈
し
、

〈

時

〉

る
。
乙
の
理
論
は
、
借
用
概
念
の
解
釈
に
当
っ
て
、
経
済
的
観
察
法
に
よ
ら
ず
文
言
解
釈
を
重
視
し
て
、

(

汀

)

義
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、
通
説
の
見
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

借
用
概
念
に
つ
い
て
は
私
法
の
解
釈
な
い
し
原
理
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
論
を
と

こ
れ
を
私
法
に
お
け
る
と
同
一

一
九
六
四
年
以
降
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
多
く

(
路
)

の
裁
判
例
に
お
い
て
、
借
用
概
念
を
経
済
的
観
察
法
に
よ
っ
て
租
税
法
独
自
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
右
の

よ
う
に
、
借
用
概
念
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
上
で
大
き
な
動
揺
が
み
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
乙
の
判
例

の
動
揺
は
学
説
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
最
近
の
有
力
な
学
説
は
、
租
税
法
律
が
用
い
て
い
る
法
概
念
を
間
有
概
念
と
借
用
概
念
と
に
厳
格

(
叩
叩
)

に
は
区
別
し
得
な
い
と
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乙
の
判
例
の
動
揺
は
借
用
概
念
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
に
一
つ
の
転



機
を
招
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、

で
は
、

そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な
原
因
か
ら
惹
起
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
の
改
正
に
当
っ
て
、
改
正
委
員
会
は
、
経
済
的
観
察
法
の
機
能
を
法
解
釈
原
則
と
し
て
の
機
能
と

〈

m山
〉

事
実
判
断
原
則
と
し
て
の
機
能
と
に
区
別
し
、
後
者
の
事
実
判
断
原
則
と
し
て
の
機
能
を
不
必
要
な
い
し
無
効
で
あ
る
と
解
し
た
が
、
前

(
幻
)

者
の
法
解
釈
原
則
と
し
て
の
機
能
を
一
般
的
法
解
釈
原
則
と
し
て
是
認
し
た
。

第
三
に
、

一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
の
改
正
に
よ
り
、
経
済
的
観
察

法
が
従
来
そ
の
根
拠
を
置
い
て
き
た
条
項
は
削
除
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
委
員
会
は
、
右
の
一
般
的
法
解
釈
原
則
の
意
味
に

お
け
る
経
済
的
観
察
法
は
将
来
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
、

と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

ζ

の
一
般
的
法
解
釈
原
則
は
、
具
体
的

に
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
適
用
さ
れ
、

い
か
な
る
内
容
を
付
与
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
改
正
委
員
会
は
乙
の
点
に
つ
い
て
抽
象
的
原
則

を
示
す
に
止
め
、
詳
述
す
る
の
を
避
け
て
い
る
。

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
経
済
的
観
察
法
に
関
す
る
現
在
の
学
説
、
判
例
、
立
法
当
局
者
の
見
解
は
、
重
要
な
点
で
問
題
を
含
み
、

そ
~1. 

ゆ
え
経
済
的
観
察
法
を
理
解
す
る
に
当
っ
て
未
だ
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

以
上
に
掲
げ
た
問
題
を
解
明

し
、
経
済
的
観
察
法
を
理
論
的
に
明
確
に
す
る
と
共
に
、

そ
の
将
来
の
方
向
性
を
さ
ぐ
る
手
が
か
り
と
し
て
、
次
に
第
一
次
大
戦
前
後
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
経
済
的
観
察
法
の
理
論
的
展
開
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

j主

(
1
〉
ド
イ
ツ
の
代
表
的
租
税
法
教
科
書
を
あ
げ
る
と
、
例
え
ば
、
回
巳
ニ
2
・ω
E
n
r
g
L
P
∞芯
5
2
2
Z
-
∞ι
・
同
〉
口
問
。
S
2ロ
g
ω
窓口。司円相円宮

日
・
〉
ロ
2
w
H
U
g咽
ω
-
M
m吋ロ・山

ZOF口氏。
r
4
5
-
z
-
g
関『

g
o
-
g
o
g
H
B
n
z・
?
と
】
ぬ
ぬ
g
o
Z
2
吋

ZW
日・〉己向}・・

H
u
a
w
ω
-
H官
民
-
u

白
色
ロ
N
}
ι
2
H
Z
n
y
Fめ}凶吋ぴ
E
n
r
L
g
由

-KOH凶作宮司ロ

ω昨日凶作
HHRrgwω
・〉口問
}
-
w
S吋
吋
咽
日
出
・
お
AH
出
・
山
間
目
白
民
間
ベ
q
r
p
ω
件。
EOHgnyp
日・

〉ロロニ

HU吋∞
uω
・
8

R
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
経
済
的
観
察
法
は
、
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中

川
一
郎
「
税
法
解
釈
の
基
本
原
理

(
1
〉
J
(
m
u
-
完
ど
税
法
学
六
O
号
l
六
二
号
、
六
回
号
、
六
六
号
J
七
O
号
、
七
一
三
勺
、
七
三
号
、

七
五
号
、
同
・
税
法
の
解
釈
及
び
適
用
〈
昭
和
三
六
年
)
二
七
三
頁
以
下
、
須
貝
修
一
・
税
法
総
論
I
(増
補
版
・
昭
和
五
一
年
)
五
七
頁
以

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

五



ムノ、

下
、
金
子
宏
・
租
税
法
(
昭
和
五
一
年
)
一

O
O頁
以
下
、
中
川
一
郎
編
・
税
法
学
体
系
〈
会
訂
増
補
版
・
昭
和
五
二
年
)
七
二
頁
以
下
、
金

子
刊
清
永
H
富
谷
H
畠
山
・
税
法
入
門
ハ
昭
和
五
四
年
)
五
二
一
良
以
下
(
宮
谷
俊
胤
執
筆
〉
、
清
永
敬
次
・
税
法
〈
新
版
・
昭
和
五
五
年
〉
一
ニ

七
頁
以
下
、
田
中
二
郊
・
租
税
法
(
新
版
・
昭
和
五
六
年
〉
一

O
八
頁
以
下
、
中
川
一
郎
「
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法
の
運
命
l
七
七
年

A
O
施
行
後
の

B
F
H
の
判
例
を
観
て

i
」
白
木
税
法
学
会
創
立
一
二

O
周
年
記
念
祝
賀
税
法
学
論
文
集
(
昭
和
五
六
年
〉
五
一
一
良
参
照
。

〈
2
〉
開
EMC
切
開
凸

r
o
F
m
o
F
n
y
E
Z
p
r
g
c
E
E
E開
ゆ
吋
'
〉
再
出
」

5
8唱幌入
P

K

F

ロ
B
・
2

も
っ
と
も
、
ク
ル
ー
ゼ
も
指
摘
す
る
よ
う
に

〈附内同
5
P
同
-
P
O
-
-
ω
$
)
、
ベ
ッ
カ
!
は
、
経
済
的
観
察
法
は
租
税
通
知
法
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
も
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
に
よ
り
発

見
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
以
前
の
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
、
す
で
に
見
出
さ
れ
る
原
則
で
あ
る
、
と
い
う
(
回
onroア

国・

P

0
・w
少
子
〉
ロ

g-
日
・
)
。
経
済
的
観
察
法
に
関
す
る
判
例
の
皮
肉
に
つ
い
て
は
、
本
稿
次
章
以
後
に
述
べ
る
。

(

3

)

経
済
的
観
察
法
の
内
容
を
分
析
し
た
論
文
と
し
て
、
清
永
敬
次
「
実
質
主
義
と
租
税
回
避
」
法
律
時
報
一
ニ
九
巻
九
号
二
四
賞
以
下
、
北
野

弘
久
・
現
代
税
法
の
構
造
(
昭
和
四
七
年
)
七
二
真
以
下
、
同
編
・
日
本
税
法
体
系
1

(
昭
和
五
一
一
一
年
)
七
二
一
良
以
下
、
が
あ
る
。

(

4

)

図
有
概
念
と
借
用
概
念
と
の
区
別
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ワ
イ
マ

i
ル
期
に
、
租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
を
主
張
す
る
学
説
が
行
っ
て
以

来
、
多
少
の
表
現
の
差
違
は
あ
る
が
、
今
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
こ
の
区
別
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は

議
論
が
あ
る
。
参
照
、
金
子
宏
「
穏
税
法
と
私
法
借
用
概
念
及
び
租
税
回
避
に
つ
い
て

l
」
租
税
法
研
究
六
号
一
一
氏
以
下
(
特
に
、
一
三
一
良

の
注

(
2
V
(
3
)
参
照
)
、
ド
イ
ツ
法
の
研
究
と
し
て
は
、
水
野
忠
信
「
『
程
税
法
と
私
法
』
論
の
再
検
討
付
」
法
学
四
五
巻
一
号
一
一
良
以
下
、

ま
た
、
穣
々
の
契
約
類
型
別
に
、
程
税
法
と
私
法
と
の
関
連
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
村
井
正
「
租
税
法
と
私
法
ハ
1
〉
J
(
路
・
未
完
〉
」
時

の
法
令
一

O
六
0
・一

O
六
一
号
J
一
一
二
六
号
。
同
「
租
税
法
と
契
約
法

(
1
)
J
〈
6
・
未
完
〉
」
税
務
弘
報
二
九
巻
四
号
l
一
三
号
。

〈
5
)

〈
m-
〉
-
Z吋
同
国
g
z
y
N
z
u
c
m
H
H
H
a即日向仏
g
∞ゆ同司
-
F
z
m
w
z
c
o
g
s向
島
区
ロ
抽
Z
Lロ
∞

S
S
H
F
w
ω
仲
間
岱
宮
町
管
制
自
己

N
5
-
s
g
H
M

5MMw
∞
-
E
N
U
問
問
門
戸
の
巳

-2・
ω件。
5
再開

n
Z
S
L
P
H
S
E
n
F
g
2
2
5品
名
吉
田
n
z
p
(以
下
、
日
当
と
略
す
〉

S
N吋

us

町
田
吋
民
-
一
〉
円
BFDω
問

M伊丹
帥

}
2・
u
-
o
M
N
Z
R
r吋間口
rロ
ロ
拘
品
。
司
君

w
g
nr同時仲
tny巾
口
出
向
洋
gnrHロロ岡田
dsuo-ω
同2
0吾
氏
2
0同
sM曲目凶叫『ロ
n
r
(以

下

ω号
守
と
略
す
〉
回
申
告
¥gvω
・
品
自
民
・

(
6
〉
〈
m「
∞

σnrop
白
・
凶
・
。

-w
掛

ap
〉
ロ
ヨ
・
白
山
間
ロ
ス
∞
白
山
}wω
同市
E
R
S
Z
Z口内山匂同
-FS可。ロ
Z

・
5
E
-
ω
・回目

ωJHH吋咽

5
0・

(

7

)

一
九
一
九
年
租
税
通
別
法
第
八

O
条
第
一
項
は
、
課
税
物
件
の
帰
属
決
定
に
当
っ
て
、
経
済
的
観
点
を
考
慮
す
べ
き
旨
を
定
め
た
規
定
と

い
わ
れ
る

(
Z
g
z
f
ω
窓
口
。
口
8
Z
-
N
-
〉
C
F
S
N吋唱

ω・
8
・
〉
。
な
お
、
同
条
に
相
応
す
る
現
行
一
九
七
七
年
租
税
遜
剣
法
第
一
一
一
九
条
も
、



「
課
税
に
関
し
て
は
、
外
形
的
法
形
式
で
は
な
く
、
経
済
的
観
察
に
お
い
て
現
わ
れ
る
事
実
関
係
が
決
定
的
で
あ
る
、
と
い
う
租
税
法
上
の
支

配
的
原
則
」
を
表
わ
す
も
の
と
い
わ
れ
る
宙
2
K
Z
E
R
H
〉
5
5間
仏

g
E
S
S
E
R
E
g叩
P
U
S
Z岳
民
国

g含
臼
仲
田
岡
田
・
d
〈
曲
匡
宮
江
・

0
向
日

0

・
u
g
n
r師同
nro
〈同
¥
sg
w
ω
・
ロ

ω・〉。

〈
8
)

回
S
r
a
-
同・曲・

0
・
・
師
事
・
〉
ロ
ヨ
・
立
国
切
N

山
国
四
回
国
四
ア
同
・
同
・
。

-wω-hRY
同町ロ回ロ
-
M
-

(
9
〉
切

o
nr
p
田・世・

0
・
・
棚
田
・
〉
ロ
自
・
品

U

切但
-r
釦
-
m
W

・
O

・-
ω
-
H
S
u
d司
法
邑
母
国
曲
同
F
U
F
O
〉ロ白戸市岡
g
H
H
閤

4
0白

ω
8
5同開
g
a
s
p

5
8・
ω・
明
日
同

-u剛内
曲
目
H
H
H

・
一
同
三
宮
崎
・
〉
『
官

-uscaロロロ
m
-
5・
〉
ロ

2
4
5
8・
掛
∞

gkrロ喝の
w

〉ロ
g
・
m-

〈
叩
)
注

(
1
〉
に
あ
げ
た
文
献
の
外
に
、
渡
辺
仲
平
・
税
法
上
の
所
得
を
め
ぐ
る
諸
問
題
(
司
法
研
究
報
告
書
第
一
九
輯
第
一
号
〉
ハ
昭
和
四

二
年
〉
、
新
井
隆
一
一
編
・
租
税
法
講
義
ハ
昭
和
凶
七
年
)
五
八
頁
以
下
(
吉
良
案
執
筆
)
、
金
子
宏
等
編
・
租
税
法
講
座
2

(
昭
和
四
八
年
〉
一
ニ

七
頁
以
下
ハ
今
井
文
雄
執
筆
〉
、
新
井
隆
一
・
租
税
法
の
基
礎
理
論
ハ
昭
和
四
九
年
〉
九
一
一
員
以
下
、
北
野
弘
久
編
・
前
掲
書
六
七

t
九
二
頁

(
北
野
弘
久
執
筆
〉
、
九
三

t
一一

O
頁
ハ
吉
良
実
執
筆
〉
、
忠
佐
市
・
課
税
所
得
の
概
念
論
・
計
算
論
(
昭
和
五
五
年
〉
七
八
頁
以
下
、
士
ロ
良

実
・
実
質
課
税
論
の
展
開
〈
昭
和
五
五
年
〉
等
が
あ
る
。
ま
た
、
国
税
通
則
法
制
定
時
に
お
け
る
実
質
課
税
の
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

は
、
研
究
会
「
国
税
通
則
法
を
め
ぐ
っ
て
〈
1
〉
l
ハ
2
・
完
ど
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
五
一
号
一

O
頁
以
下
、
二
五
二
号
六
頁
以
下
、
田
中
勝
次

郎
・
法
人
税
法
の
研
究
(
昭
和
四
O
年
)
六
八
四

i
七
四
八
頁
‘
田
中
勝
次
郎
「
国
税
通
則
法
制
定
に
関
す
る
学
会
の
意
見
書
に
つ
い
て
」
・

中
川
一
郎
「
問
中
意
見
に
答
う
」
税
法
学
一
三
一
号
一
九
l
四
O
頁
が
あ
る
。

〈
U
)

金
子
・
前
掲
書
一

0
0
1
一
一
ム
ハ
頁
、
中
川
編
・
前
掲
書
九
O
J
一
O
四
貰
ハ
中
川
一
郎
執
筆
)
、
清
永
・
前
掲
書
三
七
J
五
四
貰
、
等

参
照
。

(
臼
〉
忠
・
前
掲
書
四
五
J
二
O
六
頁
、
同
・
租
税
法
の
基
本
論
理
(
昭
和
五
四
年
)
二
ハ
五

t
一
八
八
貰
は
、
と
の
問
題
に
関
し
、
詳
細
な
判

例
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

〈
臼
)
田
中
二
郎
・
前
掲
書
一
一
一
一
頁
、
金
子
・
前
掲
書
一

O
O頁
、
清
永
・
前
掲
書
三
八
貰
等
、
通
説
と
い
え
よ
う
。
乙
れ
に
対
し
、
経
済
的

観
察
法
と
実
質
課
税
の
原
則
と
は
性
質
を
異
に
す
る
と
主
張
す
る
も
の
に
、
北
野
編
・
前
掲
書
九
五
頁
〈
吉
良
実
執
筆
〉
、
忠
・
前
掲
書
一

O

五
頁
以
下
、
が
あ
る
。

ハ
M
)

〈関戸

ω同V
F
S
F
F
田・曲・

0
・・

ω・
品
。
白
民
-
u

吋

G
r
o
w
p
曲・

0
・・

ω・由吋・

〈M
U

〉
〈
悶
-ω1g-mHW
曲・同・

0
・・

ω-AHMWNU
吋

e
r
p
p
曲・

0
・"ω
・
5
回同・

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

一七
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ら、ず、

査
定

(
ぐ
巾
窓
口
rmgdm州
)

〈

4
V

を
中
心
に
行
政
法
の
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

租
税
実
体
法
の

領
域
、
特
に
租
税
法
と
私
法
と
が
密
接
に
関
係
す
る
領
域
に
お
け
る
法
理
論
は
、
学
説
に
よ
る
よ
り
も
主
と
し
て
判
例
に
よ
り
授
関
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
判
例
と
は
、
当
時
、
租
税
事
件
専
属
の
裁
判
所
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
諸
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
お
よ
び
通

常
裁
判
所
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
そ
こ
で
、

以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所

Q
J
2
2円
吉
田

c
r
2
5
3
5
r
gぬ
議

2
r
z
以
下
、
上
級
行
政
裁
判
所
と
い
う
)
と
ラ
イ
ヒ
最
高
裁
判
所
(
河
巳
ロ
官
官
吋
山
内
宮
以
下
、

最
高
裁
判
所
と
い

う
)
の
判
例
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
い
ず
れ
も
、
租
税
実
体
法
の
領
域
に
私
法
上
の
法
概
念
、

ハ
5
)

〈

6
)

法
制
度
を
借
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
借
用
概
念
は
当
然
に
私
法
上
の
意
味
・
内
容
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
売
春
斡
旋
業
か
ら
得
た

〈

7
)

利
得
は
乙
の
よ
う
な
営
業
が
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
非
課
税
と
さ
れ
、
ま
た
、
親
が
相
続
税
を
回
避
す
る
た
め
に

(

8

) 

子
供
に
財
産
を
贈
与
し
た
場
合
で
も
、
右
贈
与
契
約
が
私
法
上
の
要
件
を
具
備
す
る
限
り
、
相
続
税
は
回
避
さ
れ
得
た
の
で
あ
っ
た
。

上
級
行
政
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
が
、

こ
の
よ
う
に
私
法
上
の
法
概
念
、
法
制
度
を
借
用
し
た
乙
と
の
理
由
と
し
て
は
、
次
の
こ
と
が

考
え
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
、
法
制
度
上
の
理
由
と
し
て
、
租
説
法
に
お
け
る
総
則
規
定
の
不
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
立
法
者
は
、
所
得
税
法
、
営

業
税
法
等
の
各
個
別
法
規
を
整
備
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
あ
ま
り
に
、
各
租
税
法
律
問
の
実
体
的
・
形
式
的
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
必
要

ハ
9
〉

で
あ
る
共
通
原
則
宮
内
B
巾
凶
器
国
自
由
。

E
ロ
骨
帥
食
品
)
を
制
定
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
。
例
え
ば
、
当
時
の
代
表
的
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る

ハ

ω〉

フ
ィ
ス
テ
ィ
ン
グ
H

シ
ュ
ト
ル
ツ
(
司
己
主
ロ
m-ω
訂正
N
)

の
『
プ
ロ
イ
セ
ン
所
得
税
法
』
に
お
い
て
も
、
各
部
分
規
則
が
問
題
と
さ
れ
て

お
り
、
例
え
ば
、
租
税
法
上
の
権
利
能
力
(
閉
山
由
。
吉
田
同
笹
山
ぬ

ZX)
や
代
理
(
〈
2
R
Sロ
ロ
ぬ
)
等
の
総
則
規
定
に
関
す
る
説
明
は
不
充
分
で

あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
欠
陥
を
補
填
す
る
た
め
に
、
私
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

九



四
0 

第
二
に
、
法
理
論
上
の
理
由
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
国
庫
理
論

S
E
5
2
0〉
の
影
響
、
か
あ
げ
ら
れ
句
国
庫
理
論
と
は
、
財
産
権

の
主
体
た
る
国
家
を
権
力
主
体
た
る
国
家
と
は
別
個
の
法
主
体
(
国
庫
)
と
認
め
、

こ
れ
を
私
人
と
等
し
く
私
法
の
規
律
に
服
さ
し
め
、

通
常
裁
判
所
に
対
す
る
出
訴
を
許
容
す
る
理
論
で
あ
る
。
乙
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
租
税
事
件
は
、
民
事
事
件
と
等
し
く
私
法
の
も
と
に
服

す
る
乙
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
法
の
法
制
度
、
法
概
念
は
、
原
則
と
し
て
、
租
税
事
件
解
決
の
た
め
に
、
租
税
法
に
借
用
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

第
三
に
、
訴
訟
制
度
上
の
理
由
と
し
て
、
租
税
裁
判
所
の
不
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
行
政
裁
判
所
は
、
当
時
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
に
設

置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
が
存
在
し
て
も
、
行
政
事
件
に
つ
い
て
は
厳
格
な
列
記
主
義
〈
開
2
5
2
2
E器
官
ぽ
弘
司
)

が
と
ら
れ
て
い
た
の
で
、
出
訴
事
由
は
著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
民
の
権
利
救
済
の
観
点
か
ら
、
租
税
法
上
の
請
求
権

を
財
産
法
上
の
請
求
権
と
同
様
に
考
え
、
租
税
事
件
を
通
常
裁
判
所
へ
出
訴
す
る
可
能
性
を
許
容
す
べ
き
こ
と
が
要
請
き
れ
た
の
で
あ

る。
以
上
の
理
由
か
ら
、
租
税
法
固
有
の
概
念
形
成
も
あ
ま
り
行
わ
れ
ず
、
「
多
く
の
概
念
と
法
制
度
は
、

〈

臼

)

明
の
こ
と
と
し
て
私
法
か
ら
措
沼
さ
れ
」
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
、
ガ
イ
ラ

1
(穴
出
ユ
の

arH)
は、

独
立
時
代
、
私
法
へ
の
本
質
的
依
存
時
代
」
と
名
付
け
る
。

何
ら
検
討
さ
れ
る
ζ

と
な
く
自

乙
の
時
代
を
「
程
税
法
の
非

こ
の
よ
う
に
、
租
税
法
が
い
わ
ば
私
法
の
特
別
法
と
し
て
位
霊
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
租
税
法
規
の
欠
棋
は
私
法
の
規
定
に
よ

り
補
填
さ
れ
、
ま
た
、
納
税
義
務
者
は
司
法
審
査
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
反
面
で
、
私
法
上
無
効
な
行
為
は
租
税

法
上
も
無
効
と
解
さ
れ
た
た
め
に
、

そ
れ
を
悪
用
し
て
、
租
税
を
回
避
す
る
行
為
が
横
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。



i主

(
1
〉
掛

ω町
出
口
向
山
棚
吋
。
品
向
同
〈
R
P
Zロ
ロ
向
島
2
0
2神田
n
r
g
M
N
O
W
Z
4
O
B
S
-
A
H・
広
三
・

ハ
2
〉

〉

5
0
3
Z
S田市ア

ω芯
5
R
m
n
r
p
帥
-
K
F
回
出
よ
岡
田
昌
・

ω・
叶
内
・
(
な
お
、
同
書
第
二
版
の
訳
書
と
し
て
、
杉
村
章
三
郎
・
独
逸
租
税
法
論

(
昭
和
六
年
)
一
一
頁
以
下
参
照
〉
、
野
津
高
次
郎
・
独
逸
税
制
発
達
史
(
昭
和
二
五
年
)
二
ハ
三

l
コ
二
二
頁
、
土
生
芳
人
「
帝
国
主
義
財
政

の
形
成
l
経
費
の
膨
張
と
租
税
政
策
の
変
容
|
」
大
内
力
編
・
国
家
財
政
ハ
現
代
資
本
主
義
と
財
政
・
金
融
1
)所
収
ハ
昭
和
五
一
年
〉
七
九
頁
。

〈
3
〉
出
巾
go--
同・匝・

0
・・

ω
-
H
i
y
d『
O戸時間曲ロ
mMMm》ロ宮内回ゆ

ω
g
g
R
2
Z
¢邑

MM同
F
g
q
o
n
v
F
5
8・
ω・
ω・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い

て
は
、
当
時
す
で
に
学
問
的
な
体
系
書
が
出
版
さ
れ
て
い
た
(
司
窓
口
N
明

H
a
Z
ロ
g
ロ
富
三
宮
島
-
H
N
Z
S
E
P
の
E
E円
高
島
g
句

F
E
E
-

B
ロ
F
F
N
-
〉回出

-wSH0・Y
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
租
税
法
研
究
が
進
ん
で
い
た
原
因
を
、
①
オ
ー
ス
ト
リ
ア
全
土
に
適

用
さ
れ
る
統
一
財
政
法
が
存
在
し
た
乙
と
ハ
ド
イ
ツ
で
は
、
二
五
の
ラ
ン
ト
財
政
法
が
分
散
し
て
い
た
)
、
②
租
税
法
が
大
学
教
育
に
採
用
さ

れ
て
い
た
乙
と
、
に
求
め
る
(
出
回
出
血

Z
S『即担保子

ω
8
5
R
g
Z
H
K
V
O
C
Eロ
a
s
m由
P
S
N
0・
ω・吋同・)。

(
4
)
F
X
N
E
a
p四
P
E
a
-
z
t
s
g
角
田

8
0
2
z
r
g
〈

a
g
r
g回
出
お

nvFω
・
〉
忌

-L申
H
P
ω
-
u
g
h
H
-
u
O
R
o
g
ミ
2・
0
2
g
n
r
g

〈四円唱曲目酔
g
岡田同
m
n
v
p
N・
〉
s
p
・
岡
弘

-
r
S
F
ω
・
8
0
時間・

0
・
7

イ
ヤ
!
の
学
説
の
程
税
法
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
同
信
尽
図
画

F

ω
S
S
R
-
S
E
E
R同
3
2胸骨同
-g
z・
5NPω
・
5
ω
1
5吋
・
塩
野
宏
・
オ
ッ
ト
i
・
7

イ
ヤ
l
行
政
法
学
の
構
造
〈
昭
和
一
二
七
年
)
一
八
四
I

一
九
五
頁
、
一
ニ
木
義
一
「
ヘ
ン
ゼ
ル
税
法
学
の
構
造
〈
1
)
」
良
商
法
雑
誌
七
二
巻
四
号
六
六
四
頁
以
下
参
照
。

(
5
〉

E
-
F
曲・担・

0
・w
ω
-
g
T
F岡
目
。
a
H
R
ω
g
g
R
R
Z
g品目
V
H
F
4
5
2
r
p
g
d『
芯
出
・

8
・印

g
T
Hり
-
F
n
v
d喝同
E

・
2
8
r

aHM自
由
回
目
。
a
g
g
R
4
8
N
E
-
-
s
z
g門戸
ω
g
g
R
R
V
H
戸

ω件当

5
8・
8
・
念
日

FUHVo--SF
白・世

-
0・wω
・吋

1
5・
な
お
、
右

の
ガ
イ
ラ
l
論
文
に
つ
い
て
は
、
中
川
一
郎
「
税
法
と
私
法
|
税
法
の
解
釈
に
つ
い
て

l
」
名
減
法
学
六
巻
三
・
四
号
一
頁
以
下
に
、
ブ
フ
バ

ル
ト
論
文
に
つ
い
て
は
、
同
「
ブ
フ
パ
ル
ト
『
民
事
法
と
税
法
は
対
立
す
る
か
』
」
名
城
法
学
一

O
巻
一
二
号
三
二
頁
以
下
に
紹
介
が
あ
る
。
な

お
、
同
「
税
法
と
私
法
」
石
田
文
治
郎
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
三
四
五
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
判
例
を
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
杉
村
章
三
郎

「
『
独
逸
聯
邦
租
税
法
』
の
研
究
〈
1
)
J
(
2
・
完
)
」
法
学
協
会
雑
誌
四
八
巻
四
号
五
回
=
員
、
同
六
号
八
九
九
頁
〈
同
・
前
掲
害
所
収
)

が
あ
る
。

(
6
〉
例
え
ば
、
「
贈
与
」
に
つ
い
て
、
問
。

ω
F
C・
〈
怠
¥
5
4・
MM-u・
3
3
u
切品

-EWAS-
「
引
渡
」
に
つ
い
て
、
問
。

N・
C-
謡

ω日
¥
同
∞
夕
日
∞
-m-H曲目∞
u切内山・由
M
u
E叶
・
な
お
、
〈
包
・
岡
田
-
f

田・曲・

0
・・

H
M
1
2・

(
7
〉
〈
関
戸
・

0
〈
E
・
g
・-
C・
〈

Hhu¥UN
，、・

N0・
ω・
5
8
u
切仏

-
r
N∞
Nu
。
〈

2
・
ω了
阿

国

明

N
¥
S
，、・

F
品・同

2
0
h
E・
E-
ロ吋

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

四



国
1¥

(124). 
~.;耳，

]ohanes 
Popitz

，
 Die 

ldeale 
im 

Recht 
und 

das 
Steuerrecht

，
 Archiv 

des 
offentli

chen 
Rechts

，
 Bd. 

40
，
 

1921
，
 

S. 
1
3
2
~
1
3
7
.
 

(∞
) 

R
G
 
Z. 

U. 
II

I 
529/81 

v. 
3.2.1882: 

Bd. 
6
，

 181 
(1
86); 

OVGi. 
St.

，
 U. 

V
 
82/96 

v. 
12.3.1897: 

Bd. 
5
，365; 

OVGi. 

S
t

.
， 

U. 
IX 

96/99 
v. 

14.12.1899: 
Bd. 

8
，

 25; 
OVGi. 

S
t

.
， 

U
宇
XI

3/04 
v. 

14.
 

4.1904: 
Bd. 

12
，

 391; 
OVGi 

S
t

.
， 

U. 

XI 
3/15 

v. 
6. 

10.1915: 
Bd. 

17
，

 26; 
OVGi. 

St.
，

 U. 
Xl

Il
 

20/15 
v.

 
6. 

10.1915: 
Bd. 

17
，

 59
. 

(0)) 
Polland

，
 a.

 
a. 

0.
，
 S.

 
3.

 

C;
::

:)
 

Fuisting-St
rutz

，
 Groser 

Kommelltar 
zum 

preuβischen 
Einkommensteuergesetz

，
 8.
 

Aufl.
，

 1，
 1915: 

Bd. 
2
，
 

1916; 
Polland

，
 a.

 
a. 

0.
，
 S. 

3. 

(コ
)

Geiler
，

 a.
 

a. 
0.

，
 Sp. 

499 
f.

; 
Polland

，
 a

. 
a. 

0.
，

 S.
 

43 
f.

 

(
~
)
 

Geiler
，

 a
. 

a. 
0.

，
 Sp. 

5
0
0
~
5
0
3
;
 
Polland. 

a. 
a. 

0.
，

 S. 
44 

f.
 

(公
)

Geiler
，
 a.

 
a. 

0.
，
 Sp. 

503. 

(;:
!:)

 
Geiler

，
 a

. 
a. 

0.
，

 Sp. 
503. 

11
 

昭
認
知
Q
~
蛍
組
長
d
制
恥
t
{
ð
程
摺

士
記
士
道
.
i
.
J
駿
摂
・
噌
士
宮
~ltコ

終
日
ム
五
時
存
聖
堂
~
~
突
い
の
雑
誌
Q
~
関!如

0
Q

冨
砲
さ
主
'陸
軍
監
思
惑
担
当

(Einkommenque
l1
e)

，
蜘

耕

(Gewerbebetrieb)
封w
Q
斑
盤
~
w

-;Qv
(
'
い
穿

E言
ベ
橋
線
守

û.+;;4.:!O
.i.J撰lと

桜
舗
穿

1苔
'
制
限
緩
寧

1苔
Q
罫
~
~
'
毎
日
耕
ベ

jさ
主
同
訓

〈
円
)

(N) 

主
主
線
終
lヒ
ポ
雪
印
二
二
，

....)4.:!~('トJ
阻
阪
Q
苦
言
臨
銀
総
議
Q
~
交
樹
ベ

J.\::_tIt-Q~1ヒ
ポ
君
'
五
託
銀
制

lば
Qtと

尽
紛
の
忠
雄
尊
重

E頭
火

J....)い
殿
4
-
.
:
!
~
殺
と

恥
い

雑
誌

が
時

山
時

料
出

岬
i待..
..

)4
.:

!
O

tV，+;;~，t-Ç' ~
，
t
-
Ç
'
~
'
昭
燃
料
鰍
'
同
略
性
染
料
峨
必
定
限
株
総

罷
ベ

j
守
u
平241

。

..
..

){
ミ..
..

)'
1
・同
0
0
叶
1
;
\
;
:
~
三
~
時
ベ
J
'
苦
軍
司
ト
ば
さ
土
小
左
京
伶
〈
瓢
，

a時
態
鵬
首
1
Þ
Q
接話帳剛ミミ準~+<....)'

fil
!ll

機器
Q
回
認
会
ZM

ム-6t-
Q-jく終黒岩



(
5〕

税
、
が
進
行
し
た
た
め
、
判
例
の
中
に
も
民
法
依
存
の
原
期
を
被
る
裁
判
例
が
現
わ
れ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
の
裁
判
例
の
根
拠
は
様
々
で
あ

る。

ζ

れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

) 
噌

'L( 

課
税
の
公
平
を
根
拠
と
す
る
も
の

例
え
ば
、
最
高
裁
一
九

O
五
年
四
月
一
八
日
判
決
は
、

い
わ
ゆ
る
競
争
方
式
〈
の
乙

-
2
2・

rr
g
)
に
よ
る
商
品
販
売
が
ラ
イ
ヒ
印
紙
法
の
税
率
第
五
号
ぺ
町
田
町
民
間

E
r
Z円
-
m
)
の
意
味
に
お
け
る
公
開
の
当
り
議
契
約
定
ぽ

。『町内ロ己目白押回開

2
5口出仲間}門巾芯〉戸岡田回目比品目ロロ宮口
4
0ロ
c
o
t
iロロ
O
H
M
)

に
該
当
す
る
か
否
か
、

お
よ
び
右
方
式
に
お
い
て
賭
金
の
証
と
し
て

営
業
者
か
ら
発
行
さ
れ
た
証
書
が
ラ
イ
ヒ
印
紙
と
い
え
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、

右
方
式
を
と
る

「
賭
銭
営
業

(ω
混
乱
ロ
ロ
芯
自
由
7
8
8
)
が、

そ
れ
が
良
俗
に
反
す
る
と
き
に
課
税
さ
れ
な
い
た
め
に
、
他
の
当
り
載
と
比
べ
て
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
に

な
る
理
由
は
、
ま
っ
た
く
看
取
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、
右
賭
議
営
業
者
に
対
す
る
課
税
を
正
当
と
判
示
し
た
。

例
え
ば
、
最
高
裁
一
九
一
四
年
一
円
月
五
日
判
決
は
、

(2) 

租
税
法
律
の
目
的
を
根
拠
と
す
る
も
の

「
印
紙
法
、
す
な
わ
ち
一
定
の

要
件
が
存
す
る
場
合
に
国
庫
に
収
入
(
何
日
ロ
E
Y
5
0
)
を
供
給
す
る
乙
と
を
定
め
る
財
政
法

(
2
5
E唱団内
R
〉、

の
観
点
か
ら
観
察
す
る

と
、
法
状
態
は
別
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
乙
で
は
、
第
一
に
程
税
法
律
か
ら
明
白
な
法
棒
目
的
、

さ
も
な
く
ば
疑
い
な
く

確
定
し
た

(
S
N
4
弔問山砂子田内仲間

g
g
m
r
2
3
法
律
目
的
が
決
定
的
で
あ
り
、
ま
た
当
事
者
が
任
意
に
選
択
し
た
外
形
的
な
法
律
行
為
の
形

式
は
、
特
に
そ
の
形
式
が
通
例
(
ぬ
白
老
O
V
巳
W
Y
)

の
も
の
と
し
て
租
税
法
上
そ
の
遵
守
を
前
提
と
さ
れ
て
い
る
他
の
通
常

(
A
M
g

目。r)
の

形
式
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
決
定
的
で
な
い
」
と
判
示
し
た
。

(3) 

経
済
的
観
点
を
根
拠
と
す
る
も
の

(
S〉

例
え
ば
、
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
一

0
年
四
足
一
八
日
判
決
は
、
娼
婦
に
娼
家
を
賃
貸
し

て
得
た
賃
料
に
対
す
る
課
税
の
適
否
に
関
し
て
、

乙
の
賃
料
が
良
俗
に
反
す
る
故
に
非
課
税
と
扱
わ
れ
る
こ
と
の
「
非
常
に
明
自
な
矛
眉

や
不
公
平
は
、
租
税
関
係
に
お
け
る
こ
の
種
の
事
実
(
吋

g
g由
神
宮
内
同
町
〉
の
判
断
に
当
っ
て
、
専
ら
経
済
的
観
点
を
決
定
的
な
も
の
と
考
え

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

四



四
四

る
こ
と
に
よ
り
避
け
ら
れ
る
」
と
判
示
し
、
不
動
産
所
得
と
し
て
課
税
す
る
乙
と
を
認
め
た
。
他
方
、
最
高
裁
一
九
一
九
年
一
一
月
二
五

ハ
9
)

白
判
決
も
、
戦
時
税
(
同
ハ
ユ
mm印丹
2
2
)
の
査
定
に
当
っ
て
、
「
あ
る
債
権
が
民
法
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、

債
権

者
の
納
税
義
務
あ
る
財
産
か
ら
右
債
権
を
分
離
す
る
乙
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
債
権
が
関
係
人
1

1
債
権
者
と
債
務
者
1
1
0

に
よ
っ
て
有
効
と
み
な
さ
れ
、
有
効
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
関
係
人
自
ら
に
よ
り
債
権
者
の
財
産
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
い
つ

で
も
、

か
か
る
行
為
は
、
租
税
上
の
観
点
か
ら
も
、

そ
の
債
権
が
債
権
者
の
納
税
義
務
あ
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る
た
め
に
決
定
的
と
い
え

る
。
乙
の
場
合
に
も
、
民
法
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
る
事
由
に
つ
い
て
、
特
に
そ
れ
が
債
権
者
の
良
俗
違
反
ま
た
は
可
罰
的
行
為
に
あ
た
る

か
否
か
は
区
別
さ
れ
得
な
い
」
と
し
た
上
で
、
「
正
当
に
生
じ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、

一
切
の
財
産
増
加
が
、

経
済
的
観
察
に
よ
っ
て
財

産
増
加
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。

以
上
、
主
た
る
裁
判
例
の
根
拠
を
あ
げ
、
分
類
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
共
還
す
る
ζ

と
は
、
法
の
正
義
に
反
す
る
行
為
に
租
税

上
の
恩
恵
を
付
与
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
倫
理
的
道
徳
的
思
考
か
ら
出
発
し
、
課
税
を
正
当
化
す
る
た
め
の
根
拠
を
見
出
し
て
い

〔

凶

〉

る
と
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
租
税
法
が
私
法
と
同
一
の
法
領
域
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
、
か
つ
納
税
義
務
者
が
限
定
さ
れ
て

い
た
当
時
に
お
い
て
は
、
法
的
根
拠
と
し
て
充
分
な
説
得
力
を
有
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

ζ

れ
ら
裁
判
例
の
傾
向
は
、
後
に
租
税
法

と
私
法
と
の
分
離
の
誘
因
と
な
る
と
共
に
、
経
済
的
観
察
法
の
根
拠
と
し
て
集
約
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(ニミ

租
税
回
避
の
否
認
の
適
否

民
法
依
存
の
原
則
に
従
え
ば
課
税
上
の
問
題
が
生
ず
る
も
う
一
つ
の
行
為
が
、
租
税
回
避
行
為
で

あ
っ
た
。
契
約
自
由
の
原
則
の
も
と
に
お
い
て
は
、
契
約
当
事
者
は
、
私
法
上
の
法
形
式
を
自
由
に
選
択
し
て
契
約
を
締
結
で
き
る
。
当

時
、
乙
の
契
約
自
由
の
原
則
が
租
税
法
上
も
妥
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
、
た
と
え
当
事
者
が
租
税
を
回
避
す
る
た
め
に
特
別
な
私

法
形
式
を
選
択
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、

右
法
形
式
は
租
税
法
上
有
効
と
解
さ
れ
た
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
る
節
税



《

uv

(ω
窓
口
市
足
時
間
宮

E
ロ
巴
は
、
当
然
の
乙
と
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
最
高
裁
一
八
八
二
年
二
月
三
日
判
決
は
、
相
続
税
を
回
避

す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
生
前
贈
与

3
n
r
g
r
g
m
ロ
E
2
F
O
Z
E
g
)
を
有
効
と
判
示
し
た
。
「
な
ぜ
な
ら
、
生
前
贈
与
契
約
は
適
法
行

為
(
命
日
ロ
O
R
E
d
-】
円
。
国
同
p
a
gロ
ぬ
)
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
行
為
を
す
る
に
当
っ
て
、

行
為
者
を
し
て
そ
の
行
為
に
至
ら
し
め
た
動
機

は
、
私
法
の
観
点
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
の
特
定
の
法
律
の
適
用
や
不
利
益
を
避
け
る
目
的
を
も
っ
て
締
結
さ
れ

た
契
約
も
ま
た
、
単
に
そ
の
由
を
も
っ
て
、

乙
の
法
律
を
回
避
す
る
た
め
に
締
結
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
。
ま

た
、
上
級
行
政
裁
判
所
も
、

た。

乙
れ
と
同
様
の
見
地
か
ら
、
租
税
回
避
の
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
親
子
閣
の
財
産
譲
渡
を
有
効
と
判
示
し

こ
の
よ
う
に
、
上
級
行
政
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
租
税
回
避
を
目
的
と
し
た
法
律
行
為
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
私

法
上
の
要
件
を
兵
備
し
、
か
つ
私
法
上
の
仮
装
行
為
・
虚
偽
表
示
に
該
当
し
な
い
限
り
、
右
法
律
行
為
は
租
税
法
上
も
有
効
に
成
立
す
る

も
の
と
解
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

隠
れ
た
利
益
処
分

ハ
U
〉

迂
回
行
為
、
多
段
階
行
為
等
に
よ
る
利
得
は
当
然
に
非
課
税
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
事
実
上
、
悪
賢
い
者
が

私
法
上
有
効
な
契
約
を
通
じ
て
通
常
行
わ
れ
る
、

〈

sasrg
の
め
呈
ロ
ロ
田
5
・

出口

r
g
gロ也、

租
税
上
の
恩
恵
に
浴
す
る
乙
と
に
な
り
、
真
撃
な
納
税
者
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
ζ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
創
設

宮
内
)
が
創
設
さ
お
~
。
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
、
第
一
次
大
戦
中
に
導
入
さ
れ
た
戦
時
税
、
取
引
税
な
ど
の
税
源
の
拡
大
と
直
接
税
の
国

日

一
九
一
八
年
、
初
の
租
税
事
件
専
属
の
裁
判
所
と
し
て
J
フ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
〈

manZFEN-

税
化
な
ど
の
大
衆
課
税
の
進
行
に
よ
る
租
税
事
件
の
増
大
に
対
し
て
、
画
一
的
処
理
と
統
一
的
法
解
釈
を
行
う
目
的
で
設
立
さ
れ
た
。
乙

の
設
立
に
よ
り
租
税
事
件
に
関
す
る
司
法
審
査
の
道
を
確
保
す
る
た
め
に
、
租
税
請
求
権
を
財
産
法
上
の
請
求
権
と
み
な
す
べ
き
必
要
性

は
存
し
な
く
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、

乙
の
設
立
に
よ
っ
て
、
租
税
法
と
私
法
と
が
分
離
す
る
基
礎
の
一
つ
が
築
か
れ
た
と
い
う
ζ

と

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

四
五



四
六

も
で
き
よ
う
。

そ
の
創
設
時
か
ら
租
税
通
則
法
施
行
ま
で
の
間
の
約
一
年
間
は
、
裁
判
管
轄
の
制
限
、

(
凶
〕

関
連
法
令
の
不
備
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
、
充
分
に
達
成
さ
れ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
聞
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判

し
か
し
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
設
立
の
目
的
は
、

所
の
判
例
も
、
上
級
行
政
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
と
同
じ
く
、
借
用
概
念
の
解
釈
、
租
税
回
避
の
否
認
に
つ
い
て
、
民
法
解
釈
を

ハロ〉

基
準
に
判
断
を
下
し
た
。
例
え
ば
、
借
用
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
九
年
九
月
一
六
日
判
決
は
、
「
租
税
の
徴
収
に
つ
い
て
民

法
の
法
状
態
が
基
準
と
な
る
限
り
、

そ
の
概
念
お
よ
び
効
果
を
民
法
か
ら
借
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
:
:
・
有
限
責
任
会
社
が
私
法
上

未
だ
成
立
し
て
い
な
い
限
り
、

か
か
る
会
社
は
課
税
対
象
と
は
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
、
会
社
成
立
時
期
を
私
法
と
同
一
に
解
す
る
旨

を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
租
税
回
避
に
つ
い
て
は
、
同
年
七
月
一
六
日
判
決
(
々
、
ト
ロ
パ
事
件
〉
は
、
会
社
の
定
款
変
更
に
よ
り
実
質

的
に
新
会
社
の
設
立
と
同
一
状
態
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
も
、
右
新
会
社
に
印
紙
税
を
課
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
な
ぜ
な

ら
、
「
法
律
(
一
九
一
三
年
ラ
イ
ヒ
印
紙
税
法
を
さ
す
H

注
・
筆
者
〉
は
、

当
事
者
が
そ
の
課
税
を
節
減
し
よ
う
と
し
て
い
る
行
為
に
諜

税
す
べ
き
旨
の
規
定
を
定
め
て
い
な
い
の
と
同
様
に
、
回
避
行
為
に
課
税
す
べ
き
旨
の
規
定
を
定
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。
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野
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・
前
掲
書
一
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三
頁
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土
生
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前
掲
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文
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E
u
岡
弘
・
忠
w
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(NH〉
・
な
お
、
乙
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
清
永
敬
次
「
A
0
5
条
を
め
ぐ
る

R
F
H
の
初
期
の
判
例
」
杉
村
章
三
郎
先
生
古
稀
視
賀
税
法
学
論
文
集
(
昭
和
四
五
年
)
三
四
J
一
ニ
六
頁
に
紹
介
が
あ
る
。
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俗
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由
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も
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、
営
業
か

ら
の
収
入
と
な
ら
な
く
と
も
、
不
動
産
か
ら
の
収
入
と
み
な
す
と
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
所
得
と
し
て
課
税
す
る
乙
と
を
承
認
す
る
。

乙
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
同
様
の
事
件
に
お
い
て
、
娼
家
の
賃
料
を
民
法
原
則
に
従
い
、
無
効
・
非
課
税
と
解
し
た
が
、
乙
の
賃
料

を
超
え
て
支
払
わ
れ
た
金
員
(
例
え
ば
、
入
浴
料
、
洗
濯
料
、
清
掃
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等
〉
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、
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収
入
と
み
な
す
ハ
問
。

ω
F
C
-
園
己
申
¥

岡田トタ

NAP-
∞
-HUHHH
切
仏
・
仏
師
"
∞
吋
〈
HCO
片岡・〉・)。

(
9
〉
閉
山
の

ω
F
C・同〈

NU品¥阿国〈
-
N
m
-
z・
5
5
H
国内山・宏司

g
q
N〉・

ハ
ω)
同MOMVFF
白・同・

0
・・

ω・
お
吋
J
E
0・

〈
U
〉
到
の

N
u
C・
園
町
NU¥∞
日
夕

ω-M-H∞∞
MH
一
切
品
・
少
広
岡
〈
同
∞
3
・

ハ
ロ
)
〈
同
日
・

0
〈
の
「

ω了

C
・
〈
∞
同
¥UAW
〈
・
ぉ
-M-H∞
申
吋
日
切
品
-
P
ω
∞
白
山
。
〈
の
F
ω
F

・
c・
-
M
喧

AW¥申
出
タ

E-HN-H∞
申
甲
山
民
向
山
・
∞
・
日
夕

。
〈
2

・
ω了

C
-
M円
四
叫
¥
。
品
〈
・
広
・
品
・

MgAHH
切仏・

MMwω
由
M
U
O〈
の
「

ω
f
C
-
M阿
ω¥同印〈・∞・

5
・
5
5
H
】
民
・
日
吋
-
N
T
O〈
o
r
g
-

c・
語
帽
。
¥
5
4・
2
0・
5
H印
u
E
-
H
N
S
-

(
臼
)
切
由
戸
田
・
曲
・
。
よ

ω・
白
岡
山
旬
。
ロ
田
口
仏
'
P
白・

0
・・

ω
a
H
0・

(
M
〉
乙
れ
ら
の
行
為
に
関
す
る
判
例
に
つ
い
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、
〈
関
戸
別
ロ
ロ
口
出
o
n
z
p
刃
包

n
r
s
r開
m
gロ
o
E
Sロ
間
切
吋
・
〉
ロ
p
-
H
u
g
-
幌
町
"
〉
ロ
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ユ
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c
o
F
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ハ
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E
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日
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〉
c
a
-
-
3
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即
日
・
〉
ロ
B
・
u-
な
お
、

宮
2
8
r
等
の
コ
メ
ン
タ
1
ル
に
つ
い
て
は
、
清
永
敬
次
「
租
税
回
避
に
関
す
る
諸
問
題

(
7
〉
」
税
法
学
一
八
八
号
九
頁
以
下
参
照
。

ハ
日
〉
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
、
一
九
一
八
年
年
七
月
二
六
日
「
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
設
置
な
ら
び
に
関
税
お
よ
び
租
税
に
係
る
ラ
イ
ヒ
監
督

に
関
す
る
法
律
〈
の
ω
認
定
喜
四
同
会
o

F
号
Z
S四
S
H
a
m
a
n
v
&
S
E
E
F曲
目
ロ
仏

S
R
門田町四何時
W
E
E
P
-
n
r仲
間
皆

N
D
F
E仏

2
2
0
H
P
)」
(
仰
の
巴
・

ω
自
由
)
に
よ
り
、
同
年
八
月
八
日
の
連
邦
議
会
決
議
(
切
g
ι
g
g
g
r
g
n
r
z
s
を
も
っ
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
設
置
さ

れ
、
同
年
一

O
月
一
日
よ
り
活
動
を
開
始
し
た
。
回
開
ロ
ro♂

UFO
岡山ロ
Z
R
E
Z括
払
g
g
2
2
8
n
V寄
与

R
n
y
内町四

m
a
v
g匂同町
nvgp関
白
白
広

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

四
七
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杉
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三
郎
先
生
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、
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し
い
判
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あ
る
。
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第
三
章

経
済
的
観
察
法
の
成
立

概
念
法
学
か
ら
目
的
論
的
解
釈
へ

第
一
次
大
戦
後
、

ヱ
ル
ツ
ベ
ル
ガ

l
a
s官
話
完
)

の
税
制
改
革
の
一
環
と
し
て
、

一
九
一
九
年
一
二
見
一
三
日
か
ら
租
税
通
則
法

が
施
行
さ
れ
た
。
同
法
第
四
条
は
、
「
租
税
法
律
の
解
釈
に
当
っ
て
は
、

そ
の
目
的
お
よ
び
経
済
的
意
義
な
ら
び
に
諸
関
係
の
発
展
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
、

ド
イ
ツ
法
上
、
法
解
釈
原
則
を
定
め
た
唯
一
の
規
定
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
右
規
定
の
制
定
理
由

は
、
そ
の
起
草
者
で
あ
る
エ
ン
ノ
・
ベ
ッ
カ

l

〈開ロロ
O

回

2
E
H〉
に
よ
れ
ば
、
法
解
釈
の
う
え
で
条
文
崇
拝
の
故
に
多
く
の
矛
盾
を
露

呈
し
て
い
た
概
念
法
学
か
ら
離
脱
し
、
イ
エ

i
リ
ン
グ
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
利
益
法
学
に
基
づ
い
て
自
的
論
的
解
釈
方
法
を
租
税
法
に
導

入
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
部
長

3
2日
仲
買
皆
広

g
C
で
も
あ
っ
た
ベ
ッ
カ
!
の
見
解
は
、

当
時
の
判
例

に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
の
た
め
、
右
の
制
定
理
窃
と
は
異
な
る
ベ
ッ
カ

i
の
真
意
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
例
を
、
通
じ
て



明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

付

私
法
上
無
効
・
違
法
な
行
為
に
よ
る
利
得
に
対
す
る
課
税

上
級
行
政
裁
判
所
、
最
高
裁
判
所
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
少
数

の
裁
判
例
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
倫
理
的
道
徳
的
思
考
か
ら
こ
れ
ら
の
利
得
に
対
す
る
課
税
を
是
認
し
た
。
乙
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ

ヒ
財
政
裁
判
所
は
、
租
税
通
則
法
施
行
後
、
同
法
第
四
条
を
根
拠
に
し
て
、
租
税
法
と
私
法
と
の
法
目
的
の
差
違
を
強
調
す
る
と
共
に
、

租
税
法
固
有
の
課
税
基
準
の
導
入
を
許
容
し
、
右
課
税
基
準
と
し
て
経
済
的
観
点
を
重
視
し
た
。
例
え
ば
、

定
は
、
ワ
イ
ン
税
の
賦
課
に
当
っ
て
、
ワ
イ
ン
の
売
買
契
約
当
事
者
が
法
定
最
高
価
格
を
超
え
る
価
格
決
定
を
し
、
か
っ
、

一
九
一
二
年
四
月
二
七
日
決

そ
の
価
格
決

定
を
固
執
す
る
場
合
に
は
、
右
最
高
価
格
で
は
な
く
当
事
者
の
決
定
し
た
価
格
を
ワ
イ
ン
の
租
税
価
格
窃
帥
2
2
4号
6
5
と
す
る
旨
の
判

断
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ワ
イ
ン
の
納
税
義
務
は
、
法
律
行
為
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

ワ
イ
ン
の
引
渡
と
い
う
経
済
事

象

2
2
4司
目
立
聞
各
国
同
仲
間
島
町
〈

OHmsぬ
)
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
か
っ
、

そ
れ
ゆ
え
法
律
行
為
の
私
法
上
の
形
成
は
租
税
義
務
に
と
っ
て
何

ら
決
定
的
意
味
を
有
し
な
い
」
。
し
た
が
っ
て
、
「
ワ
イ
ン
の
租
税
価
格
と
し
て
最
高
価
格
に
代
え
て
当
事
者
の
行
っ
た
価
格
決
定
を
基
準

と
す
る
乙
と
に
対
し
て
法
治
国
家
が
自
ら
反
対
す
る
よ
う
な
乙
と
は
、
現
状
(
租
税
通
則
法
第
四
条
参
照
)
を
考
慮
す
る
と
承
認
さ
れ
な

い
」
と
。
乙
の
決
定
は
、
ポ
l
ラ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
が
初
め
て
租
税
通
則
法
第
四
条
そ
根
拠
に
私
法
依
存
の
原
則
か

ら
離
れ
て
租
税
法
独
自
に
解
釈
す
べ
き
旨
を
表
明
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る

w

ま
た
、
一
九
二
二
年
一
月
二
四
日
判
決
向
、
娼
婦
に
娼
家
を

賃
貸
し
た
と
き
宿
泊
税
宙

oyagHmgmassる
が
課
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、

「
乙
の
場
合
に
は
民
法
上

有
効
な
賃
貸
借
契
約
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
お
契
約
は
民
法
第
一
三
八
条
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

ζ 

の
こ
と
は
宿
泊
税
に
と
っ
て
決
定
的
で
な
い
。
宿
泊
税
に
と
っ
て
は
、
宿
泊
が
継
続
さ
れ
、
か
っ
、
そ
れ
を
原
因
と
し
て
金
銭
が
収
受
さ

れ
た
か
否
か
が
専
ら
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
判
示
す
る
と
共
に
、
良
俗
違
反
、
禁
じ
ら
れ
た
法
律
行
為
も
課
税
さ
れ
得
る
か
否
か

程
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

四
九



五
O

と
い
う
一
般
論
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
「
租
税
通
則
法
は
直
接
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
が
、

同
法
(
善
意
お
よ
び
悪
意
の
相
続
財
産
占

有
者
の
取
扱
い
に
関
す
る
第
八
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
九
七
条
、
第
三
七
三
条
、
善
意
お
よ
び
悪
意
の
自
主
占
有
者
の
取
扱
い
に
関

す
る
第
八

O
条
第
一
項
、
無
権
代
理
人
の
取
扱
い
に
関
す
る
第
八
九
条
参
照
)
か
ら
、
あ
る
行
為
が
違
法
ま
た
は
可
罰
的
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
租
税
法
上
の
義
務
が
影
響
さ
れ
る
も
の
で
な
い
乙
と
が
間
接
的
に
推
知
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
同
法
第
四
条
か
ら
も
生
ず
る
の
で

あ
る
」
と
し
て
課
税
を
肯
定
す
る
旨
を
表
明
し
た
。

一
九
二
二
年
一
二
月
一
五
日
判
決
に
至
っ
て
は
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
租
税
法
律
が
、
「
そ
の
日
的
お
よ
び
経
済
的
意
義
に
よ

さ
ヨ
り
に
、

り
、
純
私
法
的
見
解
を
固
執
す
る
乙
と
を
結
果
的
に
不
合
理
と
す
る
場
合
に
は
、
か
か
る
私
法
的
見
解
は
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

該
租
税
法
律
の
経
済
的
根
本
思
想

$
5
i吋
仲
良
宮
内
長
ロ

r
g
の

E
Zぬ
色
白
ロ
}
お
と
は
、

わ
ず
、
常
に
完
全
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

所
得
税

一
般
に
、
厳
格
な
純
民
法
的
観
察
法
で
は
な
く
経
済
的
観
察
法
が
行
わ
れ
る
と
い

乙
の
判
決
を
う
け
て
、

そ
れ
が
民
法
の
規
律
と
合
致
す
る
と
否
と
を
間

(
7〉

一
九
二
三
年
九
月
二
八
日
判
決
も
、

法
、
財
産
税
法
に
お
け
る
「
租
税
事
件
に
お
い
て
は
、

う
原
則
」
が
充
分
に
成
立
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。

し
か
し
、
経
済
的
意
義
を
「
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
、

(

8

) 

か
ら
、
い
か
に
し
て
租
税
法
独
自
の
課
税
基
準
た
る
経
済
的
観
察
法
が
導
か
れ
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

ζ

の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、

一
見
、
訓
示
規
定
で
あ
る
か
の
よ
う
な
租
税
遜
則
法
第
四
条

借
用
概
念
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
ベ
ッ
カ
!
の
理
論
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

(ニコ

借
用
概
念
の
解
釈

租
税
法
は
、
所
得
、
財
産
、
売
上
等
の
経
済
的
事
実
を
課
税
の
対
象
と
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
租
税
法

は
経
済
的
概
念
を
課
税
の
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ベ
ッ
カ

l
は
、
経
済
的
概
念
を
法
概
念
と
し
て
倍
々
の
租
税
法
律
に
取
入
れ

る
の
に
際
し
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。



く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
早
計
で
あ
り
、

「
租
税
法
が
生
成
過
程
に
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
動
き
、
間
定
し
た
見
解
が
滅
び
新
し
い
見
解
が
生
ず
る
時
代
に
:
:
:
未
だ
ま
っ
た

〈

9
〉

程
税
法
の
硬
直
化
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
し
た
が

か
つ
、

っ
て
、
租
税
立
法
に
お
け
る
概
念
形
成
は
、
原
則
と
し
て
、
準
則
(
担
n
y
込山口問

g)、
主
旨
〈
F
a
g伊
丹
N
O
)
、
根
拠
(
〉
ロ
}
邑
五
百
ロ
宮
)
を

一
不
す
に
止
め
る
べ
き
で
あ
る
。
租
税
法
が
応
急
的
に
他
の
法
分
野
か
ら
借
用
し
た
法
概
念
も
こ
の
準
則
等
と
同
様
で
あ
り
、
租
税
法
上
独

〈

叩

〉

自
に
経
済
的
概
念
と
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ッ
カ

l
の
理
論
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。

ベ
ッ
カ
!
の
理
論
は
、
租
税
通
則
法
が
税
務
署
の
租
税
調
査
お
よ
び
租
税
監
督
の
権
限
を
拡
大
す
る
規
定
を
定
め
て
い
る
こ

〈

U
〉

と
と
栢
侯
っ
て
、
税
務
署
に
よ
る
怒
意
的
課
税
を
招
来
す
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。

第
一
は
、

こ
の
批
判
に
は
、

ベ
ッ
カ
!
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
課
税
基
準
を
で
き
る
限
り
充
分
に
把
握
す
る
一
般
人
(
〉
ロ
m
m
B
O
E
r色
。

の
利
害
(
∞
己

gm洲
市
)
と
官
庁
の
窓
意
か
ら
保
護
さ
れ
る
偲
人
(
缶
四
白
山
口
国
冊
目
ロ
め
と
の
利
害
と
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

〈

ロ

〉

ら
準
則
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
正
当
に
行
う
ζ

と
が
で
き
る
」
。
準
郎
は
不
明
確
な
定
め
で
あ
る
か
ら
、

専

な
る
ほ
ど
税
務
暑
に
よ
る
撒
用

を
招
来
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
濫
用
は
、
ま
ず
監
督
官
庁
に
よ
り
防
止
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
防

止
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
、
税
務
署
が
そ
の
裁
量
権
を
盤
用
し
て
発
給
し
た
財
政
命
令

(
E
S
E
g
r
E
)
を

非
合
目
的
的
あ
る
い
は
不
公
平
と
し
て
取
消
す
乙
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
(
租
税
通
則
法
第
六
条
、

第一一

O
ニ
条
、

第
二
八
三
条
)
。

恐
意
課
税
が
行
わ
れ
ぬ
よ
う
に
、
「
個
々
の
具
体
的
場
合
に
お
い
て
、
準
則
を

l
i専
ら
、
道
を
示
す
乙
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
が

i
l

ハ
臼
)

作
り
、
か
っ
、
行
政
執
行
に
確
た
る
道
を
示
す
の
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
使
命
で
あ
る
」

0

よ
っ
て
、
第
一
の
批
判
は
正
当
で
な
い
、

と
ベ
ッ
カ
ー
は
主
張
す
る
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

五



五

第
二
は
、

(
日

H
〉

ベ
ッ
カ
!
の
い
わ
ゆ
る
民
法
上
の
法
概
念
と
租
税
法
上
の
経
済
概
念
を
対
立
さ
せ
る
理
論
に
対
し
、

へ
ン
ゼ
ル

(
〉
手
巾
同
門

国

8
8
3
が
加
え
た
批
判
で
あ
っ
た
。

へ
ン
ゼ
ル
は
い
う
。
「
す
べ
て
の
法
領
域
は
、

そ
の
専
門
用
語

3
2
5山口。
-omg)
に
経
済
的
語
葉

(
4
5
円
仲
間
口
冨
吉
田
官
同
n
r
R
E
R
)
を

転
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
は
換
言
す
れ
ば
、
か
か
る
概
念
を
、
ま
ず
、
日
常
の
経
済
生
活
の
概
念
に
関
連
さ
せ
て
形
成
し
な
け
れ

(

時

)

ば
な
ら
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
、
法
概
念
と
経
済
概
念
と
が
相
伴
う
こ
と

(
N
毛
色
ロ
ロ
巴
は
、
民
法
に
特
有
な
こ
と
で
は
な
く
、

(
時
〕

に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
租
税
法
上
の
概
念
は
、
法
規
(
剛
山
2
E
S丘
口
出
口
市
川
)

〈
げ
〉

法
概
念
と
同
様
に
法
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
。

租
税
法

に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

私

ベ
ッ
カ

l
の
い
う
「
租
税
法
上
の
経
済
概
念
」
(
岳
m
2
2
0司

2zrz

ハ
叩
出
)

巧
吉
田
島
田
宮

Z
mユ
ぬ
巾
)
な
ど
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
納
税
義
務
が
関
係
す
る
経
済
要
素
(
要
吉
国
島
田
宮

g
o
g
g円
)
は

し
た
が
っ
て
、

概
念
的
に
は
要
件
徴
表
(
吋
包
ゲ
2
5ロ
缶
百
骨
子
自
己
)
に
変
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

結
局
、
納
税
義
務
は
、
経
済
要
素
で
は
な
く

法
規
と
結
び
つ
い
た
法
要
素
(
河
内
口
r
Z
8
0
5
8同
)
に
結
び
つ
く
に
す
ぎ
な
い
。
す
る
と
、
「
租
税
法
の
特
性
が
私
法
に
つ
ぎ
木
さ
れ
た
特

別
領
域
の
一
つ
と
し
て
正
し
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、
租
税
法
の
要
件
徴
表
と
そ
れ
に
相
応
す
る
私
法
の
要
件
徴
表
と
の
同
一
性

(

叩

〉

が
表
わ
れ
る
」
(
傍
点
・
筆
者
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
租
税
法
律
が
す
で
に
私
法
上
用
い
ら
れ
て
い
る
概
念
を
取
入
れ
て
い
る
と
き
に
は
、

間

一
に
表
現
さ
れ
た
概
念
ど
う
し
の
市
内
容
の
相
違
が
必
然
的
で
あ
る
と
租
税
法
律
か
ら
疑
い
な
く
わ
か
る
ま
で
は
、
矛
盾
の
な
い
解
釈
の
た

(
却
〉

め
に
」
、
両
概
念
の
同
一
性
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ヘ
ン
ゼ
ル
は
、
法
治
国
家
原
則
の
維
持
と
強
化
の
立
場
か
ら
、
租
税
通
期
法
第
四
条
を
根
拠
に
裁
判
官
の
権
限
を

拡
大
し
て
類
推
(
〉

E]O紙
巾
)
を
行
う
乙
と
を
可
能
に
し
、
も
っ
て
自
由
法
学
的
理
論
へ
と
発
展
し
た
ベ
ッ
カ
!
の
理
論
を
鋭
く
批
判
し

こ
の
よ
う
に
し
て
、

た。
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五
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(
M
)

∞
2
r
p
出
国

0
・w
品
・
〉
c
p
伽
少
〉
ロ
ヨ
・
町
山
叶
・
〉
c
F
笠
・
〉
ロ
5

0
中
川
「
前
掲
論
文
〈

2
)」
税
法
学
六
一
号
一
一
良
。

(
お
)
出
命
同
岡
田
o
f
N
Z円
。
。
開
g
自
立
W

与
市
出
切
開
間
同
長
印
コ

ω
z
z
a
c慰問。}同己口問
a
J
Z
H凶
O
ロ
ロ
巾
吋
明
。
田
仲
間
国
ゲ
町
内
出
同
開
門
口
三

NF件。
-B由同
MPHGNω

・
ω-

EHe
な
し
お
、
本
論
文
に
つ
い
て
は
、
清
永
敬
次
「
租
税
回
避
論
ノ
l
ト
ハ
1
)
J
(
2
)
」
税
法
学
一
四
六
号
一

O
頁
以
下
、
一
四
七
号
一
七

頁
以
下
、
同
「
租
税
回
避
に
関
す
る
諸
問
題
〈
9
)
J
(
m
-
完
)
」
税
法
学
一
九

O
号
六
頁
以
下
、
一
九
一
一
一
号
一
頁
以
下
に
部
分
的
紹
介
が

あ
る
。

(
時
)
へ
ン
ゼ
ル
は
、
「
本
来
、
民
法
第
九

O
三
条
の
所
有
者
、
同
法
第
八
五
四
条
の
占
有
者
、
間
法
第
一
九
二
二
条
の
相
続
人
等
の
概
念
も
、

各
々
に
相
応
す
る
経
済
概
念
と
完
全
に
一
致
す
る
。
た
だ
、
一
面
に
お
い
て
学
問
お
よ
び
実
務
に
お
け
る
法
の
輪
郭
の
洗
練
化
、
他
部
に
お
い

て
言
語
の
慣
用
お
よ
び
行
為
の
慣
行
に
お
け
る
法
の
輪
郭
の
洗
練
化
が
一
定
の
区
別
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
(
出
。
g
o
-
-
p
m

o--ω
・
日
企
・
〉
。

(げ〉

Z
2
M
m
m
y
m
国・

0
・w
ω
-
M品
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同

町
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(
叩
印
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出
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g
f
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0
・w
∞
-MAF凶・
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日
)
出
03ωof
白・同・

0
・唱戸日、伸一山・

(
却
)
図
。
ロ
田
巾
ア
悶
・
由
・

04ω-MARM-

(
幻
〉
ベ
ッ
カ
!
の
理
論
は
自
由
法
学
理
論
で
あ
る
と
指
摘
す
る
論
文
と
し
て
、
包
括
o
g
p
d『出口
F
U
F
O
-
2白
n
g
E
W
Z
目
立

gnz-

ロロ明曲者
2
Z
凶

g
ω
宮口角川円吋伶円
}
F
Z
同

M
E
Z
2
H
E
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S
E
Eロ
守
=
口
弘

ω窓口め吋吋巾
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目
的
論
的
解
釈
か
ら
類
推
へ

ベ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
準
則
を
作
り
、

行
政
執
行
に
道
を
示
す
使
命
が
課
さ
れ
、

か
っ
、

こ
の
使
命
を
全
う
す
る
た
め



円

1
)

に
、
事
実
の
正
し
い
調
査
・
評
価
お
よ
び
法
の
正
し
い
解
釈
を
す
べ
き
乙
と
が
要
請
さ
れ
た
。
ベ
ッ
カ
!
は
、

乙
の
法
的
根
拠
を
租
税
通

則
法
第
四
条
に
求
め
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来
、
法
解
釈
規
定
た
る
同
条
の
適
用
領
域
を
事
実
の
調
査
・
評
価
に
ま
で
拡
大
し
た
。
な
ぜ
な

ら
、
「
裁
判
官
は
、

い
か
な
る
場
合
に
も
、
外
面
的
な
も
の
、
表
見
的
な
も
の
、
形
式
的
な
形
成
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、

概
念
か
ら
出
発
し
た
り
、
真
実
を
そ
の
概
念
に
お
い
て
窮
屈
に
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
、
物
(
ロ
宮
m
む
か
ら
出
発
し
、

自
体
を
把
握
し
、
真
実
、
物
の
経
済
的
意
味
に
限
を
利
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
私
法
上
の
法

事
物

(ω
由。
r
o
)

形
成
は
、
租
税
回
避
の
否
認
に
関
し
厳
格
に
規
定
し
た
租
税
通
則
法
第
五
条
に
よ
る
こ
と
な
く
、
同
法
第
四
条
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
得
る

の
で
あ
る
。
乙
乙
に
、

ベ
ッ
カ
l
は
、
法
律
の
目
的
論
的
解
釈
を
超
え
た
、

い
わ
ば
、
類
推
(
〉
出
回
目
。
位
。
)
に
よ
る
租
税
回
避
の
否
認
理

論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

へ
ン
ゼ
ル
は
、
法
治
国
家
原
則
の
観
点
か
ら
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

〈

sv

法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
租
税
法
は
国
民
の
財
産
権
を
侵
害
す
る
法
規
で
あ
る
か
ら
、
課
税
の
法
的
根
拠
が
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
租
税
通
別
法
第
八
一
条
第
一
項
も
課
税
要
件
法
定
主
義
を
定
め
て
い
る
の
で
私
記
。
と
乙
ろ
が
類
推
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
法

そ
れ
自
体
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
刊
。
し
た
が

乙
の
ベ
ッ
カ
!
の
租
税
回
避
の
否
認
理
論
に
対
し
て
、

規
は
、
な
る
ほ
ど
実
定
法
の
諸
規
定
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
る
も
の
の
、

っ
て
、
租
税
回
避
の
否
認
は
、
法
規
を
類
推
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
乙
れ
を
行
う
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
ま
し
て
、
本
来
、
法
解
釈
規
定
た
る

租
税
通
則
法
第
四
条
を
そ
の
根
拠
に
す
る
ζ

と
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
り
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
真
の
(
解
釈
に
よ

り
除
き
得
な
い
)
租
税
回
避
は
、
法
の
類
推
適
用
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
特
別
の
明
文
の
法
規
範
に
基
づ
い
て
の
み
有
効
に
阻
止
す
幻

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
カ
!
と
へ
ン
ゼ
ル
は
、

こ
の
よ
う
に
租
税
通
則
法
第
四
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
が
、

そ
の
理
論
構
成
に
お
い
て
、

そ
れ

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

五
五



五
六

〈

7
〉

ぞ
れ
弱
点
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ッ
カ
!
の
理
論
は
、
立
法
の
不
備
を
是
認
し
、
法
概
念
の
不
統
一
を
推
進
し
、
か
っ
、
裁
判

ハ
日
〉

(

9

)

宮
の
自
由
裁
量
の
余
地
を
拡
大
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
法
的
安
定
性
を
害
す
る
し
、
ま
た
、
裁
判
官
に
対
し
て
も
明
確
な
解
釈
基
準
を

ハ
刊
)

そ
の
負
担
を
加
重
す
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
誹
を
免
れ
な
い
。

示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
結
局
、

他
方
、

ヘ
ン
ゼ
ル
の
理
論
に
対
し
て
も
、

そ
れ
が
租
税
法
を
私
法
の
特
別
法
と
解
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
強
い
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
同
一
法
領
域
に
お
い
で
す
ら
法
概
念
の
内
容
に
相
対
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
、
私
法
と
法
領
域
を
異
に

{日〉

す
る
と
い
う
べ
き
租
税
法
に
お
い
て
は
、
独
自
の
解
釈
方
法
が
承
認
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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創
期
の
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政
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は
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ベ
ッ
カ
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い
わ
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「
真
実
、
物
の
経
済
的
意
味
」
を
追
究
す
る
よ
り
も
、
減
税
行
為
の
不
道
徳

性
の
観
点
か
ら
課
税
の
適
否
を
判
断
し
た
た
め
、
明
縫
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判
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租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立

け

経
済
的
観
察
法
の
成
立

租
税
法
の
弘
法
依
存
の
時
代
に
お
い
て
は
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
悪
賢
い
者
や
破
廉
恥
な
者
の
行
為

が
租
税
法
上
非
課
税
と
さ
れ
る
と
い
う
優
遇
を
受
け
た
。
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
優
遇
を
起
因
と
し
て
、
租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
が

唱
導
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
租
税
法
の
独
立
を
導
く
た
め
の
理
論
が
い
ろ
い
ろ
と
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
、

ポ
ピ
ッ
ツ

(
』
。

r
g
g
p】
な
お
)
の
論
文
に
始
ま
る
と
い
え
よ
う
。
ポ
ピ
ッ
ツ
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

法
の
任
務
は
、
秩
序
に
適
っ
た
文
化
状
態
(
穴
己
E
H
N
5
5ロ
含
)
を
人
間
性
に
付
与
す
る
乙
と
に
あ
る
。
こ
の
際
、

人
の
思
考
方
法

感
情
方
法
(
ロ
g
w
E
Cロ
仏
ヲ

vrZ包
括
)
が
文
化
状
態
の
一
定
の
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
意
味
で
は
、

法
は

般
人
の
道
義
観
に
反
す
る
法
律
行
為
す
な
わ
ち
違
法
行
為
、
良
俗
違
反
行
為
等
を
防
止
、
制
限
し
、

さ
も
な
く
ば
処
罰
す
る
乙
と
を
そ
の

任
務
と
す
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
任
務
を
法
律
上
い
か
に
全
う
さ
せ
る
か
は
、
法
領
域
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
私
法
上
は
こ
れ
ら

の
行
為
に
法
的
救
済
方
法
を
与
え
な
い
乙
と
、
す
な
わ
ち
違
法
、
無
効
と
す
る
こ
と
が
法
の
任
務
と
な
る
の
に
対
し
、
租
税
法
上
は
、

乙

法
の
任
務
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、

れ
ら
の
行
為
を
違
法
、
無
効
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
非
課
税
と
す
る
こ
と
は
道
義
観
に
反
す
る
。
そ
こ
で
、
道
義
観
に
合
致
し
た
租
税

(

2

) 

ま
ず
国
家
に
お
け
る
穏
税
の
役
割
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
、
文
化
状
態
を

保
護
す
る
た
め
に
、
法
主
体
。
お
よ
び
法
の
僕
と
し
て
の
自
己
の
地
位
を
維
持
し
、
か
っ
、
そ
の
た
め
に
、
必
要
な
資
金
を
生
み
出
さ
ね
ば
な

(

3

) 

ら
な
い
。
こ
の
資
金
の
源
泉
は
国
民
経
済
で
あ
り
、
資
金
の
徴
収
手
段
が
租
税
で
あ
る
。
国
民
経
済
に
は
、
適
法
、
違
法
を
間
わ
ず
、
経

〈

4
)

済
的
効
果
を
伴
う
す
べ
て
の
行
為
が
A
泊
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
家
の
課
税
権
は
、
そ
れ
が
経
済
的
に
租
税
上
の
利
用
に
適
す
る
限

り
、
そ
の
形
式
ま
た
は
成
立
が
私
法
上
承
認
さ
れ
る
か
否
か
、
ま
た
は
、
私
法
上
無
効
と
み
な
さ
れ
る
か
否
か
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

五
七



五
八

ハ
5
)

一
切
の
事
象
お
よ
び
要
件
を
包
括
す
る
」
と
ポ
ピ
ッ
ツ
は
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

租
税
の
財
政
学
的
な
役
割
を
法
解
釈
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
導
入
す
る
と
い
う
ポ
ピ
ッ
ツ
の
方
法
論
は
、
先
駆
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
に
、

ノミ

ル
(
円
内
C
3
ロ
回
目
。
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
経
済
的
観
察
法
に
お
い
て
、
法
理
論
と
し
て
の
完
成
を
み
た
。

一
九
二
四
年
に
著
し
た
『
租
税
法
と
私
法
一
一
に
お
い
て
、
租
税
法
を
公
法
の
領
域
に
位
置
づ
け
る
と
共
に
、
公
法
が
一
私
法
か

(
6〉

ら
独
立
し
た
の
と
問
機
に
、
恕
1

税
法
も
私
法
か
ら
の
独
立
化
の
傾
向
に
あ
る
と
い
う
。
こ
の
独
立
化
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、
程
税
実
体

、
ミ
レ
、
豆
、

3
ノ

2
ノ

'lw

法
を
国
家
利
益
の
目
的
思
考
に
服
さ
し
め
、
ま
た
私
的
財
産
法
を
私
的
利
益
の
自
的
思
考
に
服
さ
し
め
る
と
い
う
、
法
領
域
に
適
っ
た
呂

(

7

) 

的
思
考
の
分
別
化
と
明
確
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
諜
税
客
体
の
決
定
は
、
決
し
て
私
的
利
益
の
目
的
思
考
の
も
と
に
服
す

ハ
8
〉

る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
課
税
要
件
に
私
法
概
念
を
用
い
る
ζ

と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
法
概
念
は
、
生
活
関
係

が
私
法
の
意
思
に
従
い
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
「
当
為
」

3
0
5
を
含
む
と
共
に
、
私
人
に
対
し
正
常
な
目
的
と
異
な

る
目
的
の
下
に
法
形
成
を
す
る
自
由
、
す
な
わ
ち
「
可
能
」
(
関
田
口
ロ
〉
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
租
税
法
概
念
は
、
生
活
関
係

金
事
実
上
の
形
成
、
す
な
わ
ち
、
経
済
的
力
関
係
(
丸
山
町
三
門
書

E
2
r
z
呂田

nzs岳
山
}
S
Z巾
〉
や
経
済
的
移
転

〈
会
何
者
同
門
丹
羽

n
y阻止

ピ
ロ
}
凶
巾
〈
2
悶岳山巾ゲロロ

mg)
な
ど
の
「
現
存
」
(
岡
田
仲
〉
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

ら
で
あ
る
。
乙
の
法
的
性
質
の
差
違
を
前
提
に
す
る
と
、
課
税
に
当
つ
て
は
専
ら
経
済
的
現
存

Q
S

税
法
独
自
の
観
察
法
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
経
済
的
観
察
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
両
法
概
念
は
そ
の
法
的
性
質
を
異
に
す
る
か

の
み
が
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
租

こ
の
経
済
的
観
察
法
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
事
実
上
、
課
税
要
件
に
私
法
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

こ
の
概
念
を
古
い
法
的

見
解
の
名
残
り

(mgg)
と
し
て
否
認
す
る
乙
と
が
許
容
さ
れ
、
か
っ
、
乙
の
概
念
に
租
税
法
上
独
自
の
意
味
・
内
容
を
付
与
す
る
こ
と

(

江

〉

が
可
能
と
な
る
か
ら
、
私
法
形
成
を
濫
用
し
、
あ
る
い
は
借
用
概
念
安
私
法
に
お
け
る
と
同
一
に
解
す
る
な
ど
租
税
法
樟
の
不
備
を
利
用



〈
泌
)

し
て
租
税
を
屈
避
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
租
税
回
避
の
否
認
に
つ
い
て
規
定
す
る
租
税
通
別
法
第
五
条
は
、

(

時

〉

経
済
的
観
察
法
の
特
例
を
定
め
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の

こ
の
よ
う
に
、

パ
ル
は
、
経
済
的
観
察
法
を
租
税
法
固
有
の
法
的
性
質
、
換
言
す
れ
ば
租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
と
い
う
傾
向
か
ら

〈
は
一
)

か
な
ら
ず
し
も
租
税
通
則
法
第
四
条
か
ら
導
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
パ
ル
は
ベ
ッ
カ
!
と
は
方
法
論
を
異
に
し
て
い
る

導
き
、

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ッ
カ

i
は
租
税
通
則
法
第
四
条
と
い
う
法
解
釈
規
定
を
論
拠
と
す
る
の
に
対
し
、

パ
ル
は
租
税
法
概
念

の
特
殊
性
、
す
な
わ
ち
概
念
形
成
に
お
け
る
租
税
法
と
私
法
と
の
本
来
的
差
違
を
論
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、

カ
!
の
理
論
が
形
式
的
に
は
法
的
観
察
法
で
あ
る
の
に
対
し
、
パ
ル
の
理
論
は
正
し
く
経
済
的
観
察
法
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

<< 
ツ

ベ
ッ
カ
!
の
理
論
は
租
税
通
則
法
第
四
条
の
規
定
す
る
内
容
に
法
律
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、
事
実
の
調
査
・

評
価
を
も
含
ま
し
め
、
類
従
(
〉

E
Z位
。
)
を
可
能
な
も
の
と
解
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
実
質
的
に
は
パ
ル
の
理
論
に
相
応
す
る
内

〈
刊
日
〉

容
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ベ
ッ
カ

i
は
、
パ
ル
の
理
論
と
結
合
し
、
租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立

し
か
る
に
、
実
際
に
は
、

を
唱
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
来
、
法
解
釈
規
定
で
あ
る
租
税
通
則
法
第
四
条
の
内
容
に
事
実
の
調
査
・
評
価
を
含
ま
し
め
る
と
い
う
へ

ン
ゼ
ル
に
よ
り
批
判
さ
れ
た
論
理
の
飛
躍
を
正
当
化
し
、
ま
た
類
推
(
〉
ロ
回
目
。
ぬ
戸
市
)
に
よ
っ
て
租
税
回
避
そ
否
認
す
る
こ
と
に
対
す
る
法

〈
日
山
)

治
国
家
原
則
か
ら
の
批
判
を
か
わ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
経
済
的
観
察
法
は
、
類
推
を
許
容
す
る
方
法
論
と
し
て
、

当
時
に
お
け
る
一
般
的
課
税
原
則
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。

仁)

経
済
的
観
察
法
に
対
す
る
批
判

パ
ル
と
ベ
ッ
カ

i
の
主
張
す
る
租
税
法
の
弘
法
か
ら
の
独
立
日
経
済
的
観
察
法
と
い
う
理
論

学
説
の
潮
流
に
の
っ
て
、

は
、
当
時
、

0
・
マ
イ
ヤ
!
(
C
2
0
呂
田
吉
岡
)
等
の
有
力
な
行
政
法
学
者
に
よ
り
強
力
に
主
張
さ
れ
た
行
政
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
と
い
う

ハ
四
)

た
ち
ま
ち
通
説
と
な
っ
た
。
こ
の
理
論
の
影
響
を
受
け
て
、
租
税
法
を
私
法
の
特
別
法
と
し
て
理
論
構
成
し
て

租
説
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

五
九



い
た
へ
ン
ゼ
ル
は
、

そ
の
理
論
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

ヘ
ン
ゼ
ル
は
、

六
O

ま
ず
一
九
二
五
年
の
論
文
に
お
い
て
、

九

二
一
ニ
年
に
発
表
し
た
租
税
法
日
私
法
の
特
別
法
と
い
う
理
論
を
後
退
さ
せ
る
と
共
に
、
租
税
法
独
自
の
概
念
形
成
の
存
在
を
認
め
、

大
工
り

に
一
九
二
七
年
に
著
わ
し
た
『
租
税
法
』
第
ニ
版
に
お
い
て
は
、
措
用
概
念
の
内
容
を
、
担
税
法
概
念
の
「
補
助
概
念
」
と
通
常
の
私
法

前
者
に
は
固
有
概
念
と
同
じ
く
緩
済
的
現
存
(
宮
)
を
解
釈
の
基
準
と
し
、

後
者
に
限
っ
て
私
法
に
お
け
る
と
同
一
内
容
の
概
念
と
し
て
統
一
的
に
解
釈
す
る
と
い
う
学
説
を
明
ら
か
に
し
た
。

ζ

の
際
、

的
経
済
内
容
を
表
示
す
る
法
概
念
と
の
二
種
類
に
分
け
、

ヘ
ン
ゼ
ル

は
、
あ
る
借
用
概
念
が
右
の
二
種
類
の
概
念
の
何
れ
に
該
当
す
る
か
を
解
釈
に
よ
り
決
す
る
も
の
と
解
し
た
の
で
、
固
有
概
念
と
借
用
概

〈

初

)

念
と
の
区
別
を
不
明
確
に
し
た
。

こ
の
へ
ン
ゼ
ル
の
新
理
論
に
則
り
な
が
ら
、
固
有
概
念
と
借
用
概
念
と
の
区
別
の
基
準
の
明
確
化
を
試
み
た
の
が
ガ
イ
ラ
ー
で
あ
る
。

ガ
イ
ラ
!
は
、
租
税
法
の
独
立
化
を
前
進
さ
せ
る
と
共
に
、
立
法
に
よ
っ
て
租
税
法
独
自
の
概
念
を
増
加
さ
せ
る
べ
き
旨
を
主
張
す
る

ハ
幻
〉

が
、
パ
ル
と
は
異
な
り
、
概
念
お
よ
び
規
範
の
独
立
化
の
傾
向
に
二
つ
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
一
は
、
実
定
法
へ
の
法

治
国
家
的
拘
束
(
仏
広
岡
市
n
v
g
g邑
山
岳
命
。
与
口
昆
ro伊
丹
何
回
ロ
門
凶
器
宮
田
町
包
括
児
向
。
宮
)
、

す
な
わ
ち
租
税
法
の
独
立
化
が
法
律
に
矛
盾
し

そ
の
ニ
は
、
租
税
法
律
の
明
白
に
認
識
し
得
ベ
き
自
的
を
越
え
て
主
観
的
あ
る
い
は
客
観
的
納
税
義
務
包

w
gず

い

0
γ
$
4
0
0
仏2
0

5
⑦「
$
4
0
2
2
命
名
告
与
と
が
拡
大
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

な
い
こ
と
で
あ
り
、

古品
b
ん
、

乙
れ
ら
の
限
界
内
に
お
い
て
も
、

で
き
る
限
り

法
的
明
白
性
(
岡
山
吉
宮
島
一
回
岳
町
一
時
)
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

さ
寄
り
に
、

ガ
イ
ラ
ー
は
、
課
税
呂
的
の
実
現
と
法
的
安
定
性
、
明
FE性
、
法
治
国
家
原
則
の
維
持
と
の
諮
整
を
法
の
解
釈
に
お
い
て
も

考
慮
し
、
借
用
概
念
の
内
容
を
、
第
一
に
、
私
税
法
が
明
文
で
私
法
規
定
を
指
示
し
て
い
る
も
の
、
第
二
に
、
程
税
法
が
明
文
で
法
概
念

の
内
容
を
変
更
す
る
旨
を
定
め
た
上
で
私
法
規
定
を
指
示
し
て
い
る
も
の
、
第
三
に
、
租
税
法
上
特
別
の
指
示
も
変
更
も
な
く
単
に
私
法



と
同
一
概
念
を
用
い
て
い
る
も
の
、

の
三
一
燈
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、
第
一
の
意
味
の
借
用
概
念
は
私
法
と
同
一
内
容
に
、
第
二
の
そ
れ

は
租
説
法
上
規
定
さ
れ
た
内
容
に
、
第
三
の
そ
れ
は
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
私
法
と
同
一
内
容
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
の

(

お

)

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ガ
イ
ラ
ー
は
へ
ン
ゼ
ル
と
異
な
り
、
解
釈
で
は
な
く
法
の
明
文
に
よ
り
、
国
有
概
念
と
借
用
概
念
と
を
区
別
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
。

他
方
、
ベ
ト
ケ
(
∞

B
H
r
Z〉
は
、

私
法
の
統
一
体
を
形
成
し
て
い
る
と
の
見
地
か
ら
、
租
税
法
概
念
と
私
法
概
念
と
の
原
則
的
統
一
を
唱
え
る
。

へ
ン
ゼ
ル
の
旧
理
論
を
発
展
さ
せ
、

租
税
法
と
私
法
と
が
全
体
法

(mosg件
。
間
関

2
E
)
と
し
て

ベ
ト
ケ
は
、
程
税
法
を
私
法
か
ら
独
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
畢
覚
、
法
律
の
自
由
な
解
釈
を
主
張
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で

も
な
い
、
と
い
う
。
乙
の
法
律
の
自
由
な
解
釈
を
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
租
税
法
だ
け
に
限
ら
ず
(
租
税
通
則
法
第
四
条
)
、

す
で

に
、
す
べ
て
の
法
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
(
例
え
ば
、
民
法
第
一
一
三
二
条
、
第
一
五
七
条
、
第
二
四
四
条
)
。
故
に
、

ベ
ト
ケ
は
、

単
に
程
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
化
を
根
拠
に
し
て
、
解
釈
に
よ
り
租
税
法
独
自
の
概
念
形
成
を
す
る
こ
と
な
ど
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、

〈
鈍
〉

借
用
概
念
は
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
私
法
と
統
一
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

以
上
、
概
観
し
た
よ
う
に
、

d
v

、/、

ノ

i

ベ
ッ
カ
ー
に
代
表
さ
れ
る
通
説
に
対
す
る
批
判
は
、
主
と
し
て
法
的
安
定
性
を
論
拠
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
乙
の
批
判
に
対
し
て
、
通
説
は
、
租
税
法
の
目
的
に
従
っ
た
解
釈
は
拡
大
解
釈
と
異
な
り
、
決
し
て
国
民
の
不
利
凝
に
な
る

ハ
お
)

も
の
で
は
な
い
か
ら
、
法
的
安
定
性
の
要
請
は
後
退
す
べ
き
で
あ
る
、
と
答
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
ナ
チ
ス
期
に
お
い
て
、
国
家
社
会
主
義

的
世
界
観
の
も
と
に
、
法
秩
序
の
統
一
が
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
に
従
い
、
通
説
は
再
検
討
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

静.t..
ノ、
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退
し
た
と
い
う
(
〉
ヨ
去
何
回
口
官
n
y
U
2
Uロ
R
F岡町田町同

F
S
E
2
2
5ロ
Z
L
u
g
w
∞-

AS‘一明白ロロ
-

M
・
)
。
し
か
し
、
へ
ン
ゼ
ル
は
、
パ
ル
の
よ
う
に
租
税
法
と
私
法
と
の
本
質
的
差
違
を
根
拠
に
借
用
概
念
を
租
税
法
独
自
に
解
釈

す
る
こ
と
を
承
認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
へ
ン
ゼ
ル
は
、
パ
ル
が
「
立
法
者
に
よ
る
法
の
事
後
形
成
(
明
。
ュ
Z
5
5巴
と
裁
判
所
に
よ
る
自
由

創
造
的
概
念
発
展
公
刊
2
2
Y
C
M
L
a
u
n
z
w
a
正問
2
5
3
n
E
E巴
と
を
理
論
的
に
全
く
同
一
視
」
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る

2
0虫
色

Z
-

ω
P
O
-
-
ω
匂

-HU叶
(
}
円
)
。

(
凶
〉
出
g
z
f
E
2
2
8
n
z
w
N
-
〉
ロ
ロ

-HUN吋・

ω
-
S
F
w
u
-
〉戸門戸・

5
8・
∞
-
日
M
I
R
-
杉
村
・
前
掲
堂
百
八

0
1八
三
頁
。

(
却
)
国

8
2
f
h
H
-
P
O
-
-
M
-
〉
巳

-Jω
・
8
・
uω
・
〉
Eh--wω
・
8
・
杉
村
・
前
掲
金
百
八
二
頁
。

(
幻
)
の
巳
F
F
同
E
P
O
-
-
ω
官

-
g
p
な
お
、
中
川
一
郎
「
税
法
と
私
法
|
税
法
の
解
釈
に
つ
い
て
|
」
名
城
法
学
六
巻
コ
了
四
合
併
号
一
一
夫

以
下
に
紹
介
が
あ
る
。

ハ
沼
〉
。

s
rア
同
・
出
・

0
・・

ω唱
包
吋
・

(
お
)
の
2
r
p
同-
m
W

・
O
・唱∞刷
y

日
目
吋
コ
・

(
担
)
ロ
Z
Fr
o
w
ω
件。
5
q
2
E
E
L
-
-
5
5
n
Z
Z
L
O円

F
n
r
z胃
2
E口問

L
g
H
N
2与
え
5
2
N
r
o
F
g当

s
g・
2
・

H
M
g
コ・

(
お
)
パ
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
目
的
に
従
っ
た
解
釈
は
、
拡
張
解
釈
で
は
な
く
、
条
文
の
内
容
を
、
形
式
的
解
釈
に
比
べ
て
、
制
限
す
る

こ
と
も
拡
張
す
る
乙
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
ア
て
れ
ば
、
決
し
て
納
税
者
に
向
け
ら
れ
た
矛
先
で
は
な
く
、
:
:
:
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
判
例
も

表
明
す
る
よ
う
に
、
事
物
次
第
で
、
国
家
に
も
納
税
者
に
も
利
益
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
〈
ロ
ロ

Z
P
P
C
J
ω
・
同
日
出
戸
)
。

塩
野
宏
・
オ
ッ
ト

(
げ
)

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

六



六
日

第
四
章

経
済
的
観
察
法
の
発
展

租
税
調
整
法
の
制
定

租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
1
経
済
的
観
察
法
と
い
う
理
論
は
、

一
九
三
三
年
に
ナ
チ
ス
が
政
権
を
掌
握
す
る
に
伴
い
国
家
の
主
導
理

念
と
さ
れ
た
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
(
ロ
注
目
。

s
r
s
E笠
宮
ぽ
者
各
自
由
ロ

E
Eロ
ぬ
)

に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
を
実
現
せ
ん
と
す
る
ナ
チ
ス
法
学
の
特
質
の
一
は
、
全
体
法
秩
序
の
統
一
の
も
と
に
公
法
と
私
法
と
を
融
合
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
ナ
チ
ス
法
学
を
租
税
法
上
展
開
し
た
の
が
、

リ
i
ピ
ッ
シ
ユ

(〉

go-門
山
口
市
古
田
口
ど
で
あ
る
。

リ
!
ピ
ッ
シ
ュ
は
、

一
九
一
二
三
年
に
著
し
た
『
租
税
法
と
私
法
』
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
し
、
民
法
規
定
を
行
政
法

や
穏
税
法
等
の
公
法
に
類
推
適
用
す
る
乙
と
の
可
能
性
を
証
明
す
る
と
共
に
、
他
方
、
民
法
規
定
の
多
く
が
内
容
的
に
民
法
国
有
の
性
質

(

1

) 

と
い
う
よ
り
公
法
に
も
共
通
す
る
一
般
的
法
思
考
守
口
哲

s
a
S
H
N
2
E閣
官
合
呉

g)
を
含
む
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
高
裁
判
所

は
結
論
と
し
て
こ
の
内
の
後
者
を
重
視
し
た
が
、

リ
l
ビ
ッ
シ
ュ
も
こ
の
結
論
を
支
持
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
法
領
域
を
分
離
し
て
考
え
る

の
で
あ
れ
ば
、
類
推
解
釈
の
前
提
た
る
要
件
の
類
似
性
(
〉

E-wrgr)
は
存
し
得
、
ず
、

(
2〉

と
公
法
と
は
同
一
法
領
域
と
し
て
一
融
合
さ
れ
得
る
は
ず
だ
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

ハ
3
〉

正
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
得
た
か
ら
で
あ
る
。

逆
に
、

類
以
性
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、

民
法

乙
の
思
考
と
そ
、
国
家
社
会
主
義
的
法
改

乙
の
リ
!
ピ
ッ
シ
ュ
の
理
論
が
学
説
・
判
例
の
支
持
を
得
る
に
至
っ
て
、

か
ね
て
租
税
法
の
私
法
か
ら
の
独
立
を
主
張
し
て
き
た
ベ
ツ



カ
ー
も
、
理
論
を
修
正
し
、
租
税
法
と
私
法
と
の
両
法
領
域
の
統
合
を
支
持
し
た
。
乙
こ
に
、

ル
期
の
パ
ル
、
ベ
ッ
カ
!
の
い
わ
ゆ
る
経
済
的
観
察
法
は
、
終
駕
を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。

ベ
ッ
カ

i
の
変
説
を
も
っ
て
、

ワ
イ
マ

i

と
こ
ろ
で
、

ナ
チ
ス
法
学
は
立
法
に
対
し
て
も
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

租
税
法
に
つ
い
て
は
、

一
九
三
四
年
税
制
改
革
に
お
い

て
、
租
税
調
整
法

3
Z
C
2
5宮
出
回
己
ロ
強
宮
田
内
定
)
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、

ワ
イ
マ

i
ル
体
制
に
碁
づ
く
従
来
の
租
税
法
律
を

応
急
的
に
ナ
チ
ス
税
制
改
革
の
根
本
思
想
に
適
合
す
る
よ
う
に
謡
整
す
る
た
め
に
、
主
と
し
て
租
税
法
総
別
に
相
当
す
る
境
定
そ
定
め
た

も
の
で
あ
っ
た
。
経
済
的
観
察
法
の
根
拠
条
文
と
さ
れ
て
い
た
一
九
三
二
年
担
税
通
則
法
第
九
条
(
一
九
一
九
年
程
税
送
別
法
第
四
条
)

は
、
租
税
調
整
法
第
一
条
に
移
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
。

租
税
法
律
は
、
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

租
税
法
律
の
解
釈
に
当
つ
て
は
、
国
民
思
想
、
租
税
法
律
の
目
的
お
よ
び
淫
済
的
意
義
な
ら
び
に
諸
関
係
の
発
畏
を
考
濠
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(3) 

要
件
事
実
の
判
断
に
つ
い
て
も
間
様
と
す
る
」
。

租
税
調
整
法
に
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
を
定
め
た
意
義
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
租
税
法
と
私
法
の
融
合
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
。

法
領
域
の
融
合
が
実
現
す
る
と
、
課
税
は
専
ら
経
済
的
現
存

Q
2
)

に
適
う
よ
う
に
租
税
法
独
自
に
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
パ

ル
の
い
う
経
済
的
観
察
法
は
、
成
立
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
観
察
法
を
基
礎
に
成
立
し
得
た
ベ
ッ
カ
!
の
い
う
要
件
事
実
の

調
査
・
一
評
価
方
法
に
基
づ
く
類
推
(
〉

S
F包
巾
)
も
、
理
論
的
根
拠
を
失
っ
た
。
乙
の
理
論
的
根
拠
の
欠
棋
を
補
う
た
め
に
、
新
た
に
規

定
さ
れ
た
の
が
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
間
様
の
理
由
か
ら
、

そ
れ
ま
で
経
済
的
観
察
法
の
適
用
事
例
と
さ
れ
て

き
た
左
の
諸
課
税
に
相
応
す
る
個
別
規
定
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
仮
装
行
為
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
租
税
調
整
法
第

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

六
五



五
条
第
一
項
、
禁
止
さ
れ
た
法
律
行
為
違
反
・
良
俗
違
反
の
行
為
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
同
条
第
二
項
、
私
法
上
無
効
な
行
為
に
対

ムハムハ

す
る
課
税
に
つ
い
て
は
同
条
第
三
項
、
私
法
上
取
消
し
得
ベ
き
行
為
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
同
条
第
四
項
、
租
税
回
避
の
否
認
に
つ

い
て
は
第
六
条
、
そ
し
て
課
税
物
件
の
帰
属
決
定
に
つ
い
て
は
第
一
一
条
の
各
規
定
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
経
済
」
的
観
察
法
は
形
式
的
に
は
「
法
」
的
観
察
法
に
改
変
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

注

〈

1
〉

〉

S
O
S
F
F目
E
R
r
-
ω
8
5
R
R
Z
E仏

P
F
ag可刊
n
z・
3
8・
ω
'
M
l吋
w由
民
・

〈

2
)

ピ
S
2
n
v
w
匝・釦・

9
・
ω
-
M吋
I
H
2・
リ
1
ビ
ッ
シ
ュ
は
個
々
の
民
法
上
の
法
律
行
為
に
つ
い
て
、
公
法
と
の
類
似
性
の
存
在
を
論
証

す
る
。

〈

3
〉
戸
町
玄
回
目
Y
曲・回・

0
・wω
・
8AH
同町・

ハ
4
〉
盟
由
民
・
o
t
g同
仲
間

m
w
ω
g
g
2
8
n
Z
ロ
ロ
品
切
の

F
H明記一咽切
S
F
F
Zロ
mwω
・
M
M円
同
・
に
お
い
て
、
ベ
ッ
カ
ー
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
私

は
、
租
税
法
が
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
独
立
の
法
領
域
を
有
す
る
乙
と
を
常
に
主
張
し
て
き
た
。
乙
の
主
張
に
は
、
次
の
二
つ
の
意
味

が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
租
税
法
は
、
固
有
の
必
要
性
、
任
務
お
よ
び
目
標
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
か
っ
、
発
展
せ

し
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ド
イ
ツ
法
上
の
独
立
法
領
域
で
あ
る
と
い
う
乙
と
、
第
二
に
、
租
税
法
は
、
そ
の
最
も
閏
有
の
領
域
に
お
け
る
独
立

性
を
妨
げ
ら
れ
ず
に
、
ド
イ
ツ
法
全
体
の
手
足
と
し
て
の
租
税
法
の
独
立
部
分
を
、
専
ら
全
体
の
上
位
目
的
に
服
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、

会
体
に
役
立
つ
も
の
マ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
同
旨
、
回
onr。
F
ω
件。
S
R
R
Z
ロ
ロ
弘
司
門
戸
S
R
o
n
v
p
ω
件当

E
E
W

の℃・
N
U
U
・『{・

(

5

)

租
税
調
整
法
の
条
文
に
つ
い
て
、
翻
訳
し
、
注
釈
を
加
え
、
わ
が
霞
の
租
税
法
と
の
比
較
検
討
を
し
た
文
献
と
し
て
、
中
川
一
郎
「
ド
イ

ツ
税
法
調
整
法
の
研
究
|
租
税
基
本
法
制
定
の
た
め
|
(
1
〉

J
(
6
・
完
〉
」
税
法
学
四
三
号

t
四
五
号
、
四
七
号
J
四
九
号
が
あ
る
。



「
要
件
事
実
の
判
断
」

の
意
義

租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
は
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
(
∞

gH丹
江
戸
ロ
ロ
例
き
口
、
吋
三
宮
丘
町
吉
弘

g)
と
い
う
新
た
な
法
律
用
語
を
用
い
る

と
共
に
、
規
定
内
容
と
し
て
は
同
条
第
二
項
を
準
用
し
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
用
語
の
意
義
は
何
か
、
あ
る
い
は
問
項
固
有
の
必
要
性
は

存
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
た
。

-A
 

観
的
観
察
に
よ
り
行
わ
れ
る
べ
き
要
件
事
実
の
確
認

2
2革
命
ロ

gぬ
ふ
g
叶

s
g
a
m
g骨
印
)
の
段
階
と
確
認
し
た
事
実
を
法
規
に
あ
て

第
一
条
第
三
項
は
同
条
第
二
項
の
付
随
的
補
充
的
意
義
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
主
張
す
る
の
が
ヤ
i
ン

ヤ
!
ン
匂
具
体
的
傾
別
的
事
実
か
ら
法
的
効
果
を
導
く
た
め
の
法
学
方
法
論

C
C
江
主
主
叩

(
旬
開
}
凶
ロ
)
で
あ
る
。

器開門

rag-S同
巾
)
と
し
て
、
客

は
め
る
段
階
と
の
二
段
階
に
区
別
す
る
。
そ
し
て
、

ヤ
i
ン
は
「
あ
て
は
め
」

(ω
ロゲ

E
B門
芯
ロ
)
の
段
階
を
「
判
断
」

(回
g
M
H
円冊目}ロロぬ)

の
段
階
と
考
え
る
。
し
か
し
、
「
あ
て
は
め
」

(ω
己

g
c
g昨
日
。
ロ
〉
の
段
階
に
つ
い
て
は
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
が
規
定
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
同
条
第
一
一
一
項
は
、
本
来
、
不
必
要
な
も
の
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
例
外
と
し
て
、
一
定
の
課
税
権
や
処
罰
権
が
行
政
庁
に
付

ハ
3
〉

与
さ
れ
て
い
る
場
合
や
立
法
者
が
法
律
上
一
定
の
枠
を
定
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
な
ど
、
裁
判
官
が
要
件
事
実
か
ら
法
的
効
果
を
直

ち
に
明
白
に
導
く
こ
と
の
国
難
な
場
合
も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
官
に
「
判
断
」
(
∞

2
3色
S
ぬ
)
の
余
地
が
与
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
。
乙
乙
に
「
判
断
」
(
∞

2
3
0ニ
ロ
ロ
巴
と
は
、
い
わ
ゆ
る
裁
量
決
定
〈
何
吋

g
g
m
g
g毘
mnva仏
ロ
ロ
巴
に
対
す
る
裁
判
基
準
を
形
成

ハ
4
〉

す
る
行
為
の
乙
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乙
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
第
二
条
が
す
で
に
規
定
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ャ

i
ン
は
、
第
一
条

第
三
項
は
や
は
り
不
必
要
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
。

他
方
、
穏
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
に
固
有
の
意
義
を
認
め
る
学
説
と
し
て
は
、

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

六
七



L

、ー、
-ノ，ノ

(
5
) 

シ
ュ
レ
ヒ
ト
ハ

ω
n
E
E
Z
)
は
、
要
件
事
実
の
確
認
が
本
来
客
観
的
で
あ
る
べ
き
乙
と
は
認
め
な
が
ら
も
、
し
ば
し
ば
、

実
を
生
ぜ
し
め
た
目
的
や
動
機
が
不
明
確
に
さ
れ
た
り
、
偽
ら
れ
る
乙
と
も
あ
る
か
ら
、

ζ

の
確
認
の
段
階
で
、
一
定
の
判
断
が
必
要
に

乙
こ
に
「
判
断
」

9
0
5
E
E
H
Hぬ
)
と
は
裁
判
官
に
よ
る
証
拠
評
価
(
切
作
者
向
山
富
管
内

E
ロ
ロ
也
の

(2) 

あ
る
事

な
る
と
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

乙
と
で
あ
る
。
証
拠
評
価
は
、
通
常
、
自
由
心
証
に
よ
り
行
わ
れ
る
ご
九
三
一
年
租
税
通
則
法
第
二
七
八
条
、
民
事
訴
訟
法
第
二
八
六

条
、
第
二
八
七
条
)
。
し
た
が
っ
て
、

シ
ュ
レ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
を
考
慮
し
て
心
証
を
形
成
し
な
け

れ
ば
な

エら
jレな
ラい
l 乙
〈と
~ I乙
宮つな
えるえ

(3) 

ク
ロ
キ
シ
ウ
ス

ハ
7
)

(関

S
E
a
g
)
は、

ヤ
l
ン
と
同
じ
く
、例、

'Y¥.、
言、法

ぃ、し、警
か、て、 4
7 r 、山

語、確論
観、認存
点、さと
か、れ九
ら、 Tこ
評、要
価、件
さ、事
れ、実
る、が
之̂、、
き、観
か、点

要
件
事
実
の
確
認
と

「
あ
て
は
め
」

(ω
己
出
口
自
民

S
〉
と
の
ニ
段
階
が
原
別
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

を
違
え
て
評
価
さ
れ
る
と
と
に
よ
り
、
他
の
要
件
事
実
と
し
て
も
評
価
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、

に
つ
い
て
判
断
が
必
要
に
な
る
。
乙
の
判
断
が
切
巾

5
E
Zロ
ぬ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
に
よ
れ
ば
、

実

際
に
は
存
在
し
な
い
要
件
事
実
を
法
適
用
の
基
礎
に
置
く
可
能
性
が
承
認
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、

租
税
回
避
の
一
般
的
否
認
規
定
と
し
て
国
有
の
意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。

オ
ッ
ト

3
s
d、
要
件
事
実
の
確
認
と
「
あ
て
は
め
」
(
皆

5
5
a
g〉
と
の
中
聞
に
「
判
断
」

(
F
g
a
z
m〉
の
領
域
を

エ
ル
ラ

l
等
に
よ
れ
ば
、

同
項
は

) 
aaτ
 ( 

認
め
る
。
乙
の
領
域
と
は
、

オ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
条
文
の
み
に
依
拠
で
き
な
い
領
域
で
、
か
っ
、
決
定
を
下
す
官
吏
や
裁
判
官
の
法
感
覚

(
同
州
市

n
Z明。
B
丸
山
口
弘
ロ
ロ
m

む
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
内
的
見
地
〈
山
口
ロ
巾
円
。
開
Ezo--cロ
ぬ
)
が
影
響
を
受
け
る
領
域
の
乙
と
で
あ
る
。

ζ
ζ

で

行
わ
れ
る
「
判
断
」
〈
切

2
3
a
zロ
也
と
は
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
租
税
法
律
の
解
釈
に
と
っ
て
、
未
だ
関
係
し
な
い
か
、

い
が
、
裁
判
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
か
、
し
ば
し
ば
決
定
的
な
裁
判
官
の
意
思
決
定
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
オ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

直
接
関
係
し
な



裁
判
官
は
、
法
適
用
の
前
提
と
し
て
、
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
に
適
っ
た
内
的
見
地
を
要
件
事
実
か
ら
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

〈

9
〉

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
事
実
の
解
釈

(〉
g
r
m
g
m
仏
官
、
H

，
sr出
窓
口
母
由
)
と
法
律
の
解
釈
(
〉
C
包
括
g
m
弘

2
0
2
2
N何
回
)
と
の
こ
段
階
に
区
分
す
る
。
乙
の
事
実
の
解
釈
が
、

(5) 

ヴ
ァ
ッ
ケ
(
割
問

nr)
は
、
要
件
事
実
の
確
認
と
「
あ
て
は
め
」

(
E
g
g
g片山
S
)
と
の
中
間
領
域
を
、

ω
2
3
a
kロ
∞
の
領
域
で
あ
る
。
で
は
、
「
事
実
の
解
釈
」
の
も
と
に
何
を
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
乙
れ
を
、
民
法
第
一

三
三
条
、
第
一
五
七
条
に
規
定
さ
れ
る
意
思
表
示
、
法
律
行
為
の
解
釈
を
含
む
、
一
切
の
解
釈
可
能
な
事
実
を
解
釈
す
る
乙
と
と
説
く
。

以
上
の
諸
学
説
は
、
「
判
断
」

@
2丘
町
己

5
∞
)
の
必
要
性
の
存
否
、
そ
の
法
学
方
法
論
上
考
慮
さ
れ
る
べ
き
時
期
、
そ
の
意
義
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
見
解
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
法
適
用
の
段
階
に
お
い
て
も
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
の
主
旨
、
す
な
わ
ち
国
家
社

会
主
義
的
世
界
観
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
認
め
る
点
で
は
結
論
を
一
に
す
る
。
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
は
、
本
来
、
同
条
第
一
項

に
規
定
す
る
よ
う
に
、
法
律
解
釈
に
当
っ
て
依
る
べ
き
原
別
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
条
第
三
項
を
先
に
掲
げ
た
諸
学
説
の
よ
う
に
解

釈
す
る
乙
と
に
よ
り
、
法
適
用
の
原
則
と
し
て
も
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ナ
チ
ス
の
民
族
感
あ
る
い
は
「
上
級
財
政
局

長
(
。

Z
5
5器
官
伊
田
氏

g
C
ま
た
は
国
務
次
官

(ω
仲
間
三
回
白
鳥
尽
仲
間
る
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
健
全
な
民
族
感
覚
」
を
意
味
す
る
開
条
第
二
項

に
定
め
る

「
国
民
思
想
」
(
〈
己
目
内
的

S
R
E
Cロ
ロ
ぬ
)
が
同
条
第
三
項
に
も
準
用
さ
れ
る
乙
と
に
よ
り
、

一
一
層
、
徹
底
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

i主

(

1

)

、H
，S
ゲ
巾
由
仲
間
口
弘
は
、
刑
法
上
、
構
成
要
件
ま
た
は
法
律
一
安
件
と
翻
訳
さ
れ
る
の
が
遂
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
穏
税
法
で
は
、
通
説
は
、

、
吋
巳
宮
田
神
田
急
を
構
成
要
件
と
い
う
類
型
に
合
致
し
た
事
実

3
R
Z
2
Z
S
と
い
う
意
味
で
用
い
る
(
の
え
宮
正
当

2
r・
。
ぽ

F
5・

HO己
ロ
ロ
ぬ
〈
邑
口
、
吋
由
同
げ
ぬ
印
怠
ロ
L
o
p
ω
弘司

Hmwupω
℃
・
∞
印
凶
民
-
U
4〈
C
に
ぬ
岱
口
出
可
oロ田口《
Y

∞件。ロめ門口氏
HHH仲
ロ
ロ
弘
司
ユ
d
q

包
H
E
H
r
p
H
U凸{
)
ゆ

ω
N印w

m，口ロロ
-HCN
一、吋

G
Z・関司出回
0

・
moFnMMgrm田
Z
E
C邑
ロ
ロ
ロ
間
・
吋
'
〉
口
町
】
・
唱
曲
目
安
〉
口
問
】
門
Y

〉ロ
g
a
A
H
N・
)
。
そ
乙
で
、
本
稿
で
は
、
乙
の

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

六
九
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〈
臼
〉
巧
同

n
E唱曲・白・
0

・・

ω司
・
∞
品
前
向
・
乙
乙
に
一
切
の
解
釈
可
能
な
事
実
と
は
、
通
知
、
催
告
、
脅
迫
等
本
来
の
意
思
表
示
と
は
い
え
な

い
表
示
行
為
(
K
F
出
白
血
円
ロ
ロ
間
ゆ
る
や
訴
訟
行
為

(
p
o
H
o
a
r
自
己

g巴
を
も
含
む
ζ

と
を
い
う

2
2
g
-
z・由・曲・

0
・・

ω℃
・
∞
忠
)
。
ヴ
ァ

ッ
ケ
の
例
に
よ
れ
ば
、
あ
る
人
が
詩
人
の
「
シ
ラ
i
」
を
注
文
し
た
か
否
か
、
後
が
「
私
は
乙
の
債
務
を
負
い
ま
す
」
と
言
っ
た
か
否
か
を
調

べ
る
こ
と
が
事
実
の
確
認
、
彼
が
「
シ
ラ
1
」
の
注
文
の
際
に
、
そ
の
胸
像
を
意
図
し
た
の
か
、
本
の
発
行
を
意
図
し
た
の
か
、
あ
る
い
は

「
私
は
こ
の
債
務
を
負
い
ま
す
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
、
彼
が
独
立
の
責
任
(
臼
乙
Z
S
E仲
間
由
民
え
宮
口
問
)
を
引
受
け
よ
う
と
し
た
の
か
否

か
を
調
べ
る
こ
と
が
事
実
の
解
釈
、
彼
の
陳
述
が
売
買
契
約
、
使
用
貸
借
契
約
ま
た
は
賃
貸
借
契
約
の
申
込
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る

い
は
債
務
引
受
や
債
務
承
認

3
n
F
E
E
S
2
r
s尽
忠
る
の
申
込
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
の
が
法
律
の
解
釈
、
と
区
別
さ
れ
る

〈

L
2
2
5
0・鈴-血・

0
・wω

同

Y

∞印罰円
γ

ハ
臼
〉
切

HHnv唱
曲
目

p
z
c
n
v
aロ
自

由

回

目

。

a
g認
定

g
p
N
Z即日
吋
由

n
z
g向日

ω
H
2
2
8
n
Z
F
g
d『

5
8・ω℃
-

A

H吋
0

・

国
家
社
会
主
義
的
観
察
法

ナ
チ
ス
期
の
経
済
的
観
察
法
を
理
解
す
る
に
当
っ
て
注
意
す
べ
き
乙
と
は
、

ナ
チ
ス
期
の
経
済
的
観
察
法
は
、
同
じ
く
「
経
済
的
観
察

法
」
と
呼
ば
れ
て
も
、

ワ
イ
マ

1
ル
期
の
「
経
済
的
観
察
法
」
と
は
根
拠
と
性
質
を
異
に
す
る
乙
と
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
期
の
経
済
的
観
察

法
の
根
拠
は
、
経
済
的
現
存
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
租
税
調
整
法
の
規
定
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
、

そ
れ
で
は
、

乙
の
経
済
的
観
察
法
は
、
は
た
し
て
、
純
粋
に
「
経
済
」
的
観
点
か
ら
の
租
税
法
律
の
解
釈
・
適
用
を
導
い

た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
法
」
的
観
察
法
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
一
九
三
五
年
五
月
二
二
日
判
決
〈
一
ペ
ニ
ヒ
事
件
〉
は
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
一
項
、
同
条
第
三
項
を
根
拠
に

経
済
的
観
察
法
を
適
用
し
た
判
決
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
事
実
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
あ
る
商
庖
の
主
人
が
庖
員
の
支
払
う

ベ
き
婚
姻
補
助
金
を
軽
減
す
る
た
め
、
彼
の
給
与
を
一
ペ
ニ
ヒ
誠
額
し
、
も
っ
て
彼
の
属
す
る
課
税
段
階
を
一
ラ
ン
ク
引
下
げ
た
。
税
務

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

七



七

暑
は
、

乙
の
軽
誠
措
置
を
租
税
法
上
否
認
し
て
、
徴
収
義
務
者
た
る
主
人
に
対
し
て
、
高
い
課
税
段
階
の
金
額
で
課
税
し
た
。

ζ

の
処
分

を
不
服
と
し
て
、
主
人
か
ら
提
起
さ
れ
た
の
が
本
件
訴
訟
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、

乙
の
租
税
軽
誠
を
自
的
と
す
る
主
人
と
詰
員
と
の
合
意

は
、
「
菌
民
思
想
お
よ
び
す
べ
て
の
国
民
に
租
税
上
の
警
犬
義
務
の
想
↓
迂
履
行
を
命
ず
る
租
税
法
律
の
目
的
に
反
丸
一
旬
」
と
判
示
す
る
。

本
件
事
実
を
純
粋
な
「
経
済
」
的
観
察
法
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

詰
員
が
実
際
に
低
い
給
与
を
受
け
、
低
い
課
税
段
階
に
属
す
る
以

(

3

) 

エ
ル
ラ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
右
事
実
を
国
家

上
、
本
件
の
税
務
署
の
課
税
処
分
は
違
法
と
い
え
よ
う
。
本
件
裁
判
所
は
、

社
会
主
義
的
世
界
観
に
遜
っ
た
事
実
に
歪
曲
さ
せ
、
経
済
的
観
察
法
を
も
っ
て
租
税
回
避
の
否
認
と
同
等
の
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
ζ

と
を

承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

乙
れ
と
は
別
の
問
題
と
し
て
、
夫
婦
闘
で
労
働
契
約
を
締
結
し
、
経
営
者
た
る
夫
が
妻
に
対
し
て
支
払
っ
た
賃
金
は
、
営
業
税

法
上
、
会
社
の
経
費
に
算
入
さ
れ
得
る
か
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
。
オ
ッ
ト
は
、
仮
に
妻
の
労
働
が
第
三
者
の
労
働
と
同
等
に
評
価
さ

委
に
対
す
る
賃
金
は
会
社
の
経
費
に
算
入
さ
れ
な
い
、

れ
よ
う
と
も
、
経
済
的
観
察
設
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
関
に
は
常
に
ド
イ
ツ
国
民
の
民
族
観
で
あ
る
家
族
的
協
力
関
係
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、

ハ
4
〉

と
説
く
。

以
上
の
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

ナ
チ
ス
期
の
経
済
的
観
察
法
は
、
実
は
、
純
粋
な
「
経
済
」
的
観
察
法
で
も
、
「
法
」
的
観
察
法

で
も
な
く
、
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
に
適
っ
た
租
税
法
律
の
解
釈
・
適
用
方
法
、
す
な
わ
ち
、

い
わ
ば
「
国
家
社
会
主
義
的
観
察
法
」

と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
お
る
。

i主

(
1
)
阿
川
甲
山

W
C
〈
同
〉

kgqu品
〈
・
日
N

・ω-MU日間

u
m明
白

M
w
g
L品
・
本
件
判
決
は
、
非
常
に
有
名
で
、
当
時
の
論
文
の
多
く
が
引
用
し
、
解

説
し
て
い
る
。
ぐ
関
戸
。
F
阻

-
P
C
-
-
g
tそ

Huumwω
唱・吋
N
O
T
P
H曲目
日

σ
0
・酔・由・

0
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9
4司
忌
宮
崎
ω問
y
H
ω
宰
小
田
中
「
前
掲
論
文

(
2
)
」
六
真
。



〈
2
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u
d
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〈
阿
〉
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昂
吋
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一
日
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〈
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N
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-
m
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H
m
m
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u
m
Hり同向
HWω
∞
込
品
(
戸
内
弘
仲
間
三
国
)
・

(
3
)
M
W
ユOHU
国・白・

0
・咽

ω-Hω

ほ
-
一
対

g
r仲間
Z
P
P
同・。・・

ω
・由
O
U
R
-

(
4
〉

O
F
P
悶・

0
・w
E巧
凶
器
問

-r-
ご
吋
ぬ
-u
仏
O
H
Z
-
z
w
p
目
。
-wω
持者

5
8
w
ω
日

γ

お
HO
同
・
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
は
、
妻
が
第

三
者
の
一
雇
用
に
代
っ
て
労
働
に
従
事
し
、
か
っ
、
妻
の
労
働
が
旧
民
法
一
三
五
六
条
(
一
九
五
八
年
七
月
一
日
施
行
の
の
2
2
N
位

Z
H
仏
Ho

o
-
g
n
g巾
お
岳
民
間
百
出
聞
き
ロ
冨
g
ロ

S
L
F吉
田
丘
舟
自
の
め
ゲ
5
0
仏
g
r官
官
忌
n
r
g
m
R
V
Z
に
よ
る
改
正
前
の
条
文
〉
の
妻
の
営

業
協
力
義
務
と
み
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
夫
婦
問
の
労
働
契
約
を
承
認
し
た
〈
初
出
向
u
d
・
2
、
〉

M
g
¥
2
4
・
Mm・
5

・
5

S
日
間
宮
山
切

符
L
g
)。
し
か
し
、
そ
の
後
、
ォ
ッ
ト
の
理
論
は
、
。
宮
内
ー
の
}
王
宮
、
H
d
O
0
2
0
の
名
の
下
に
問
裁
判
所
の
判
例
に
採
用
さ
れ
、
第
二
次
大
戦

後
に
お
い
て
も
適
用
し
た
ハ
切
2
F
C
-
H
N
ω
u
¥巴
〈

-
B・M
-
M
U
S
H
回
甲
山
肘
詰
1
2吋・〉
o

な
お
、

ζ

の
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
決
は
、
憲

法
裁
判
所
に
よ
り
取
消
さ
れ
た
ハ
切
〈
2
5
j・
c-M
切
〈
阿
凶
器
ぞ
き
〈

-
E
-
F
S
S
・
回
〈
R
告
別
お
い
お
〉
。
右
の
連
邦
財
政
裁
判
所
判
決

お
よ
び
憲
法
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
、
中
川
一
郎
博
士
の
全
訳
と
一
評
釈
が
あ
る
(
中
川
一
郎
「
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法
の
運
命
i
七

七
年
A
O
施
行
後
の

B
F
H
判
例
を
観
て

l
」
臼
本
税
法
学
会
創
立
三

O
周
年
記
念
祝
賀
税
法
学
論
文
集
六
二
真
J
八
二
頁
〉
。

第
五
章

経
済
的
観
察
法
の
現
代
的
意
義

法
解
釈
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法

文
言
解
釈
の
重
視

第
二
次
大
戦
後
に
お
い
て
は
、
租
税
法
は
独
立
し
た
法
領
域
と
し
て
承
認
さ
れ
、
ま
た
租
税
法
律
の
数
お

よ
び
内
容
は
ワ
イ
マ

l
ル
期
に
比
べ
る
と
格
段
に
整
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
も
は
や
ワ
イ
マ

l
ル
期
に
お
け
る
よ
う
に
、
法
の
解
釈
・
適

用
に
当
っ
て
、
租
税
法
独
自
の
概
念
形
成
が
す
べ
て
に
優
先
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
法
領
域

は
一
般
的
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
緊
密
な
牽
連
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

七



七
回

フ
ル

l
メ
(
当
2
口
2
2
5
8巾
)
は
、
租
棋
の
徴
収

3
丹
市
民
巾
お
岳
与

gm)
を
「
一
般
的
法
秩
序
か
ら
生
ず
る
財
の
配
分

3
0
g
ヨ
q-

(
1
) 

E}gm)
に
対
す
る
侵
害
」
と
考
え
る
こ
と
か
ら
議
論
を
始
め
、
財
の
配
分
を
極
度
に
制
限
す
る
よ
う
な
租
税
立
法
お
よ
び
租
税
法
律
の

解
釈
は
一
般
的
法
秩
序
を
破
壊
す
る
と
説
く
。
例
え
ぽ
、
相
続
税
を
過
度
に
徴
収
す
る
よ
う
な
立
法
は
、
相
続
権
を
侵
世
一
目
す
る
だ
け
で
な

(
2〉

く
、
法
秩
序
の
決
定
的
な
構
成
要
素
た
る
私
所
有
権

Q
t
s忍
哲
三
z
g
)
を
も
侵
害
す
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
合
資
会
社
に
対
す
る
課

ハ
3
)

税
に
お
い
て
、
有
限
責
任
社
員
が
無
能
限
の
連
帯
納
税
義
務
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
営
業
税
法
を
解
釈
す
る
ζ

と
は
、
合
資

〈

4
〉

ひ
い
て
は
一
般
的
法
秩
序
の
破
壊
を
も
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
白
か
ら
、
フ
ル

i
メ
は
、
租
税
法
の
立
法
・
解
釈

会
社
形
態
、

が
私
法
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
租
税
法
と
一
般
的
法
秩
序
と
の
一
致
」
(
問
。
ロ

m
H
5
E
)
と
し、

う
理
論
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

乙
の
理
論
は
、
租
税
法
を
私
法
の
特
別
法
と
位
置
づ
け
る
か
つ
て
の
へ
ン
ゼ
ル
の
理
論
を
喚
起
す
る
も
の
で
は
な
い
。
フ

〈

5
V

ル
1
メ
は
、
私
法
概
念
で
は
な
く
私
法
秩
序
が
租
税
法
上
も
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

#
沿
っ
ル
ア
も
、

フ
ル
!
メ
に
よ
れ
ば
、
借
用
概
念
は
、
租
税
法
律
の
意
義
に
鑑
み
て
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
租
税
法
独
自
の
意
味
内
容

(
6
) 

と
し
て
解
釈
さ
れ
得
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
フ
ル

i
メ
の
説
は
、
経
済
的
観
察
法
の
名
の
下
に
恋
意
的
課
税
を
推
進
し
た
パ
ル
や
ベ
ッ
カ

i
の
解
釈
方
法
へ
の
回
帰
を
妨
げ
る

た
め
の
理
論
と
し
て
、
学
説
・
判
例
上
広
く
支
持
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

乙
の
理
論
は
、
経
済
的
観
察
法
の
適
用
範
囲
に
隈
界
を
画
す
る
も

の
で
は
あ
っ
て
も
、

そ
の
廃
止
を
主
張
す
る
も
の
で
も
、

そ
の
内
容
を
明
確
に
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、

学
説
に
お
い
て

は
、
法
秩
序
の
統
一
一
性
に
反
し
な
い
範
囲
で
承
認
さ
れ
得
る
経
済
的
観
察
法
と
は
い
か
な
る
方
法
論
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
議

論
が
展
開
さ
れ
た
。



ワ
リ
ス
(
民
話
。

4
8
垣
島
町
)
は
、
経
済
的
観
察
法
と
は
程
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
を
法
的
根
拠
と
す
る
目
的
論
的
解
釈
方

ハ
7
)

法
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
も
っ
と
も
、
同
項
は
、
目
的
論
的
解
釈
方
法
を
し
て
租
税
法
上
唯
一
の
解
釈
方
法
と
規
定
し
て
い
る
の
で
は

ハ
8
)

な
く
、
単
に
「
考
慮
」
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ワ
リ
ス
は
、
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
租
税
法
律
の

) 
唱
E
ふ( 

解
釈
方
法
と
し
て
は
文
一
一
一
日
解
釈
が
原
則
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

(2) 

こ
れ
に
対
し
て
、

ワ
リ
ス
と
問
様
に
経
済
的
観
察
法
の
法
的
性
質
を
目
的
論
的
解
釈
方
法
で

そ
の
法
的
根
拠
を
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
に
求
め
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ハ
ル
ツ
(
若
年
五
日
国
民
門
誌
)
は
、

あ
る
と
解
し
な
が
ら
も
、

ハ
ル
ツ
は
、
経
済
的
観
察
法

を
一
般
的
解
釈
方
法
と
し
て
と
ら
え
、

そ
の
内
容
と
し
て
は
問
項
に
定
め
る
国
民
思
想
、
租
税
法
律
の
目
的
お
よ
び
経
済
的
意
義
な
ら
び

に
諸
関
係
の
発
展
の
四
要
素
に
限
定
せ
ず
に
、
裁
判
官
が
法
律
解
釈
に
当
っ
て
立
法
者
の
意
思
を
究
明
す
る
た
め
に
考
慮
す
べ
き
一
切
の

解
釈
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ハ
ル
ツ
は
、
法
解
釈
の
自
擦
を
立
法
者
の
法
制
定
意
思
に
求
め
る
い
わ
ゆ

る
主
観
的
解
釈
論
に
基
づ
い
て
、
裁
判
官
に
対
し
法
解
釈
に
関
す
る
広
い
機
能
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

他
方
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
予
見
可
能
性
の
尊
重
と
い
う
見
地
か
ら
経
済
的
観
察
法
に
限
界
を
関
す
る
の
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

ハ
ロ
〉

(
垣
島
市
H
H
w
n
r
r田
正
門
)
で
あ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
法
的
安
定
性
お
よ
び
予
見
可
能
性
が
担
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、

(3) 

①
法
秩
序
が
で

き
る
だ
け
矛
盾
を
含
ん
で
い
な
い
と
と
、
②
法
の
服
従
者
♀
R
m
o
n
E
E
E
2
4
4
0同町

g与
が
法
状
態
を
明
文
の
規
定
か
ら
明
確
に
読
み

と
れ
る
ζ

と
、
③
成
文
法
〈
仏
国
間
ぬ
mmnr片
山
巾

Z
S
H
N
R
Z
)
が
分
散
し
て
い
な
い
こ
と
、
④
法
の
服
従
者
が
同
種
の
問
題
は
同
一
に
規
定

さ
れ
て
い
る
と
予
見
し
得
る
乙
と
、
⑤
あ
る
法
領
域
が
他
の
法
領
域
で
生
じ
た
生
活
領
域
の
秩
序
に
相
応
す
る
法
形
成
を
顧
慮
す
る
ζ

と

等
の
要
件
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
テ
!
ゼ
を
提
唱
し
た
。

ー「

a 

租
税
法
は
、
原
則
と
し
て
、

そ
れ
と
最
も
近
似
す
る
法
領
域
|
|
例
え
ば
、
租
税
債
務
関
係
で
あ
れ
ば
民
法
、

納
税
義
務
関
係

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

七
五



七
六

で
あ
れ
ば
一
般
行
政
法
、
程
税
訴
訟
法
で
あ
れ
ば
行
政
訴
訟
法
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
l
ー
ー
に
広
く
一
致
す
る
よ
う
に
形
成
・
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

b 

租
税
法
律
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
概
念
の
内
容
は
、
原
則
と
し
て
、
他
の
法
領
域
に
お
け
る
通
常
の
内
容
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
乙
と
は
、
非
国
庫
的
目
的
を
有
す
る
規
範
に
対
し
て
特
に
適
用
さ
れ
る
。

C 

租
税
法
上
の
固
有
概
念
〈
臣
官
ロ
宮
鳴
佳
作
〉
は
、

で
き
る
限
り
、
原
則
と
し
て
租
税
法
ま
た
は
そ
れ
と
最
も
近
似
す
る
法
領
域
に

お
い
て
す
で
に
存
在
す
る
概
念
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
日
比
〉

〈
以
下
、
省
略
)
」

(4) 

こ
れ
ら
の
学
説
を
踏
ま
え
て
、
経
済
的
観
察
法
に
関
す
る
議
論
を
総
括
す
る
の
が
シ
ュ
ピ
タ
1
ラ
1

(〉
片
岡
昆
ロ
印
刷
比
三
百
る
で
あ

る
。
シ
ュ
ピ
タ

i
ラ
i
は、

一
九
四
九
年
の
論
文
に
お
い
て
、
法
解
釈
に
当
っ
て
考
慮
す
べ
き
解
釈
方
法
を
六
種
類
に
分
け
、
か
っ
と
れ

ら
を
順
序
づ
け
る
い
わ
ゆ
る
解
釈
段
階
説
を
発
表
し
た
。
乙
の
説
に
よ
れ
ば
、
文
言
解
釈
方
法
が
第
一
順
位
と
さ
れ
、
経
済
的
観
察
法
は

第
五
願
位
の
目
的
論
的
解
釈
方
法
の
一
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
シ
ュ
ピ
タ

l
ラ
l
は、

一
九
六
二
年
の
論
文
に
お
い

て
、
経
済
的
観
察
法
に
関
す
る
学
説
を
第
二
次
大
戦
を
境
に
新
旧
南
説
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
特
質
を
対
比
き
せ
て
考
察
し

た
。
乙
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
新
説
と
は
、
経
済
的
観
察
法
は
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
く
一
般
的
に
考
慮

さ
れ
得
る
解
釈
方
法
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
経
済
的
観
察
法
と
租
税
法
律
の
解
釈
に
お
け
る
経
済
的
意
義
の
考
慮
と
は
相
違
す
る
こ

と
、
経
済
的
観
察
法
よ
り
も
法
的
安
定
性
と
法
的
明
白
性
と
が
優
先
し
、

(
刊
叩
〉

見
解
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

か
つ
法
秩
序
の
統
一
性
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る

シ
ュ
ピ
タ
l
ラ
!
の
分
類
に
よ
る
こ
の
新
鋭
に
よ
れ
ば
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
は
単
な
る
確
認
規
定
に
す
ぎ
ず
、
不
必
要
な
も
の
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七
八

(
日
)
開
nrrm区内
F

F
白・

0
・wω
・同日仏・

ハ
U
〉
開
n
r
E
E
F
m
-
世

-
O
J
ω
-
H
N
a
l
M
ω
0・
お
品
開
・
な
お
、
ェ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、

a
か
ら

c
ま
で
に
掲
げ
た
テ
i
ゼ
の
例
外
を
次
の
場
合

に
承
認
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
例
外
が
「
租
税
義
務
の
増
加
を
導
く
場
合
に
は
、

ζ

の
例
外
は
、
法
律
の
明
白
か
っ
一
義
的
な
文
言
で
定
め

ら
れ
て
い
る
と
き
、
お
よ
び
他
に
保
護
さ
れ
得
な
い
一
般
人
の
重
要
な
利
益
の
保
護
の
た
め
に
必
要
と
恩
わ
れ
る
と
き
に
認
め
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
例
外
は
、
合
理
的
根
拠
お
よ
び
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
に
よ
っ
て
、
実
際
に
必
要
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
」
(
テ
ー

ゼ
f
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。

〈日
M
)
K
F円8
5
ω
H
V
F
S
H
R・
0
5
〉
g
r開ロロ間
2
0問
。
一
ロ
品
。
田
∞
件
。
ロ
2
8
n
r
g
w
ω
号』
σHUAHmvwω-MU戸
内
・
シ
ュ
ピ
タ
l
ラ
l
は
、
法
の
解
釈
は

①
文
言
解
釈
、
②
論
理
解
釈
、
①
体
系
的
解
釈
、
③
発
生
解
釈

S
2
2
F
R
Z
〉ロ
ω目指
g
間
)
@
目
的
論
的
解
釈
、
⑥
有
機
的
解
釈
、
に
区

分
さ
れ
、
か
っ
、
と
の
順
序
で
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
♀
2
2
-
z
u
州
「
印

0
・w
ω
-
M誌
吟
・
〉
。
経
済
的
観
察
法
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
「
社
会
学
的
ま
た
は
社
会
法
的
観
察
法
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
経
済
的
観
察
法
は
、
正
し
い
適
用
に
お
い
て
、

社
会
学
的
に
等
し
く
判
断
さ
れ
る
も
の
を
、
課
税
の
公
平
に
よ
り
等
し
く
取
扱
う
と
い
う
使
命
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
的
観
察
法

の
名
の
下
に
、
全
体
を
代
表
す
る
一
部
分
〈
官
同
印
刷
肖
O

件。
Z
〉
と
し
て
、
解
釈
・
評
価
す
る
た
め
に
、
社
会
学
的
に
意
味
の
あ
る
生
活
関
係

だ
け
が
強
調
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
経
済
的
観
察
法
の
適
用
に
当
つ
て
は
、
実
際
に
は
、
事
実
上
の
多
く
の
一
般
的
観
察
、
す
な
わ
ち
特
に

一
般
的
生
活
関
係
を
正
し
く
解
釈
・
評
価
し
、
も
っ
て
生
活
関
係
の
倫
理
的
、
社
会
政
策
的
か
っ
一
般
政
治
的
内
容
を
も
考
慮
す
る
と
い
う
観

察
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
〈
常
自
己
Z
-
防

-
F
O

場

ω
-
N
U
N
)
。

ハ
Mm
〉

ω
同V
F
g
r
P
O
S
H
N
S
R
r宮
r口
口
銅
色
OH
唱
局
窓
口
Z
E
w
r
g
∞立吋同
n
Eロロ岡田
d
s
u
o
-
ω
仲r
p
E即
時

¥
8・
ω
-
h
S叶同
-L-u・
中
川
一
郎

「
シ
ュ
ピ
タ
!
ラ
!
の
『
経
済
的
観
察
法
の
制
限
』
に
つ
い
て
〈
1
)
l
(
2
・
完
ど
税
法
学
一
五
七
号
二
良
以
下
、
一
六
八
口
万
一
頁
以
下

参
照
。

(口
)
E
2
c
w
p
p
c
w
ω
・
ω吋
wω
同
)
一
昨
乙
ミ
頃
岱
・
岱
。
J
笠
r
H
r
H
C
S
¥品一
wu
∞
'KHH由
-HMHW回一一の
F

P

P
・
O-w
戸

σプ
叫
ぴ

d
n
y
ω
-
H
ω
品問・

(

印

凶

)

ロ

onr2tHN符
宅
白
E
e
m
2
7

・
H
N
2
n
r
g
v官
官
=
2
L口戸
M3間〈同ハ
d
B
E
g
g円
γ
切
ら
ケ

mwe
〉
E
E
J
呂田
ω
v
m
H
ω
同hFEM】
戸
〉
ロ
S

H
・

ハ叩
)
m，己目門
rLnr
閉
山

H
o
g
-
Nロ
円
〉
ロ
田
一
円
関
口
口
出
〈
C
ロ
ω
g己
お
四

2
2
N伶
ロ
仏
国
民
ny
仏訟切戸岡田円四
2
〈
OHFω
印居間剛山
ω問自己
n
y
F
5
0
5
〉ロ回目白∞
EMm刷

門
田

2
・
ω
同盟百円問。
ωぬ仲
N伶
い
ロ
ポ
〈
広
田
氏
g
n
r仰
向
仲
ロ
ロ
仏

MM『
ωHUWHUA凶
P
∞
-Hh悼吋門町・

(
却
〉
河
内
定
宮
口
y
p
m
・

o・-ω
・
呂
町
ラ
ウ
パ
ツ
ハ
は
、
借
用
概
念
を
原
則
と
し
て
私
法
と
問
一
義
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し
な
が
ら



も
、
「
私
法
の
概
念
が
経
済
取
引
ま
た
は
一
般
的
な
言
語
の
慣
用
に
お
い
て
、
私
法
上
の
意
味
か
ら
分
離
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、

概
念
は
民
法
に
厳
格
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
。

〈

幻

)

】

vgznrw
〉
信
曲
目
。
聞
出
口
開
匡
ロ
仏
智

nvar
=EEP間
百
ω
Z
E
O同
H
S
F
F
Z
U
Z
〉

g
r空
白
開
門
官

ω窓
口

O
H
m
2
2
8
Z
巧
g
g・

田口

z
r
g弘
司

B
H
F
5
8・
ω
-
H
S
J
H吋
M
U

庶
民
冊
目
ゲ
タ
同
・
回
-
。
-
-
F
o
r同
g
n
y
ω
-
H
ω
日同・

借
用

。
判
例
の
確
立
と
動
揺

租
税
事
件
に
関
す
る
判
例
は
、
戦
後
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
の
後
身
で
あ
る
連
邦
財
政
裁

判
所
〈
回
ロ
ロ
含
m
b
g
E
F
0
3
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
〈
切

C
E
S
S同時
8
2口
問
晶

a
w
E
以
下
、
憲
法
裁
判
所
と
い
う
〉
に
よ
り
形
成
さ

れ
る
。戦

争
直
後
の
判
例
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
財
政
裁
判
所
が
と
っ
た
租
税
法
独
立
説
の
名
残
り
で
、
借
用
概
念
の
解
釈
お
よ
び
法
形
成
の
判

断
に
当
っ
て
経
済
的
観
察
法
の
適
用
範
囲
を
広
く
認
め
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
五

0
年
代
中
葉
以
後
、
文
言
解
釈
を
重
視

す
る
学
説
の
影
響
を
受
け
て
、
判
例
は
経
済
的
観
察
法
を
限
定
的
に
適
用
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
。
例
え
ば
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
五

ハ
2
V

五
年
一
一
月
八
日
判
決
は
、
「
『
消
費
貸
借
』
(
口
同

zrrg)、
『
所
有
権
』
ハ
何
百

g吉
田
〉
の
よ
う
な
概
念
を
解
釈
す
る
に
当
つ
て
は
、
そ

ハ
3
》

れ
に
相
当
す
る
民
法
の
概
念
が
一
般
的
に
基
準
と
な
る
」
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
五
七
年
七
月
二
三
日
判
決
に

な
る
と
、
「
営
業
税
法
第
八
条
第
八
項
に
お
い
て
『
使
用
賃
貸
借
』
(
冨
宮
市
)
お
よ
び
『
用
益
賃
貸
借
』

(pnrc
と
い
う
概
念
を
用
い

る
場
A
口
、
立
法
者
は
、

こ
の
よ
う
な
法
概
念
を
創
造
し
、
か
っ
そ
れ
に
確
固
た
る
内
容
を
付
与
し
た
民
法
(
第
五
一
ニ
五
条
以
下
、
第
五
八

一
条
以
下
〉
に
依
拠
し
よ
う
と
し
て
い
る
乙
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
収
益
税
法
(
開
2
8
m∞丹市ロ
mH円
宮
古
)
を
支
配

し
て
い
る
経
済
的
観
察
法
は
、
租
税
立
法
者
が
民
法
か
ら
借
用
し
た
概
念
の
解
釈
に
お
い
て
も
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
は
正
し
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
借
用
概
念
の
法
的
内
容
を
民
法
か
ら
全
く
離
れ
て
規
定
す
る
乙
と
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
租
税

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

七
九



八
0 

法
は
一
般
的
法
秩
序
の
一
つ
の
構
成
要
素
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
法
慨
念
の
内
容
は
、
法
律
が
認
識
さ
れ
得
る
程
度
に
別
段
の
定
め

を
置
か
な
い
限
り
、
そ
の
通
常
の
内
容
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
、
借
用
概
念
を
私
法
と
統
一
的
に
解
釈
す
る
原
則

(
4〉

を
判
例
上
確
立
し
た
。

こ
の
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
例
の
傾
向
は
、
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
る
。
憲
法
裁
判
所
一
九
六
二
年
一
見
二
四
日

〈

E
)

ハ
6
)

判
決
は
、
ク
ル
!
ゼ
に
よ
れ
ば
、
文
一
一
一
口
解
釈
を
重
視
す
る
絶
頂
期
の
判
決
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
当
時
の
営
業
税
法
第
八
条
第
六
号
に
よ

れ
ば
、

偲
入
所
有
資
本
会
社
(
岳
ぬ
宮

5
8
8
Z思
想
宮
口
問
者
吉
ぽ
gn}宮山
M

阻
止
命
ロ
〉
に
お
け
る
偲
人
企
業
者
(
資
本
会
社
に
本
質
的
に

参
加
し
て
い
る
社
員
〉
の
所
得
は
右
資
本
会
社
の
営
業
収
益
に
加
算
さ
れ
、

営
業
税
が
課
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

無
名
資
本
会
社

(eo

8
0ミ
5
2
烈
呂
町
田
-
宮
田
巾
口
出
口
宮
内
窓
口
)
に
お
け
る
社
員
〈
資
本
会
社
に
本
質
的
に
参
加
し
て
い
な
い
社
員
)
の
所
得
は
、

営
業
収
益
に

加
算
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
件
は
、
法
人
格
の
法
形
式
の
差
違
に
よ
り
営
業
税
の
課
税
に
当
っ
て
右
の
よ
う
な
格
差
が
生
ず
る
乙
と
が
基
本

法
第
三
条
第
一
項
に
定
め
る
平
等
原
則
に
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
本
判
決
は
判
決
文
中
で
租
税
法
と
私
法
と
の
関
係

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
な
に
よ
り
も
財
政
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
租
税
法
の
特
質
の
故
に
、
租
税
立
法
者
は
例
外
な
し
に
民
法
秩
序
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
。

し
か
し
、
私
法
と
租
税
法
と
は
、
租
税
法
が
所
与
の
生
活
関
係
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
私
法
秩
序
に
依
拠
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
課
税

対
象
を
原
則
と
し
て
民
法
の
法
形
式
に
従
っ
て
規
定
し
て
い
る
場
合
に
は
、

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

確
か
に
、

も
、
倍
々
の
場
合
に
お
い
て
私
法
上
の
形
成
か
ら
租
税
法
が
離
脱
す
る
こ
と
を
直
ち
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

が
自
ら
定
め
た
事
物
法
則
性

3
2
Y哲
お

E
w
r
r
S
)
を
放
棄
す
る
場
合
に
お
い
て
、

し
か
し
、

こ
の
強

租、結
税、び
法、つ
律、き

こ
の
離
脱
は
そ
れ
が
納
得
の
い
く
根
拠

2ZH・

Ngm円
g
r
o
H
O昆
出
〉
が
あ
る
と
き
に
限
り
、

憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
意
味
に
お
い
て
『
実
質
的
に
充
分
正
当
化
さ
れ
る
』

(g岳
民
各



}回目見向日ロ

Z
E
ぬ
2
2
7忌
円
伸
一
色
)
の
で
あ
る
。
私
法
と
租
税
法
と
の
対
応
関
係
を
徹
底
的
に
維
持
し
、

そ
れ
ゆ
え
私
法
の
秩
序
構
造
を
尊

重
す
る
こ
と
が
こ
の
種
の
す
べ
て
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
明
白
性
と
統
一
性
の
た
め
の
み
で
な
く
特
に
法
秩
序
の
内
的
権
威
の
た
め
に
な

る
場
合
に
は
、
借
用
さ
れ
た
私
法
秩
序
が
そ
の
固
有
の
法
的
意
味
を
成
す
箇
所
に
お
い
て
租
税
法
に
よ
っ
て
彼
ら
れ
る
こ
と
は
特
に
危
険

〈

7
〉

で
あ
る
(
ビ
ュ

i
ラ
1
1
シ
ュ
ト
ワ
ッ
ク
ロ
ー
ト
・
租
税
法
一
七
三
一
頁
、
三
一
一
一
良
、
六
回
九
頁
参
照
)
」
(
傍
点
・
筆
者
)
と
c

こ
の
判
決
は
、
右
傍
点
部
に
お
い
て
判
示
、
ず
る
よ
う
に
、
あ
る
借
用
概
念
を
租
税
法
と
私
法
と
で
そ
れ
ぞ
れ
別
意
に
解
釈
す
べ
き
場
合

(
S〉

を
、
特
別
の
揖
定

(ω
。
邑
巾
片
岡
市
側
乙

5
ち
に
よ
る
指
示
が
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
。
こ
の
点
で
、
本
判
決
は
学
説
上
高
く
評
価
さ
れ
て
い

(
9
) 

ヲ。。
し
か
し
、
右
判
決
を
も
っ
て
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
右
判
決
と
同
日
の
一
九
六
二
年
一
見
ニ
四
日
に

言
渡
さ
れ
た
憲
法
裁
判
所
判
決
は
、
右
の
判
決
の
示
し
た
基
準
に
従
わ
な
か
っ
た
。
本
判
決
の
前
審
で
あ
る
連
邦
財
政
裁
判
所
判
決
ほ
、

経
営
者
た
る
夫
が
被
傭
者
た
る
嘉
文
に
支
払
っ
た
賃
金
は
、

た
と
え
そ
れ
が
労
働
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
営
業
税
法
上

会
社
の
経
費
に
算
入
す
べ
き
で
は
な
い
旨
を
判
示
し
た
。
乙
れ
に
対
し
て
、
本
件
で
は
、
右
の
連
邦
財
政
裁
判
所
判
決
が
基
本
法
第
六
条

第
一
項
(
婚
姻
の
事
実
に
結
び
つ
く
課
税
上
の
不
利
益
取
扱
の
禁
止
〉
お
よ
び
同
法
第
一
二
条
第
一
項
(
平
等
原
則
)
に
違
反
す
る
か
否
か

が
争
わ
れ
た
。
本
件
憲
法
裁
判
所
は
判
決
文
中
に
お
い
て
、
租
税
法
と
私
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
経
済
的
観
察
法
は
、
「
租
税
法
律
が
一
定
の
法
的
事
実
を
と
り
あ
げ
て
は
い
る
も
の
の
、

し
か
し
そ
れ
が
特
殊
な
法
技
術
的
表
現

令
官
N
E
F
g
n
r
Z
R
r
E
R
Z
百
件
E
E認
〉
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
法
的
効
力
(
円
。

nzfro
当
E
Sロ
ぬ
)

を
意
味
し
て
い
る

場
合
』
に
適
用
さ
れ
る
。
『
こ
の
法
的
効
力
お
よ
び
そ
れ
に
伴
っ
て
納
税
義
務
者
の
側
に
生
じ
た
経
済
的
成
果
』
に
課
税
は
結
び
つ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
的
観
察
法
は
、

『
法
的
方
法
を
そ
れ
以
外
の
観
点
お
よ
び
概
念
に
よ
っ
て
解
消
さ
せ
る
よ
う

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

人



八白

に
働
き
か
け
る
こ
と
』
は
で
き
な
い
〈
ビ
ュ

I
ラ
!
日
シ
ュ
ト
リ
ッ
ク
ロ

l
ト
・
租
税
法
一
五
八

t
一
五
九
頁
ご
と
。

右
判
決
を
受
け
て
、
憲
法
裁
判
所
一
九
六
四
年
一
一
月
一
一
日
決
定
は
、
資
本
会
社
の
資
本
の
大
部
分
を
出
資
し
て
い
る
業
務
執
行
者

(の柑的内ロ回口宮内陣内向・

0
2
M白
山
口
同
昆
時
四
吋
)
に
対
す
る
年
金
引
当
金
(
司
自
回
目
。
口
問
。
。
官
お
ロ
ロ
ロ
ぬ
)
を
費
用
と
し
て
計
上
で
き
る
か
否
か
が
争

わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
右
業
務
執
行
者
の
当
該
法
人
に
お
け
る
実
質
的
役
割
を
経
済
的
観
察
法
に
よ
り
透
視

(
U
E
O
E同
氏
。

し
て
、

乙
の
可
能
性
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
仮
に
課
税
要
件
が
原
則
と
し
て
民
法
の
法
形
式
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、

租
税
法
が
独

自
の
意
味
を
付
与
す
る
に
つ
い
て
納
得
の
い
く
根
拠

2
r
R
g
m
g骨
P
H
O
E
O
)
が
あ
る
場
合
に
は
、

租
税
法
は
一
般
的
に
民
法
の
法

秩
序
に
関
係
し
な
く
と
も
よ
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
経
済
的
観
察
法
の
理
念
は
、

そ
の
経
済
的
形
成
に
応
じ
て
法
人
間
で
差
違
が
生
ず
る
限

り
、
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
す
る
。

乙
の
判
決
以
後
、
憲
法
裁
判
所
は
、

そ
れ
ま
で
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
私
法
を
租
税
法
よ
り
も
優
先
す
べ
き
か
否
か
に
つ

い
て
争
い
の
あ
っ
た
借
用
概
念
の
解
釈
お
よ
び
私
法
上
の
法
形
成
の
判
断
に
つ
い
て
、
次
々
に
経
済
的
観
察
法
を
適
用
す
べ
き
旨
を
判
示

(

臼

〉

し
た
。
例
え
ば
、
一
九
六
七
年
七
月
一
一
日
決
意
は
、
同
族
有
限
責
任
会
社
(
司
曲
目
巴

8
・の
B
げ
出
〉
の
資
本
の
大
部
分
を
出
資
し
て
い

る
業
務
執
行
者
〈
の
め
明
色
宵
宮
内
丹
市
司
・
の
巾
g
a巳
岱
冨
ぬ
る
に
対
す
る
増
俸
に
つ
い
て
、
個
人
所
有
資
本
会
社
と
無
名
資
本
会
社
と
で
租
税
法

上
の
取
扱
に
差
違
が
あ
る
の
は
基
本
法
第
三
条
第
一
項
(
平
等
原
則
)
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
「
専
ら
会
社

の
外
形
的
法
形
成
の
み
に
着
目
し
、
か
つ
経
済
的
所
与
に
着
目
し
な
い
と
い
う
租
税
法
に
適
さ
な
い
観
察
法
に
よ
っ
て
、
租
税
上
の
効
果

を
伴
っ
た
取
扱
を
類
型
的
方
法
で
軽
減
す
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
正
し
い
〈

gnvmH22Z)
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
」
と
判
示
す
る
。

憲
法
裁
判
所
一
九
六
九
年
一
月
一
四
日
決
定
は
、
ま
ず
「
営
業
」
(
の
め
者
向
宮
宮
E
o
r
)
お
よ
び
ご
般
的
経
済
的
な
取
引
へ
の
関
与
」

(切伺件叩即日仲間刷ロロぬ由自己-∞叩
5
2口市ロ

g
Z
B
r
H
W同島口町
Mmロ
〈
RWAWHHC
と
い
う
営
業
税
法
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
概
念
は
特
殊
租
税
法



上
の
概
念
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
ら
の
概
念
の
定
義
お
よ
び
限
界
は
経
済
的
観
察
法
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、

次

で
、
営
業
分
割
(
切
目

E
与
窓
口
町
名
乙
吉
ロ
ぬ
〉
が
と
ら
れ
て
い
る
資
本
会
社
に
お
い
て
も
、
経
済
的
観
察
法
に
よ
り
右
会
社
を
透
祝
し
て
、

そ
の
背
後
に
存
在
す
る
社
員
に
対
し
て
課
税
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ハ
同
日
)

ま
た
、
憲
法
裁
判
所
一
九
六
九
年
三
月
二
六
日
決
定
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
法
人
名
買
い
」
(
冨

E
E
E丘
)
|
|
あ
る
資
本
会

社
の
持
分
を
す
べ
て
他
の
会
社
に
譲
渡
し
て
、
右
資
本
会
社
を
消
滅
さ
せ
、
爾
後
、
譲
受
会
社
の
名
で
、
経
済
的
に
は
別
会
社
を
設
立
し

て
新
た
な
営
業
を
行
う
こ
と

!
i
の
場
合
に
、
持
分
譲
渡
後
の
右
別
会
社
が
元
の
資
本
会
社
の
欠
損
繰
越
を
利
用
し
て
欠
損
控
除
を
主
張

し
得
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
法
人
の
欠
損
控
除
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
法
人
税
法
施
行
令
第
一
五
条
第
一
号
に
よ
っ
て
所
得
税
法
第
一

。
条
d
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
同
法
第
一

O
条
d
は
法
人
と
自
然
人
と
が
平
等
に
取
扱
わ
れ
得
る
場
合
に
限
り
法
人
に

も
適
用
さ
れ
た
。
本
決
定
は
、
経
済
的
観
察
法
に
基
づ
い
て
、
「
法
人
名
買
い
」
の
場
合
に
は
欠
損
控
除
を
主
張
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
人
格
の
同
一
一
性
と
継
続
性
を
欠
く
と
し
て
控
除
を
認
め
ず
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
事
実
上
の
形
成
の
特
殊
性
と
桓

税
法
規
の
目
的
と
を
考
慮
す
る
経
済
的
観
察
法
(
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
・
第
三
項
)
は
、

憲
法
上
反
対
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

〔
〈
包
・
凶
〈
内
え
の
開

5
w
ω
5
3
N
G
Y
E
W
N
N
A
H
(
N
ω
ω

同
)
〕
。
特
に
、
所
得
税
法
第
一

O
条
d
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
納
税
義
務
者

の
概
念
、
営
業
か
ら
生
じ
た
損
失
の
概
念
お
よ
び
所
得
の
総
額
か
ら
特
別
支
出
と
同
様
に
行
わ
れ
る
控
除
の
概
念
は
、
程
税
法
上
の
概
念

で
あ
っ
て
民
法
の
概
念
で
は
な
い
〔
〈
包
・
∞
〈
伺
止
の
何
日
山
F
N
∞
(ω
印)〕。

な
に
よ
り
も
財
政
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
租
税
法
の
特
質
の
故
に
、
租
税
立
法
者
は
欠
損
控
除
の
規
律
に
お
い
て
例
外
な
し
に
民
法
秩
序

に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
〔
〈
弘
・
∞
〈

R
R開
5
・
ω出

(ω
諮
問
〉
一
一
戸
口
N

(

戸
ご
)
〕
。
そ
れ
ゆ
え
、
財
政
裁
判
所
は
、
法
秩
序
の
統

一
一
性
の
観
点
お
よ
び
租
税
負
担
の
予
見
可
能
性
の
観
点
の
下
に
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
租
税
法
上
の
概
念
お
よ
び
制
度
を
、
常
に
か
つ
排
他

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

J¥ 



Jへ
四

的
に
そ
の
概
念
に
相
応
す
る
民
法
上
の
内
容
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
が
憲
法
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
。

ハ日山〉

そ
し
て
、
憲
法
裁
判
所
一
九
七

O
年
七
月
二
三
日
決
定
も
、
被
傭
者
で
あ
る
配
偶
者
〈
〉
与
白
山
富
巾
7
5
2・開
ZM州
国
立
与
に
対
す
る
年
金

引
当
金
の
所
得
税
法
上
の
取
扱
に
つ
い
て
、
「
労
働
法
上
の
協
定
は
、
個
々
の
場
合
に
お
い
て
、

課
税
の
基
準
と
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な

ら
、
租
税
法
に
お
い
て
は
、
事
実
関
係
の
法
技
術
的
表
現
で
は
な
く
、

そ
の
事
実
の
内
容
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
租
税
法
の
概
念

お
よ
び
制
度
を
適
用
す
る
に
当
つ
て
は
、
常
に
か
つ
排
他
的
に
民
法
の
内
容
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
憲
法
に

よ
り
命
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、

私
法
か
ら
離
れ
た
判
断
を
す
る
場
合
に
は

実
質
的
に
も
っ
と
も
な
根
拠
〈

gnEnyo

巳ロ

}2nrzロ
L
A
M
O
Zロ
仏
角
川
)
が
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
す
る
。

ζ

れ
ら
一
連
の
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
根
拠
に
し
て
、
借
沼
概
念
の
解
釈
お
よ
び
私
法
上
の
法
形
成
の
判
断
に
当
っ

ハ
げ
〉

て
経
済
的
観
察
法
が
判
例
上
再
び
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

最
近
の
学
説
は
、

J王

(
1
)

例
え
ば
、
ロ
ヨ
け

C
〈

S
¥自

ω
〈-
N
日中・

M
g
u
H
】
場
民
間

g
w
g
u
(
H
H
H
)
・
は
、
「
当
裁
判
所
は
、
売
上
税
法
の
解
釈
に
当
っ
て

は
、
そ
の
す
べ
て
の
領
域
に
お
い
て
、
経
済
的
観
察
法
優
先
の
原
則
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

(

2

)

出

E
F
C
-
H
岡
田
町
¥
自
己
〈
・
∞
-
Z
・
凶
器
?
切
出
向
H
W
2
L
U
U
Q
g
γ

本
判
決
は
、
引
用
判
文
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
当

該
規
定
が
特
殊
程
税
法
的
規
定
で
あ
る
か
否
か
に
よ
り
法
解
釈
方
法
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
。
い
わ
く
、
「
連
邦
財
政
裁
判
所
が

縁
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
通
貨
変
更
ハ
巧
$
2口
出
回

Z
8
2
0
-
-
E巴
に
よ
っ
て
経
済
的
お
よ
び
租
税
政
策
的
理
由
か
ら
所
得
税
法
に
と
り

入
れ
ら
れ
た
規
定
、
特
に
所
得
税
法
第
七
条
c
の
よ
う
な
規
定
を
解
釈
す
る
と
き
は
、
所
得
税
法
上
支
配
的
な
経
済
的
観
察
法
が
特
別
に
適
用

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
法
に
よ
る
判
断
と
経
済
的
観
察
法
に
よ
る
判
断
と
は
、
通
常
、
向
一
の
結
果
を
も
た
ら
す
と
言
え
る
。
し
か

し
、
特
別
な
場
合
に
お
い
て
違
っ
た
結
果
が
生
ず
る
相
場
合
に
は
、
た
と
え
租
税
調
整
法
第
六
条
第
一
項
の
意
味
に
お
け
る
『
濫
用
』
が
議
認
会

れ
得
な
く
と
も
、
経
済
的
観
察
法
が
優
先
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
す
る
ハ
同
法
第
一
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
ど
と
。



(
3
〉
切
司

F
C
-
H
旬。
¥
g
c・
夕
刊

ω・吋・

3
日
日
切
出
向
同
W
8・
Z
@
Q
8
3・
な
お
、
本
件
の
事
実
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
金
子
宏
「
租

税
法
と
私
法
|
借
用
概
念
及
び
租
税
回
避
に
つ
い
て
|
」
租
税
法
研
究
六
号
五

l
六
頁
参
照
。

(
4
〉
例
え
ば
、
回
目
出
向
-
C
・
国
品
。
。
¥
叩
∞

C
-
戸
N
0
・
日
'
呂
町
田
日
一
宮
り
回
開

g-
怠

U
9
8
)
も
、
「
租
税
法
の
規
定
が
民
法
ま
た
は
商
法
の
法
概

念
と
結
び
つ
く
と
き
は
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
五
七
年
七
月
一
一
三
日
判
決
(
前
掲
往
ハ
3
)

・
筆
者
〉
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
経
済

的
観
察
法
は
、
原
則
と
し
て
、
か
か
る
概
念
の
法
的
内
容
を
民
法
ま
た
は
商
法
か
ら
離
れ
て
決
定
す
る
と
と
を
導
く
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示

す
る
。エ

ッ
ク
ハ
ル
ト
は
、
連
邦
財
政
裁
判
所
を
し
て
と
の
よ
う
に
文
言
解
釈
を
重
視
せ
し
め
た
原
因
を
、
第
二
次
大
戦
後
、
租
税
法
律
が
広
範
か

っ
精
密
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、
法
改
正
に
よ
り
絶
え
ず
変
動
し
て
い
る
乙
と
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
乙
の
原
因
に
よ
り
、
ド
イ

ツ
の
租
税
法
解
釈
方
法
が
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
法
解
釈
方
法
に
接
近
し
た
、
と
指
摘
す
る
〈
開

n
r
z
a
p
由・担・

0
・・

ω
-
H
2・
な
お
、
イ
ギ
リ

ス
の
租
税
法
解
釈
方
法
に
つ
い
て
は
、
〈
m
-
-
E
S曲
目
即
n
F
o
a
m
o
n
v
Z白
n
Z
H
N
F
B
宮
山
江
田
島
町
n
g
g自
HHgzw
宮
〈
c
g
H川町
nrz・

8
F
E
N
-
s
ω
8
5
ロRZUMUg-ω
・
ω
β
?
ω
器
問
・
〉
。
も
っ
と
も
、
ハ
ル
ツ
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
経
済
的
観
察
法
の

適
用
は
、
判
例
上
、
不
動
産
取
得
税
や
資
本
取
引
税
〈
関
恒
三
宮

H
4
2
r
z伯
仲
間
ロ
ぬ
る
等
の
い
わ
ゆ
る
権
利
の
流
通
税
ハ
m
R
Z
2
2
r
z
a
E
R
)

に
対
し
て
は
否
定
さ
れ
る
か
制
限
さ
れ
る
が
、
収
義
税
や
売
上
税
に
対
し
て
は
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
租
税
の
種
類
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の

差
違
が
認
め
ら
れ
た
(
出
静
岡

F
匝・世
-
0

・・

ω・
己
目
制

n
r
z
a
p
匝・回
-
0

・・

ω-UHIE-〉。

〈
5
〉
回
〈
由
民

p
c
-
H
W
4
H耐
震
叩

¥
g
dア
官
-H-HgNH
切
〈
由
民
の
切
お
・

ω
ω
H
Q
U
U
同
・
〉
・
本
判
決
は
、
村
井
正
教
授
に
よ
り
翻
訳
さ
れ
て
い

る
〈
村
井
正
・
現
代
租
税
法
の
課
題
ハ
昭
和
四
八
年
)
三
二
頁
以
下
〉
。

(
6
〉
同
州
同

5
0・
ω仲自国市民冊目
Z
-
H・
〉
口
問
。
g
o
E
2
寸
帽
子

ω・
〉
え

f
s
a
-
ω
・
8
ぬ・

(
7
〉
本
判
決
に
従
う
も
の
と
し
て
、
回
一
司
F
C
-
J
N同
呂
町
¥
g
d
d『
・
包

-
u
-
E
S
M
即
日
山
由
戸
国
芯

g-ω
宰
〈
∞
司
回
開
に
は
登
載
さ
れ
て

い
な
い
)
は
、
終
身
年
金
の
解
釈
に
つ
い
て
、
「
租
税
法
は
、
租
税
法
上
の
結
論
を
専
ら
民
法
上
の
契
約
形
成
か
ら
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
、
民
法
上
の
分
類
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
租
税
法
に
お
い
て
民
法
上
一
定
の
固
定
し
た
内
容
を
も
っ
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
租
税
法
が
立
法
者
意
思
に
よ
り
は
っ
き
り
と
租
税
法
上
の
他
の
意
味
を
有
す
る
も
の
と
し
な
い
限
り
、
法
秩
序
の
統
一
の
原
則
に
従

ぃ
、
法
的
明
白
性
と
法
的
安
定
性
の
た
め
に
、
同
一
の
意
味
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
す
る
。

(
8
〉
切
〈
OH同O
・
C
-
M
切〈剛山∞
λ

目
白
¥
印
∞
戸
時
恥
-M-H由
品
目
日
切
〈
押
え
の
何
回

u
w
ω
U
H
(
F
a
s
a
c
-

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
綴
察
法

iへ
五
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意
味
す
る
法
的
事
実
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
経
済
的
観
察
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
判
決
。
∞
4
m
N
S
3
3

と
は
、
共
に
、

ビ
ュ

1
ラ
!
日
シ
ュ
ト
リ
ッ
ク
ロ

i
ト
が
著
し
た
『
租
税
法
』
を
引
用
し
て
い
る
。
ビ
ュ

l
ラ
!
日
シ
ュ
ト
リ
ッ
ク
ロ

i

ト
の
見
解
は
、
借
用
概
念
が
課
税
要
件
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
法
秩
序
の
統
一
の
観
点
か
ら
、
原
則
と
し
て
右
借
用
概
念
の
内

容
を
私
法
に
お
け
る
と
同
一
の
意
味
内
容
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
先
に
述
べ
た
文
言
解
釈
を
重
視
す
る
通
説
に
与
す
る
も

(
3
) 

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
通
説
と
い
わ
れ
る
学
説
の
中
に
お
い
て
も
、
ビ
ュ

i
ラ
1
1
シ
ュ
ト
リ
ッ
ク
ロ

i
ト
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ

一
定
の
場
合
に
限
つ
て
は
借
用
概
念
に
租
税
法
独
自
の
意
味
内
容
を
付
与
し
得
る
旨
、
す
な
わ
ち
法
概
念
の
相
対
性
を
認

〈

4
)

め
得
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
法
概
念
の
相
対
性
を
承
認
す
る
見
解
を
採
用
し
た
わ
け
で
あ
る
。

か
の
学
説
は
、

法
概
念
の
相
対
性
を
承
認
す
る
学
説
・
判
例
を
総
括
す
る
と
、
租
税
法
律
上
の
法
概
念
は
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
よ
う
。

) 
1

・A( 

一
義
的
明
確
な
借
用
概
念
:
:
:
他
の
法
領
域
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
た
意
義
を
有
し
、

か
っ
そ
の
意
義
が
租
税
法
解
釈
の
基
準

と
な
る
べ
き
ほ
ど
一
義
的
明
確
で
あ
る
法
概
念
。

つ&
準
と
し
て
は
多
義
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
不
統
一
で
あ
る
法
概
念
。
こ
の
法
概
念
は
さ
ら
に
二
つ
に
分
類
さ
れ
得
る
。

多
義
的
不
統
一
な
借
用
概
念
:
:
:
他
の
法
領
域
に
お
い
て
す
で
に
確
立
し
た
意
義
を
有
す
る
が
、

そ
の
概
念
が
程
税
法
解
釈
の
基

(a) 

法
技
術
的
借
用
概
念
:
:
:
特
殊
な
法
技
術
的
表
現
を
と
っ
て
い
る
借
用
概
念
。

(b) 

法
効
力
的
借
用
概
念
・
:
:
法
概
念
の
形
式
的
表
現
よ
り
も
法
的
効
力
を
意
味
し
て
い
る
借
用
概
念
。

(3) 

固
有
概
念
:
:
:
他
の
法
領
域
に
お
い
て
確
立
し
た
意
義
を
有
し
て
い
な
い
法
概
念
。

以
上
の
法
概
念
の
中
で
、

一
義
的
明
確
な
借
用
概
念
お
よ
び
法
技
術
的
信
用
概
念
に
つ
い
て
は
、
法
的
安
定
性
な
い
し
は
予
見
可
能
性

の
見
地
か
ら
、
他
の
法
領
域
に
お
け
る
と
同
一
の
意
味
内
容
が
そ
の
ま
ま
租
税
法
律
の
解
釈
に
当
っ
て
も
準
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

八
七
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J¥ 

ぃ
。
乙
れ
に
対
し
て
、
法
効
力
的
借
用
概
念
お
よ
び
間
有
概
念
に
つ
い
て
は
、
租
税
法
律
な
い
し
は
右
法
概
念
が
定
め
ら
れ
て
い
る
個
々

の
課
税
要
件
の
目
的
、
経
済
的
意
義
に
基
づ
い
て
、
租
税
法
独
自
の
意
味
内
容
が
自
的
論
的
解
釈
(
現
代
的
意
義
に
お
け
る
経
済
的
観
察

法
)
に
よ
っ
て
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

租
税
法
上
独
自
の
意
味
内
容
と
し
て
解
釈
す
べ
き
借
用
概
念
の
例
と
し
て

〈

5

)

(

8

V

は
、
例
え
ば
、
所
得
税
法
に
お
い
て
は
、
控
除
不
可
能
な
扶
養
費
の
概
念
、
元
本
債
権
か
ら
生
じ
た
利
息
の
概
念
、
使
用
賃
貸
借
と
用
益

〈

7
〉

(
8
〉

門

9
〉

賃
貸
借
の
概
念
、
用
益
価
値

(
Z
E
N
g唱
者
巾
え
)
の
概
念
、
投
機
行
為

(ω
司
呉
氏
色
。
思
想
担
任
山
田
町
お
)
の
概
念
等
が
学
説
・
判
例
上
し
ば

し
ば
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
法
概
念
を
分
類
す
る
見
解
に
従
っ
た
場
合
に
は
、

一
番
問
題
と
な
る
法
技
術
的
借
用
概
念
と
法
効
力
的
借

用
概
念
と
を
区
別
す
る
ζ

と
は
、
実
際
に
は
稲
当
困
難
を
伴
う
。
そ
乙
で
、
テ
ィ
プ
ケ
(
ヌ

Z
5
、H，
qro)
は、

乙
の
よ
う
に
法
概
念
を

分
類
せ
ず
に
、
目
的
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
法
概
念
の
意
味
内
容
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「
個
々
の

程
税
法
律
の
法
律
要
件
を
み
た
者
は
、

そ
こ
に
租
税
法
の
先
決
問
題
と
な
り
得
な
い
よ
う
な
:
:
:
私
法
の
領
域
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い

と
い
う
乙
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
租
税
法
は
、
経
済
的
担
税
カ
を
表
示
す
る
特
定
の
事
実
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
し
か
し
、
経
済
的
担
税
力
は
、

一
日
般
に
そ
の
形
式
に
お
い
て
民
法
上
の
取
引
に
関
与
す
る
か
、
民
法
の
形
成
可
能
性
の
力
を
借
り
る

こ
と
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
:
;
:
た
と
え
所
得
、
売
上
げ

(
C
5
2
N
)
、
経
済
財
(
者
吉

R
E
Z官
。

な
ど
の
よ
う
に
、

純
粋

な
租
税
法
上
の
概
念
の
下
三
事
実
を
法
律
要
件
に
あ
て
は
め
る
〈
g
g
g
u
g
2
M
M
)
場
合
に
お
い
て
も
、
民
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
し
、
ほ
し

(

凶

〉

ば
許
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
経
済
的
事
実
は
、
そ
れ
自
体
私
法
上
の
衣
を
着
て
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
。
換
言
す
れ
ば
、
「
一
方
に
お
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
私
法
概
念
が
経
済
的
概
念
に
置
き
換
え
ら
れ
得
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
他
方
に
お
い
て
、
民
法
の
優
位
も
な
く
、
む
し

ろ
租
税
法
に
お
い
て
も
そ
の
っ
と
偲
々
の
法
規
が
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
法
か
ら
継
受
し
た
概



念
は
、
常
に
意
義
の
間
遠
か
ら
租
税
規
範
の
目
的
お
よ
び
機
能
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

(

口

〉

め
て
継
受
し
た
概
念
の
内
容
を
決
定
し
う
る
と
い
う
の
が
当
然
の
見
解
で
あ
る
」
。

ζ

の
よ
う
な
解
釈
の
媒
介
を
通
じ
て
は
じ

乙
の
テ
ィ
プ
ケ
の
見
解
は
、
私
的
経
済
秩
序
に
お
け
る
法
的
表
現
形
式
し
お
よ
び
法
形
成
は
原
則
と
し
て
私
法
形
式
を
と
っ
て
現
わ
れ
る

と
い
う
思
考
に
よ
り
な
が
ら
、
法
概
念
の
内
容
は
、
本
来
、
法
目
的
に
応
じ
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
租
税
法
律
の
目
的
、
機
能

ハ
ロ
〉

お
よ
び
規
範
に
基
づ
い
た
目
的
論
的
解
釈
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ィ
プ
ケ
の
見
解
は
、

〈

臼

)

カ
ム
(
出
回
口
目
当

5
0
E
円内田
B
S
)
に
よ
れ
ば
へ
ン
ゼ
ル
の
理
論
を
正
当
に
承
継
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、

乙
の
見
解
に
お
い
て
は
目
的

論
的
解
釈
の
「
目
的
」
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
テ
ィ
プ
ケ
は
、

こ
の
「
目
的
」
を
「
租
税
収
入
を
あ
げ
る
こ

と
」
と
い
う
一
般
財
政
目
的
で
は
な
く
、
「
原
理
(
市
岡
山
口
江
℃
)
、

価
値
(
老
町
江
戸
口
ぬ
)
、

条
理
(
自
己
。
)
、
指
導
理
念
(
ピ
訂
正

2
)、
動
機

(
冨
。
号
丘
町
。
ロ
)
、
事
物
法
則
性

3
R
E
2
2
N
r
n
r
r
m伊
丹
)
、
目
的
(
円
。
宮
)
、
計
画

(
2
8
)、
法
律
お
よ
び
個
々
の
法
律
要
件
」
に
求
め

(
M〉

る
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ィ
プ
ケ
の
い
う
目
的
論
的
解
釈
は
、
か
つ
て
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
「
経

済
」
的
観
察
法
に
与
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
V
U
)

〈

時

)

ク
ル

l
ゼ
、
パ
ピ
ア

i
(回
出
口
田
山
口
同
∞
ぬ
ロ
司
出
向
】
問
。
号
、

(

ロ

)

カ
ム
等
は
テ
ィ
プ
ケ
の
見
解
に
賛
同
す
る
が
、

エ
1
4フ
!
ス
(
回
出
口
同
開
r
r
g
)
、

グ
リ
ム

(
Q田
口
出
。
ュ

s
g〉
、
ク
ラ
イ
ン
H

オ
ル
ロ
ッ
プ
(
町
内
目
白
山
口
'Cユ
毛
巴
等
は
こ
の
見
解
に
対
し
て
批
判
を
加
え
る
。

(
ロ
)

エ
l
ラ
l
ス
は
、
仮
に
テ
ィ
プ
ケ
の
説
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
租
税
法
律
の
「
目
的
一
自
体
が
一
つ
に
限
定
さ
れ
ず
に
複
数
存

す
な
わ
ち
、

在
し
得
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
の
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
問
題
が
生
ず
る

(

同

〉

と
い
う
点
を
指
摘
し
、
グ
リ
ム
は
、
租
税
法
に
お
け
る
私
法
の
優
位
と
い
う
思
考
は
現
在
で
も
一
般
的
正
当
性
が
推
定
さ
れ
る
と
主
張

(
股
)

ク
ラ
イ
ン
U

オ
ル
ロ
ッ
プ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
租
税
法
固
有
の
「
目
的
」
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
場
合
は
、
そ
の
「
目
的
」

す
る
。
結
局
、

和
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

J¥ 
九
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が
租
税
法
律
上
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
テ
ィ
プ
ケ
は
目
的
論
的
解
釈
方
法
を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る
法
概
念
に
適
用
す
べ
き
解
釈
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
目
的
論
的
解
釈
方
法
を
排
他
的
か
っ
無
制
限
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
は
し
な
い
。

テ
ィ
プ
ケ
は
、
「
私
法
上
の
形
成

は
、
通
常
、
経
済
的
形
成
の
充
分
な
表
現
で
かJ

り
、
異
な
る
解
釈
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
特
殊
な
租
税
法
上
の
目
的
が
常
に
証
明
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
の
で
占
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
巨
的
論
的
解
釈
方
法
に
よ
り
租
税
法
独
自
の
意
味
内
容
を
決
定
す
べ
き
借
用
概

念
の
範
囲
は
、
テ
ィ
プ
ケ
の
説
に
よ
る
も
、
前
述
し
た
法
概
念
を
分
類
す
る
見
解
に
よ
る
も
、
兵
体
的
に
は
あ
ま
り
大
き
な
差
違
は
生
じ

な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
近
、
租
税
通
別
法
の
改
正
に
当
っ
て
、
財
政
委
員
会
は
、
ま
ず
一
九
七
四
年
草
案
の
際
に
、
「
租
税
法
律
の
解
釈
に
当
っ
て
は
、

(

幻

)

済
的
意
義
お
よ
び
法
律
の
目
的
な
ら
び
に
諸
関
係
の
発
震
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
同
草
案
第
三
条
第
二
項
)
と
い
う
規
定
を高菜

設
け
る
べ
き
旨
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
第
二
項
の
文
言
は
:
:
:
補
充
的
解
釈
原
則
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
:
:
:
解
釈
原
則
と
し
て
、
特
に
経
済
的
意
義
お
よ
び
法
律
の
目
的
な
ら
び
に
諸
関
係
の
発
展
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に

加
え
て
、

い
わ
ゆ
る
『
経
済
的
観
察
法
』
と
い
う
特
別
な
意
味
も
ま
た
租
税
法
上
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
っ
目
的
論
的
解
釈
が
保

ハ
幻
〉

証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

一
九
七
七
年
草
案
に
お
い
て
同
規
定
は
削
除
さ
れ
た
が
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
財
政

委
員
会
は
、
「
こ
の
よ
う
な
解
釈
原
則
が
も
は
や
将
来
に
お
い
て
妥
当
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、

本
委
員
会
は
こ
れ
を
租
税
法
に
お
い
て
も
他
の
法
領
域
に
お
け
る
と
同
様
に
、
法
典
化
す
る
必
要
の
な
い
一
般
に
適
用
さ
れ
る
解
釈
原
則

(
お
〉

と
し
て
理
解
す
る
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
憲
法
裁
判
所
一
九
六
二
年
一
月
二
四
日
判
決
。
∞
〈
初
回
坦

g)
を
引
用
し
て
、

租
税
法
律

に
規
定
さ
れ
た
法
概
念
が
法
的
効
力
を
意
味
し
て
い
る
場
合
に
は
経
済
的
観
察
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
す
る
。
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v.
 

18.8.1977: 
BFHE 

123
，
176.

 
主主将，

lJ
G
~
き
4隠
さ
ま
|
兵
-
t
J
兵
母

1さ
殿
様
様
\
t
J
主
主
総
111

機
組
長

11
腎

足
感

*.!
-l1

J';
:;

ν
ニト申。

(∞
) 

BFH
，
 U. 

VI
II

 
R
 
202/72 

v.
 

30.11.1976: 
BFHE 

120
，
 

522. 
~
将
，

lJ 
G
礎
領
~
1

・
民
-
t
J
-
f
実
証
ト
}
荏
雄
総
士
活
字
)
~
線

1111]蝋
245器

*.!
-l1

J';
:;

ド
ユ
時
。

B手話事務
E44

専'bl'Q
t製

煤
密
議
縦
士
活

長
l



ぱ
11

(8) 
Klaus 

Tipke
，

 Steuer
recht 

und 
burgerliches

町
Recht

，
J
日
5:1970

，
S. 

150. 

(コ
)

Tipke
，

 Zur 
Reform 

der 
Reichsabgabenordnung-Stellungnahme 

zum 
Reformentwurf

，
 Finanz 

Rundschau 
1970

，
 

S. 
241 

f.
 

#程
t<h!(iニ
ド
':!!'"

王子主主
11
詮

i<:
。
緑
樹
i11]延

長
以
や
ニ
ド

j
寝
起
が

11511;]
恥
5
1
0
1m(h!~翠4え

る
時
的
。

(
~
)
 

Tipke
，

 Steuer
recht

，
 5

. 
Aufl.

，
 1978

，
 S.

 
95. 

(記
)

H. 
W. 

Kamm
，
 Uber 

Grundlinien 
8t

巴uergestz
licher

Tatbestandsbildung 
und 

steuertat
bestandli

cher 
Garantie-

funktionen
，
 1976

，
 

S. 
58. 

G
ミ
)

Tipke
，
 Steuer

recht
，
 S.

 
88. 

(巳
)

Kruse
，

 Steuer
recht

，
 1

. 
Allgemeiner 

Teil
，

 3.
 

Au
仏，

1973
，

 S.
 

1
0
1
~
1
0
3
.
 

C::
:) 

H. 
-J

. 
Papier

，
 Die 

finanzr
echtlic

hell 
Gesetzesvorbeh

alte 
und 

das 
grundgesetzli

che 
Demokratiepr

illzip
，

 1973
，
 

S. 
185. 

(::
:) 

Kamm
，
 a

. 
a.

 
0.

，
 S.

 
59 

f.
 

(
~
)
 

Halls 
Ehlers

，
 Ausleg

ullgsregeln 
in 

der 
A
O
 

1977?
，

 DStR 
1977

，
 S.

 
502. 

(虫
)

Claus 
Grimm

，
 Das 

Steuerrecht 
im 

Spanllungsfel
d 

zwischen 
Wirtschaftlicher

 
Betrachtungsweise 

und 
Zivil

-

recht
，
 DStZ 

1978
，
 S.

 
286. 

(虫
)

Klein
・Orlopp

，
A
O
 
1977

，
 1

34
，

 Bem. 
7，

 Abs. 
4
，

 S.
 

25. 

(
~
)
 

Tipke
，
 Steuerr

echt
，
 S.

 
95. 

(c
::

:;
) 

Entwl
凶

einer
Abgabenordnung 

(AO 
1974)

，
 Gesetzentwurf 

der 
Fraktionen 

der 
SPD

，
 FDP

，
 Deutsches 

Bundestag 
7.

 
Wahlperiode

，
 Drllcks

ache 
7/79

，
 S.

 
17. 

.;:?
W' 

jm
il

l
iJ

i
Q4M

;
s

bl
 

(
ì
ニ
\
J
~
'

1:
子三::
:

11
這

i
1
-
~
 .

.
 

P111
年
十
〈
。
掛
続
4

h!(iニ
ド
(-)

~
 
(
司
)J
緩
和
者

1，11
-l(-j(rr)r~

I
I
-lく兵

rr~)1~1~ぬÉlf;O

(f，j) 
Bericht 

Ulld 
Antrag 

des 
Finanzausschusses

，
 Deutscher 

Bundestag 
6. 

Wahlperiotle
，

 Drucksache 
VI/1982

，
 S.

 

100. 

(
~
)
 

Bericht 
ulld 

Antrag 
des 

Finanzausschusses 
(7.

 
Ausschus)

，
 Deutscher 

Bundestag. 
7.

 
Wahlperiode

，
 Druck

匹

sache 
7/4292

，
 S.

 
15. 



法
適
用
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法

法
解
釈
と
「
要
件
事
実
の
判
断
」
と
の
統
合

「
要
件
事
実
の
判
断
」
が
行
わ
れ
る
べ
き
時
期
お
よ
び
そ
の
意
義
を
め
ぐ
る
問

還
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
ナ
チ
ス
の
時
代
か
ら
多
く
の
議
論
が
存
在
し
た
c

そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
議
論
が
ナ
チ
ス
の
国
家
社
会
主
義
的
世

界
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
大
戦
後
、
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
と
い
う
文
言
は
、

一
九
四
六
年
二
月
一
一
日
管
理
委
員
会
法
第
一
二
号
第

条
(
〉
3
・

同

仏

再

出

州
内

O
ロロ
O
}
町田神ぬ巾回目丹
N
2
2吋・
H
N
4
0
B
H
H
・い山・

5
怠

〉

E
S
E
-

Z
吋・

5
に
よ
り
、

租
税
調
整
法
か
ら
削
除
さ
れ

た
。
そ
乙
で
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
に
関
す
る
戦
後
の
議
論
は
、
「
国
家
社
会
主
義
的
世
界
観
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た
後
の
租
税

調
整
法
第
一
条
第
三
項
が
い
か
な
る
意
義
を
も
ち
得
る
の
か
と
い
う
点
に
集
中
し
た
。

ま
ず
、
終
戦
時
か
ら
一
九
六

0
年
代
中
葉
に
至
る
ま
で
の
間
の
多
数
説
は
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
に
租
税
法
固
有
の
意
義
を
認
め
る
。

こ
の
多
数
説
に
よ
れ
ば
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
は
事
実
の
確
認

(
E
n
y
S
F出
}
丹
田
町
内
閣
室
内
ロ
ロ
ロ
ぬ
〉
の
後
、
右
の
確
認
さ
れ
た
事
実
を
課
税

要
件
規
定
に
あ
て
は
め
る

(
E
g
g
s戸
市
湾
口
)
段
階
の
前
ま
で
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
の
自

的
は
、
事
実
関
係
の
真
実
の
経
済
的
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
た
。
し
か
し
、
多
数
説
の
中
で
も
、
事
実
関
係
を
把
握
す

る
基
準
、
根
拠
お
よ
び
判
断
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
説
が
分
か
れ
て
い
た
。

連
邦
財
政
裁
判
所
の
多
数
判
例
は
、
「
経
済
的
に
同
一
の
状
態
に
あ
る
事
実
関
係
は
同
一
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

) 
唱

i( 
い
う
一
般
的
な
命
題
を
「
要
件
事
実
の
判
断
」
の
基
準
・
根
拠
に
し
て
、
平
等
課
税
の
原
則
を
強
調
し
た
。

ハ
3
)

テ
ィ
ヱ

i
ル

(mEOH間
同
，

E
己
)
は
、
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
関
係
を
私
法
上
評
価
し
て
、
私
法
の
法
規
へ
の
あ
て
は
め

3
ロマ

(2) 

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

九



九
四

zszoMM)
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
あ
て
は
め
」
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、

そ
の
事
実
関

係
を
経
済
的
観
点
か
ら
透
視
〈
ロ
号
島
常
即
時
間
)
し
て
、
「
あ
て
は
め
」
が
可
能
な
事
実
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
乙
の
「
透
祝
」
が
「
要

件
事
実
の
判
断
」
で
あ
り
、

そ
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
が
経
済
的
観
察
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
ィ
エ
ー
ル
は
経
済
的
観
察
法
の
法
的
性

質
を
租
税
回
避
の
否
認
方
法
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
キ
ュ
l
ン
H

ク
ッ
タ

i
(烈
a
g・
烈
三
円
台
)
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

ク
ル
l
ゼ
は
、
事
実
関
係
そ
れ
自
体
の
目
的
お
よ
び
経
済
的
意
味
を
基
準
に
し
て
、
関
係
人
の
真
意
に
合
致
し
た
課
税
を
実
現
す

(3) 
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

(
6〉

ベ
!
?
l
〈
匂
2
2
∞
o
r
g
R
)
は
、
租
税
法
律
の
目
的
お
よ
び
経
済
的
意
義
、
国
民
思
想
、
諸
関
係
の
発
展
、

則
、
課
税
の
公
平
お
よ
び
正
義
な
ど
を
基
準
に
し
て
、
租
税
法
律
の
真
実
の
規
定
内
容
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

仏)

さ
ら
に
は
信
義

こ
れ
ら
の
多
数
説
に
対
し
て
、
有
力
な
少
数
説
は
「
要
件
事
実
の
判
断
」
に
租
税
法
固
有
の
意
義
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
た
。

〈

7

)

(

8

〉

シ
ュ
ピ
タ
!
ラ

i
、
リ
l
ワ
ル
ト
〈
〉

-r
a
m山市
d
S
E〉
は
、
法
治
国
家
に
お
け
る
法
的
決
定
に
当
っ
て
、
あ
る
事
実
関
係
が
評

) 
'
E
A ( 

価
(
者
四
三
ロ
ロ
m)
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
に
は
、
右
の
評
価
と
は
事
実
関
係
の
確
認
と
法
律
解
釈
と
の
こ
つ
だ
け
を
い
う
の
で

市
の
っ
て
、

こ
れ
ら
以
外
に
「
要
件
事
実
の
判
断
!
一
の
余
地
は
存
し
な
い
と
述
べ
、

租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
は
不
必
要
で
あ
る
と
い

，
「
ノ
。(2) 

連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
五
六
年
九
月
二
五
日
判
決
は
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
を
専
ら
証
拠
評
価

ハ∞品名。山田君
CM1内
山
山
ぬ
ロ
ロ
ぬ
)
の
意

味
に
解
釈
し
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
一
一
一
項
を
裁
判
官
の
自
由
心
証
を
篠
認
す
る
旨
の
規
定
で
あ
る
と
す
る
。

ヴ
ァ
ッ
ケ
、
ハ
ル
ツ
は
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
の
意
味
を
意
思
表
示
、
契
約
、
法
律
行
為
等
の
解
釈
可
能
な
一
切
の
事
実
関
係

(3) 



に
お
け
る
徴
表
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
(
ヴ
ァ
ッ
ケ
は
こ
れ
を
事
実
の
解
釈
と
い
う
)
と
解
し
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
は

民
法
第
一
三
一
ニ
条
・
第
一
五
七
条
に
相
当
す
る
規
定
で
あ
る
と
説
く
。

ζ

れ
ら
の
少
数
説
に
対
し
、
多
数
説
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
シ
ュ
ピ
タ
!
ラ
!
、

リ
l
ワ
ル
ト
の
見
解
に

対
し
て
は
、
右
見
解
は
事
実
の
確
認
を
形
骸
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
事
実
関
係
に
関
す
る
一
切
の
認
識
が
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
多
く

〈

ロ

)

と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、

の
人
的
主
観
的
な
判
断
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
、

一
九
五
六
年
の
連
邦
財
政
裁
判
所
判

決
に
対
し
て
は
、
「
証
拠
評
価
」
に
つ
い
て
は
財
政
裁
判
所
法
第
九
六
条
第
一
項
、

点
を
指
摘
し
、

ま
た
ヴ
ァ
ッ
ケ
、

租
税
通
則
法
第
二
七
八
条
が
す
で
に
規
定
し
て
い
る

ハ
ル
ツ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
民
法
第
一
一
一
一
三
条
・
第
一
五
七
条
は
法
律
行
為
の
解
釈
の
規
定
で
あ
る

こ
れ
ら
の
見
解
は
い
ず
れ
も
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
に
あ
え
て
「
判
断
」
と
い
う
文
言
を
定
め
た
立
法
者
の
意

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
と
を
指
摘
し
て
、

思
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
こ
ろ
で
、
以
上
に
あ
げ
た
見
解
の
中
で
、
「
要
件
事
実
の
判
断
」
に
租
税
法
固
有
の
意
義
を
付
与
す
べ
き
か
否
か
は
別
論
と
し
て
、

と
に
か
く
「
判
断
」
の
余
地
を
認
め
る
説
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
右
「
判
断
」
を
行
う
時
期
を
、
法
学
方
法
論
(
吉
岡
笠
宮

Z
Y伊丹
rag-

rzm)
上
、
事
実
を
法
律
要
件
に
あ
て
は
め
る
(
田
口
Z
E
E
-
2
8〉
前
と
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七

0
年
代

に
な
る
と
、
要
件
事
実
の
判
断
は
あ
る
事
実
を
法
律
要
件
に
あ
て
は
め
る

(
E
Zロ
g
ぽ
完
ロ
)
過
程
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
解
す
る
法
学
方

〈
日
比
)

法
論
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
方
法
論
は
、
エ
ッ
サ

1
3
2え
開
出
出
品
司
)
の
方
法
論
に
負
ゅ
っ
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
ク

ル
l
ゼ
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
治
国
家
康
郎
の
下
に
通
説
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
法
学
方
法
論
に
よ
れ

ば
、
程
税
法
律
の
解
釈
は
、

あ
る
法
律
要
件
か
ら
そ
れ
に
相
応
す
る
法
律
効
果
を
導
く
段
階
(
大
前
提
)
、

あ
る
事
実
を
法
律
要
件
に

あ
て
は
め
る
〈

g
g
c
E芯
尽
ロ
)
段
階
(
小
前
提
)

を
通
じ
て
、

そ
の
事
実
か
ら
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
と
い
う
三
段
論
法
〈
ω
1・

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

九
五



JL 
ノ、

(
路
〉

-o包∞
5
5
)
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
こ
こ
に
大
前
提
と
小
前
提
と
の
閥
に
は
常
に
相
互
作
用
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
前
提
と
小

前
提
と
が
法
律
の
規
則
意
義

(oaE諸
島
市
仏

2
言
語
)
と
合
致
す
る
よ
う
な
形
式
で
調
整
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
事
実
と
法
律
要
件

の
あ
て
は
め
は
規
範
に
適
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
法
律
要
件
が
解
釈
さ
れ
る
と
共
に
、

そ
れ
に
応
じ
て
事
実
の
特
性

(
p
nr
5岳
回
目
窓
会
制
巾
沼
田
吋
円
巾
ロ
)
も
規
範
の
任
務

(
2
2
5
2円
程
宮
口
)

ハ
叩
出
〉

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

-
目
的

(
Z
2
5
N
d『
巾
円
ど
に
合
致
す
る
よ
う
に
適
切
に
評
価
さ
れ

こ
の
よ
う
に
、
右
の
方
法
論
は
、

い
わ
ば
法
解
釈
と
要
件
事
実
の
判
断
と
を
統
合
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

乙
の
統
合
の
結

果
、
あ
る
事
実
が
有
す
る
経
済
的
意
義
は
右
事
実
に
相
応
す
る
課
税
要
件
の
可
能
な
解
釈
の
範
囲
内
で
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

他
方
、

乙
の
よ
う
な
経
済
的
窓
義
の
考
慮
は
、
法
律
解
釈
の
過
程
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ヴ
ァ
ッ
ケ
の
い
わ
ゆ
る
「
事
実
の
解

〈
叩
印
〉

し
た
が
っ
て
民
法
第
一
一
一
一
一
一
一
条
・
第
一
五
七
条
に
応
ず
る
内
容
を
も
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、

ハ
m〉

一
九
七

O
年
以
後
の
通
説
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

釈
」
に
当
た
り
、

こ
の
方
法
論
は
、
先
に
あ
げ
た
多
数
説
と
少
数
説
と
の
対
立
を
も
調
和
し
て
、

右
に
い
う
通
説
の
意
味
に
お
け
る
「
要
件
事
実
の
判
断
片

換
言
す
れ
ば
法
適
用
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法
に
よ
れ
ば
、
あ
る
課

税
要
件
に
結
び
つ
く
法
律
効
果
は
そ
の
課
税
要
件
が
想
定
す
る
事
実
よ
り
広
く
は
及
、
ば
な
い
。
そ
の
た
め
、
法
適
用
原
則
と
し
て
の
経
済

的
観
察
法
は
、
以
前
の
よ
う
に
、

そ
れ
自
体
が
課
税
の
た
め
の
独
立
の
法
的
基
礎
と
さ
れ
た
り
、
ま
た
法
律
効
果
を
課
税
要
件
が
想
定
し

て
い
な
い
事
実
に
結
び
つ
け
る
た
め
の
法
的
基
礎
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
法
適
用
原
則
と
し
て

(

幻

〉

の
経
済
的
観
察
法
は
租
税
回
避
の
否
認
方
法
と
明
確
に
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
七
年
改
正
の
現
行
租
税
通
則
法
に
お
い
て
は
、

従
来
、
法
適
用
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法
の
根
拠
条
文
と
さ
れ
て
き
た
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
は
削
除
さ
れ
た
。
こ
の
埋
由
は
、

一
九
七
四
年
改
正
草
案
の
制
定
理
白
書
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
財
政
委
員
会
は
、
「
事
実
関
係
の
法
的
判
断
は
、



法
学
方
法
論
に
従
っ
て
、
法
律
の
下
に
課
税
要
件
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
法
律
の
解
釈
が
事
実
と
課
視
要

件
と
の
可
能
な
結
び
つ
き
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
に
適
用
さ
れ
る
原
印
刷
は
い
わ
ゆ
る
経
済
的
観
察
法
の
考
慮
を
保
証
し
て
い

〈

n)

る
。
そ
の
眠
り
で
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
は
不
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
通
説
に
従
う
旨
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
法
適
用
原
則
と
し
て
の
窪
済
的
観
察
法
法
、
そ
れ
が
法
律
解
釈
の
過
程
に
含
ま
れ
る
こ
と
に

な
る
こ
と
か
ら
、
法
解
釈
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
い
え
よ
う
。
と
り
わ
け
、
課
税
要
件
が
法
効
力
的

借
用
概
念
を
用
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
右
概
念
が
経
済
的
観
察
法
に
基
づ
い
て
目
的
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、

ハ
幻
〉

重
畳
的
に
、
解
釈
の
対
象
と
な
る
事
実
と
し
て
の
私
法
上
の
法
形
成
も
経
済
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
最
近
で
は
、

借
用
概
念
の
解
釈
に
関
す
る
問
題
と
私
法
上
の
法
形
成
の
判
断
に
関
す
る
問
題
と
を
厳
密
に
.
区
別
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い

る。

一
九
六

0
年
代
後
半
か
ら
の
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
例
が
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
と
同
条
第
三
項
と
を
一

纏
め
に
し
て
引
用
す
る
ζ

と
が
多
か
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ζ

の
結
果
と
し
て
、
課
税
要
件
が
法
効
力
的
借
用
概
念

で
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
納
税
義
務
者
が
自
己
の
行
っ
た
法
形
成
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
そ
乙
で
、
最
近
で
は
、
課
税
庁
に
よ
り
悲
意
的
課
税
が
行
わ
れ
る
の
を
妨
げ
、
納
税
義
務
者
に
課
税
さ
れ
る

か
否
か
の
予
見
可
能
性
を
与
え
る
た
め
に
、
種
々
の
法
的
試
み
が
提
起
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ま
で
提
唱
さ
れ
た
試
み
の
中
で
、
注
目
す
べ
き
見
解
と
し
て
は
民
法
学
者
の
パ
ウ
ロ
ウ
ス
キ
!
(
民
自
由
・
冨
白
え

S
F副司
}
0
4弔
問

W
C

ハ
%
)

の
説
く
「
機
能
的
性
格
づ
け
の
理
論
」
(
呂
町
任
。
含
仏
2

P
ロ
}
州
民
自
己

g
O
E
}町
内
野
田
神
宮
口
)
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
乙
の
理
論
は
、

裁
判
に

お
い
て
法
効
力
的
借
用
概
念
に
租
税
法
独
自
の
意
味
内
容
が
付
与
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
、

そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
憲
法
裁
判
所
の
判
例

に
い
う
「
実
質
的
に
充
分
正
当
化
さ
れ
る
」

(
g
n
E
w
r
r
E
H
a
n
r
g仏
ぬ
2
2
Z
P
E
m
C
担
拠
を
明
示
す
る
ζ

と
が
必
要
と
さ
れ
、

台、

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

九
七



九
八

つ
納
税
義
務
者
の
行
っ
た
法
形
成
が
私
法
上
の
い
か
な
る
法
形
成
に
該
当
す
べ
き
で
あ
る
の
か
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
す
る

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
私
法
上
多
義
的
な
内
容
を
有
す
る
借
用
概
念
の
解
釈
に
あ
っ
て
は
、

司ぞ

の
中
の
ど
の
内
容
が
租
税
法
上
重
要
で
あ
る
の
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
私
法
上
の
内
容
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
借
用
概
念
の

解
釈
に
あ
っ
て
は
、
課
税
要
件
が
想
定
し
て
い
る
法
形
成
は
私
法
上
の
い
か
な
る
内
容
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
パ
ウ
ロ
ウ
ス
キ

l
の
理
論
に
対
し
て
は
、
租
税
法
学
者
の
側
か
ら
は
、
借
用
概
念
に
租
税
法
独
自
の
意
味
内
容
を
付
与
す
べ
き
実

質
的
に
充
分
正
当
な
狼
拠
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
な
が
ら
、

明
す
べ
き
乙
と
を
財
政
裁
判
官
に
課
す
る
の
は
酷
で
あ
り
、

そ
れ
に
加
え
て
、
最
も
困
難
と
い
う
べ
き
民
法
上
の
解
釈
問
題
を
解

(

お

〉

ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
れ
に
対
し

て
、
パ
ウ
ロ
ウ
ス
キ

i
は
、
過
去
の
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
借
用
概
念
の
解
釈
に
当
っ
て
私
法
解
釈
上
も
有
益
な
法
形
成
の
私
法
的
性
格

〈

m
m
)

づ
け
を
行
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
「
機
能
的
性
格
づ
け
の
理
論
」
が
成
立
し
得
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。

〈

幻

)

パ
ウ
ロ
ウ
ス
キ
ー
の
理
論
を
引
用
す
る
も
の
も
現
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
理
論
が
判
例
上
確
立
し

財
政
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、

得
る
か
否
か
を
述
べ
る
こ
と
は
、
未
だ
早
計
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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dニ乙

(
1
)

参
照
、
清
永
敬
次
{
租
税
回
避
に
関
す
る
諮
問
題
(

4

)

一
税
法
学
一
回
八
号
五
頁
以
下
。

(
2
)
例
え
ば
、

Hwm，『ア

C
目
留
日
立
¥
日
戸
川
山
・
〈
品
吋

-
H
C
E
H
H山市，
H
Z
m
0・mω
日
山
富
力
回
目
ゆ
と
〈
同
吋
∞
¥
回
日
ど
〈

eH・
M
-
M
甲
山
吋
一
口
明
白
河
ま
ゆ

N
∞∞・

(

3

)

河
口
《
凶

C民
、
吋

}HHOア
の
ぬ
《
山
田
口

r巾ロ

N
E
H
Y肉
2
7
C仏
ぬ
仏
日

ω
円
。
ロ
叩
ユ

FnroHHH山
由

n
r
z
rロ
門
日
出
口
問
唱

ω仲
ゲ
』
ゲ

5
8
¥由
AHuω

呂

由

民
-

U

門凶

2
苦
手

ow

当
E
R
E
F
E
r
o
F
g
n
Z
E悶
2
2
8
1
y
a
2
ロ
宮
口

u
w
E
E
O
〉

5
5
5開

ι
2
∞同

2
n
H開
2
2目
弓

さ

5
2
R
Y
5
5
ι

勺
吋
hwH呂
場
同
市
町
即
日

.
ω
N
C
ω



(叩
)

Kuhn-Kutter
，

 Abgabenordnung 
(Kommentar)

，
 10

. 
Auf

l
.

， 
1970

，
 S 
1
 StAnpG

，
 Anm. 

3
 und 

4.
 

(∞
) 

Kruse
，

 Steuerrecht
，

 1
. 

Allgemeiner 
Teil

，
 3.

 
Au

f1
.， 

S. 
104. 

(<0) 
Peter 

Bohmer
，

 Erfullung 
und 

Umgehung 
des 

Steuertatbestande
s

，
 1958

，
 S.

 
37 

f f.
 

("") 
Spitaler

，
 a.

 
a. 

0.
，

 StbJb 
1949

，
 S.
 

269 
f.

 

(∞
) 

Becker-Riewald-Koch
，

 a.
 

a. 
0.

，
 S 
1
 StAnpG

，
 Anm. 

1
く
14).

(∞
) 

BFH
，

 U. 
1
 94/56 

U. 
v. 

25.9. 
1956

・
BFHE

63
，

 379 

(8) 
Gerhard 

Wacke
，

 Verfassungsrechtlich
e 

Prufung 
des 

S
 17 

EStG
，

 StW 
1964

，
 Sp. 

216 
f.;

 
derselbe

，
 Die 

Beurteilung 
von 

Tatbestanden
，

 StW 
1936

，
 Sp. 

833 
ff

 
お
お
，

[[l]
m
ベ
J__

)
い，

Roland 
Lohlein

，
 Die 

Privatrechtl
iche 

Gestaltung 
im 

Steuerrecht
，

 StW 
1965

，
 Sp. 

329
妊.;

Hubschmann-Hepp-Spita1er-v. 
Wallis

司Lademann-Hartung
，

Kommentar 
zur 

Reichsabgabenordnung
，

 1951/60
，
 Sl 

StAnpG
，

 Anm. 
19 

(コ
)

Hartz
，
 a

. 
a. 

0.
，
 S.

 
11
.

 

c:
::

:)
 

Vg
l.

 
Hubschmann-Hepp-Spita1er

・v.
Wallis-Lademann-Hartung

，
 a
. 

a.
 

0
，
 SI 

StAllpG
，

 Anm. 
19. 

(
~
)
 

Vg
l.

 
Tipke-Kruse

，
 Reichsabgabenordnung

，
 Bd. 

2
，

 7.
 

Aufl
，

 SI 
StAnpG

，
 Anm. 

44. 

(ごわ
J
 osef 

Esser
，
 Vorverstandnis 

und 
Methodenwahl 

in 
der 

Rechtsfindung
，
 1970

. 

(!e) 
Kruse

，
 a.

 
a. 

0.
，

 S.
 

104. 
~
さ
~
'

Grimm
，

 a
. 

a.
 

0.
，

 S. 
289 

f.
 

c
:e) 

Tipke-Kruse
，

 a.
 

a. 
0.

，
 Sl 

StA
坤

G
，

Anm. 
4
5
~
4
7
;
 
Kruse

，
 a.

 
a. 

0.
，
 Sφ
104; 

Tipke
，

 Steuerrech
t

，
 S.

 
8
3
~
8
5
;
 

Paulick
，

 a.
 

a. 
0.

，
 Lehrbuch

，
 S. 

137
目

(口
)

Esser
，
 a

. 
a. 

0
吋

S.
50. 

(
~
)
 

Esser
，
 a

. 
a. 

0.
，
 S.

 
65. 

(
~
)
 

Hans 
Spanner

，
 Zum 

Vcrhaltnis 
des 

Steuerr
臼
:ht8

zum 
burge

r1
ichen 

Rccht
，
 In 

Vcrfassung
・
Vcrwaltung.

Finanzen 
(Festschr

ift 
fur 

Gerhard 
Wacke 

zum 
70. 

Geburstag)
，

 1972
，

 S.
 

191 
f.

; 
Kamm

，
 a.

 
a. 

0.
，

 S.
 

53; 
Eike-

Goetz 
Dornbach

，
 Die 

Bedeutung 
und 

Funktion 
der" 

wirtschaftli
chen 

Betrachtungsweise
“
in 

der 
h
凸
chstrichte

rlichcn

Rechtsprechung-Vergangenheit
，

 Gegenwart 
und 

Zukunft
，

 DStR 
1977

，
 S

且
11

.
~
主
将
'
i
ば
設
経
ペ

J__)
い
，

Ehlers
，

 a
. 

a.O.
，

 

日
手
話
語
:
均
以

4ヰ
:
t
-
t
{
ð
~
持
基
窓
越
縦
士
道

Jh 
Jh 



100 

S. 
501. 

(忠
)

Vg
l.

 
Heinz 

Meilicke
，
 Steuerr

echt
，
 Allgemeiner 

Teil
，
 1965

，
 S

目
103;

Tipke-Kruse
，

 a
. 

a. 
0.

，
 ~1 

StAnpG
，
 Anm. 

4
2
~
4
4
;
 
Kruse

，
 a

. 
a. 

0.
，
 S.

 
1
0
3
~
1
0
6
;
 
Paulick

，
 a

. 
a. 

0.
，
 Lehrbuch

，
 S.

 
137; 

Tipl
記，

a. 
a. 

0.
，
 S. 

95 
ff

. 

(
~
)
 

Vg
l.

 
Raupach

，
 a

. 
a.

 
0.

，
 S. 

65 
ff.
; 

Kruse
，
 a

. 
a.

 
0.

，
 S.

 
114; 

Tipl
王e-Kruse

，
a.

 
a. 

0.
，
 ~6
 
StAnpG

，
 Anm. 

1
1.

 

(
~
)
 

Bericht 
und 

Antrag 
des 

Finanzausschusses
，
 Deutscher 

sundestag 
6.

 
Wahlperiode

，
 Drucksache 

Vlj1982
，

 S.
 

100. 

(お
)

Vg
l.

 
Kruse

，
 a

. 
a. 

0.
，
 S.

 
104; 

Tipk
巴・
Kruse

，
a. 

a.
 

0.
，
 ~1 

StAupG
，
 Anm. 

2
 
d. 

;
 Grimm

，
 a

. 
a. 

0.
，
 289 

f
 

(誌
)

Hans
ゐ
1artin

Pawlowski
，
 Abschied 

von 
der 

"wirtschaftlich
en 

Betrachtungsweise" 
im 

Steuerrecht?
，
 BB 

1970
，

 

S. 
253 

ff
 

(
~
)
 

Grimm
，
 a

. 
a. 

0.
，
 S.

 
288. 

(お
)

Pawlowski
，
 a

. 
a. 

0.
，
 S.

 
258 

f.
 

(
~
)
 

BFH
，
 U. 

1
 R
 
213/74 

v. 
16

圃3.1977:
BFHE 

121
，
 458 

(460). 

:0
: 

~議事n
田辺ム.fl\(l士道積摺

Q
者同-!::1

士
道
矯
E
l
f
'
建
設
~
ベ
J_)

トJ
8
~
認~垣lílJ;}繊細

bl
類
送
-
þ
時
総
若
手
8
-
R
士
宮
縫
ベ
J_)

ド
'
総

111神甲ま~~ぷ

糊
掛

(Fremdvergleichsma8stab)
剥

~B
l
\
(
l
二
台
担
割
宕
E軍
総
選

(typisierende
Betrachtungsweise)

為
請
が
椙
・
穿
~
0
小
吋

~
_
)
~
_
)
包

~m
吋

，i\~
ド
ニ
的
。

IJ
811 

¥1
 

8
-
R
誕
程
W
間
程
程
ほ
溢
続
出
国
富
-
þ
l
\
(
l
弐

J-
Þ
~
~
'
総

111省
事
現
~
開
銀
ト
士
道
ベ
)1三'判..lJ_)

ド
併
記
11'黙
認

Q
腿

置
(GleichmaBigkeit

der 
Besteuerung) 

'w
範
幸
語
以

J
ド
'

感
~
酎
主
主
上
4
恒
常

，i\~
い
ニ
ヰ
翌
二
士
活
再
令
官
室
h
!
{
交
J

ド
'

時
)
~
ベ

j類
送
_
)
.
{
2
寝
覧
会
fぎ
た
4
や
ニ
い
{
l
!
:
!
-
;
Q
い
~
l
\
(
l
総
選
臨
主
主
主
三
糊
や
二

\J1i手
誌
の
照
!
â
-
þ

t.Jベ)
w
]iî'糧

bl
-
þ
l
\
(
l
-
R
*
.
迫
穏
や
~
.
o
'
恒
副

:r;:;~器縦士道ベJti'
制
弐

J_)
トJ+(

咽
'

置
1
:
軍
兵
や
F
f
!

j哲
之
さ
雑
記
主
主
閤
Q
腿
~
w

奨~:$ま
U
_
)
ド
，
~
翌
々
垣

j現下型~
U
-
4
心
鱒
-
t
r
u
球
主
主

('\J
ニ

ト0
世
話
さ
寝
込

J'
時
)~，i\ bl

哨〈?腎-tl¥(l時械
bl
糊

や
ニ

ド
単
4建

物
足
.{2問

領
制

(Typ)
0f

ム
泣

1
~誕去三_)'

-J
..

Q
8
問
領
割
以
《
口
総
私
的
制



形
成
が
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
課
税
す
る
方
法
論
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、

こ
れ
ら
の
二
つ
の
方
法
論
は
判
例
の
う
え
で
厳
密

に
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
る
乙
と
が
多
く
、
ま
た
学
説
に
お
い
て
も
多
く
は
定
型
的
観
察
法
の
名
の
下
に
一
括
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

最
近
の
裁
判
例
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
方
法
論
の
適
用
例
と
し
て
は
、
同
族
会
社
が
そ
の
共
同
企
業
者
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
社
員
に
対
し
て

行
っ
た
利
益
配
当
が
営
利
事
業
に
よ
る
所
得
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
審
査
し
た
財
政
裁
判
所
の
一
連
の
判
決
が
あ
げ
ら
れ

ハ
2
V

ょ
う
。
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
七
二
年
五
月
二
九
日
大
部
判
決
は
、
「
同
族
会
社
に
お
け
る
利
益
配
当
協
定
は
、

利
益
配
当
が
他
者
と
の

聞
に
お
い
て
も
同
一
も
し
く
は
類
似
し
た
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
者
と
の
間
で
も
考
え

ら
れ
得
る
合
意
は
、
同
様
に
し
て
、

そ
の
合
意
に
基
づ
く
諸
関
係
が
社
員
の
地
位
か
ら
発
し
、
そ
れ
ゆ
え
社
員
の
地
位
に
適
合
す
る
と
い

う
推
定
を
理
由
あ
ら
し
め
る
。
乙
の
法
効
果
は
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
お
よ
び
同
法
第
三
項
か
ら
生
じ
、
右
規
定
に
従
っ
て
、
租
税

法
律
の
解
釈
お
よ
び
要
件
事
実
の
判
断
に
当
っ
て
他
の
規
定
の
下
で
租
税
法
律
の
経
済
的
意
義
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判

示
し
て
い
る
。

第
三
者
比
較
基
準
法
あ
る
い
は
定
型
的
観
察
法
に
共
通
す
る
性
質
は
、
課
税
要
件
が
直
接
の
課
税
対
象
と
し
て
定
め
て
い
な
い
法
形
成

を
そ
の
課
税
要
件
に
適
合
す
る
法
形
成
で
あ
る
と
擬
制
す
る
乙
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
ら
の
方
法
論
は
、
理
論
的
に
は
、
法
概

念
の
解
釈
方
法
あ
る
い
は
法
形
成
の
判
断
方
法
と
い
う
よ
り
は
、

る
。
ク
ル

i
ぜ
に
よ
れ
ば
、
連
邦
財
政
裁
判
所
は
、
学
説
が
経
済
的
観
察
法
と
租
税
回
避
の
否
認
方
法
と
を
離
格
に
区
別
す
る
ζ

と
に
従

む
し
ろ
租
税
回
避
の
否
認
方
法
に
類
似
す
る
性
質
を
有
す
る
の
で
あ

連
邦
財
政
裁
判
所
は
こ
れ
ら
の
方

(

6

) 

法
論
を
判
例
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
方
法
論
で
あ
る
か
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
、
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

っ
て
、
経
済
的
観
察
法
の
名
の
下
に
第
三
者
比
較
基
準
法
あ
る
い
は
定
型
的
観
察
法
を
適
用
す
る
乙
と
を
放
棄
し
た
、

た
。
と
ζ

ろ
が
、
ク
レ
ツ
エ
リ
ア
ス
(
の

g晶
〈
UHEm-2凹
)
に
よ
る
最
近
の
判
例
分
析
に
よ
れ
ば
、

と
い
わ
れ
て
い

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

。



。

し
か
し
、
現
在
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
本
章
二
村
で
考
察
を
加
え
た
よ
う
に
、
経
済
的
観
察
法
は
、
そ
れ
自
体
が
課
税
を
導
く
独
立
し
た

法
的
基
礎
と
な
り
得
る
と
は
解
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
経
済
的
観
察
法
の
名
の
下
に
第
三
者
比
較
基
準
法
あ
る
い
は
定
型
的
観

察
法
を
適
用
し
、
右
方
法
論
に
直
接
に
基
づ
い
て
課
税
を
行
う
こ
と
を
承
認
す
る
の
は
、
実
質
に
お
い
て
裁
判
官
に
よ
る
法
創
造
で
あ
っ

(

7

) 

て
、
法
治
国
家
原
則
の
も
と
で
は
許
容
さ
れ
得
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
テ
ィ
ブ
ケ
は
、
課
税
を
導
く
独
立
の
法
的

基
礎
と
し
て
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
と
に
鑑
み
、
問
項
の
違
憲
・
無
効
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
経
済
的
事
実
関
係
や
経
済
的
実
質
を
法
律
か
ら
離
れ
て
、

い
わ
ば
流
動
的
な
経
済
的
観
察
法
と
し
て
用
い
る
者
は
、

法
律

適
合
性

(ο
巾
路
仲
間
出
陣
白
百
}
内
色
丹
)

や
要
件
適
合
性
〈
吋

S
Z出
窓
口
含
B
g
Fぬ
Z
伊丹)

の
原
則
か
ら
離
れ
て
、

法
律
に
代
え
て
事
実
関
係
か
ら

法
律
効
果
の
適
用
基
礎
(
の
己

E
ロ
ぬ
認
可
ロ
昆
刊
号
河
内
n
y
g
F
K巾
)
を
導
く
と
共
に
、

そ
れ
が
経
済
的
意
味
を
有
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら

す

(
事
実
関
係
の
判
断
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
)
経
済
性
を
絶
対
的
な
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
れ
ば
、
類
推
の
禁
止
は

管
ぬ
き
に
な
っ
て
し
ま
う
。
:
:
:
よ
っ
て
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
は
、
:
:
:
法
律
適
合
性
の
原
則
お
よ
び
法
治
国
家
原
則
に
反
し

〈

8
〉

無
効
で
あ
る
」
と
説
く
の
で
あ
る
。
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レ
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エ
リ
ア
ス
に
よ

れ
ぽ
、
定
型
的
観
察
法
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信
奉
し
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い
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判
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し
て
は
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ロ
ヨ
H
-
C
R
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月
色
¥
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¥
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ニ
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主
一
[
山
同
日
夕
日
印
ω
(
同
日
町
内
)
が
あ
り
、
判
例
に
お
い
て
確
立
し
た
方
法
論
で
あ
る
と
す
る
判
決
と

し
て
は
、
ロ
』
よ
?
と
〈
同
六
回
目
日
¥
吋
(
)
〈

M0
・』日
'
H
C叫
0
・
民
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・
が
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と
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て
い
る
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し
か
し
、
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
で
は
な
い
。
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一
九
七
六
伍
年l

一
月
二
，
九
九
日
に
コ
舌
言z百
口
渡
さ
れ
た
匹
つ
の
判
決

(Q同〈閉兇凶

5
Nぞ¥吋
ω
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2阿γ山同口阿何
W
ご∞少
w
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f
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w
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m耐∞gU¥、叶印
?υ
一∞∞阿明=りぷ甲国向白阿何凶ロ∞噂二日
ω凶Hロ
】
)
は
、
い
ず
れ
も
、
同
族
会
社
に
お
け
る
共
同
企
業
者
関
係

(ζ
広
口
口
広
吋
ロ
5
5
2
2
7
m
r
)
に
あ
る
者
に
対
す
る
利
益
配
当
を
消
極
的
に
解
す
べ
き
旨
を
判
示
し
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
も
は
や

経
済
的
観
察
法
(
そ
の
根
拠
条
文
で
あ
る
程
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
〉
を
引
用
せ
ず
に
、
所
得
税
法
第
一
二
条
第
二
項
、
同

法
第
一
五
条
第
二
項
等
を
引
用
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
一
見
、
連
邦
財
政
裁
判
所
の
新
し
い
傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
る

か
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
れ
ら
の
判
決
は
、
右
各
規
定
を
引
用
す
る
に
当
っ
て
、
そ
れ
ら
の
課
税
要
件
の
法
的
内
容
を
明
示
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
課
税
に
当
つ
て
は
所
得
税
法
上
の
観
点
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
右
に
掲
げ
た

連
邦
財
政
裁
判
所

HJ1HN
∞
由
¥
吋
印
判
決
は
、
「
当
裁
判
所
は
、
す
で
に
阿
〈
同

ω同
¥
ご
判
決
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
租
税
法
上
の
利
益

配
当
の
否
認
〈
の
め
さ
ロ
ロ

2
3
E
S悶
g
Zえ
ら
が
商
法
上
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
日
注
・
筆
者
)
法
律
基
礎
を
、
基
本
的
に
所
得
税
法

の
規
範
、
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
所
得
源
泉
を
超
え
る
無
償
処
分
と
他
方
で
は
将
来
継
続
的
所
得

(
r
E
E宮
山
田
三
B
P
M
W
5
r
gた
る
を

超
え
る
無
償
処
分
と
の
間
の
所
得
税
法
を
支
配
し
て
い
る
区
別
(
参
照
、
所
得
税
法
第
一
二
条
第
二
項
〉
お
よ
び
所
得
源
泉
と
し
て
の
共
同
企

業
者
関
係
の
法
制
度
(
参
照
、
同
法
第
一
五
条
第
二
項
)
に
見
い
出
し
て
い
る
」
と
判
示
し
た
。
乙
乙
に
引
用
さ
れ
た
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九

七
三
年
九
月
二
七
日
判
決
(
同
〈
悶
お
¥
吋
同
一
∞
早
自
己
0

・
ω印吋

9
2
)〉
は
、
「
乙
の
原
則
は
、
そ
の
法
的
基
礎
を
所
得
税
法
上
の
所
得
の
概

念
に
お
い
て
見
い
出
し
、
か
っ
そ
乙
に
含
ま
れ
た
所
得
源
泉
の
概
念
(
所
得
税
法
上
の
所
得
支
出
〈
何
百
r
C
5
5
3
2足
当
g

E
口
問
〉
の
概
念

の
対
置
物
と
し
て
)
を
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
お
よ
び
第
三
項
の
規
定
と
の
関
連
に
お
い
て
見
い
出
し
て
い
る
〈
参
照
、
同
国
自
・
連
邦
財

政
裁
判
所
大
部
判
決
の
あ
そ
三
)
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ド
ル
ン
バ
ッ
ハ
は
、
右
に
掲
げ
た
一
連
の
判
決
が
課
税
要
件
の
法
的
内
容
を

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

一O
三



一O
四

明
示
せ
ず
に
所
得
税
法
の
規
定
を
引
用
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
経
済
的
観
察
法
を
独
立
の
法
的
基
礎
と
解
し
て
い
た
以

前
の
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
例
と
そ
の
本
質
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
〈
U
o
g
g
n
y
白・国-。・・

0ω
同

N
5
3・
ω・同
N
F
Y

(
8
〉、同，
e
r
p
曲・曲・

0
・・

ω-U吋
・
な
お
、
詳
し
く
は
、
吋
e
r白・関
2
8・酔・自・阻・
0
・・掛

H
g〉
口
唱
。
・
〉
ロ
g
・
&thHN

そ
の
他
の
経
済
的
観
察
法

以
上
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
一
般
原
則
と
し
て
の
経
済
的
観
察
法
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
次
に
、
個
別
原
則
と
し
て

の
経
済
的
観
察
法
、
す
な
わ
ち
、
課
税
物
件
の
帰
属
決
定
(
一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
第
三
九
条
・
旧
租
税
調
繋
法
第
一
一
条
〉
、

違
法

利
得
に
対
す
る
課
税
(
一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
第
四

O
条
・
旧
租
税
調
整
法
第
五
条
第
二
項
〉
、

仮
装
行
為
・
私
法
上
無
効
あ
る
い
は

取
消
し
得
ベ
き
行
為
に
対
す
る
課
税
〈
一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
第
四
一
条
・
旧
租
税
調
整
法
第
五
条
第
一
項
・
第
三
項
・
第
四
項
)
、

租
税
回
避
の
否
認
〈
一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
第
四
二
条
・
旧
租
税
調
整
法
第
六
条
)
軒
か
理
論
的
根
拠
と
さ
れ
た
経
済
的
観
察
法
の
内

容
は
現
在
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

学
説
・
判
例
の
多
数
は
、
課
税
物
件
の
帰
属
決
定
、
違
法
利
得
に
対
す
る
課
税
、
私
法
上
無
効
な
行
為
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、

経
済
的
観
察
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
説
示
し
て
い

f
。
こ
れ
ら
の
課
税
は
、
現
在
で
は
、
右
に
掲
げ
た
個
々
の
規
定
を
根
拠

に
行
わ
れ
、
経
済
的
観
察
法
を
藍
接
の
法
的
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
学
説
は
、
経
済
的
観
察
法
を
こ
れ
ら
の
課

税
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

が
分
離
し
て
い
る
場
合
に
は
、
租
税
は
経
済
的
「
現
存
」
〈
V
C
を
基
準
に
し
て
課
す
る
べ
き
で
あ
る
、

ク
ル
!
ゼ
は
、
民
法
上
の
「
当
為
」

(
F
5
と
緩
済
的
「
現
存
」

(
F
C
と

と
主
張
す
る
。
パ
ウ
リ
ッ
ク
も

同
様
に
、
課
税
に
当
つ
て
は
、
「
外
見
的
法
形
式
で
は
な
く
、
経
済
的
観
察
に
よ
っ
て
示
現
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
上
の
関
係
が
決
定
的
で



ハ
4
〉

あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
テ
ィ
プ
ケ
も
「
租
税
法
は
経
済
的
現
存
(
阿
由
。
を
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
済
的
観
察
法
は
、
課

(

5

) 

税
を
経
済
的
担
税
カ
(
ル
広
三
円
門
的

ng
z
wr
o
F弘
明
言
ロ
宮
内
幹

Emrac
に
結
び
つ
け
る
反
射

(mopろ
で
あ
る
」
と
説
く
。
さ
ら
に
、

一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
改
正
草
案
に
踏
襲
さ
れ
た
一
九
七
四
年
同
法
改
正
草
案
の
制
定
理
由
に
も
経
済
的
事
実
に
基
づ
い
て
課
税
を
行

う
べ
き
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
諸
学
説
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法
の
内
容
に
共
通
す
る
、
注
目
す
べ
き
点
は
、

こ
れ
ら
の
内
容
が
従
来
租
税
調
整
法
第

一
条
第
三
項
の
内
容
と
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
に
等
し
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
現
在
の
通
説
に
従
え
ば
、
右
の
経
済

的
観
察
法
の
内
容
も
、
租
税
調
整
法
第
一
条
第
三
項
の
場
合
と
悶
じ
く
、
目
的
論
的
法
律
解
釈
の
一
過
程
で
あ
る
要
件
事
実
の
課
税
要
件

へ
の
あ
て
は
め

(ω
ロヶ
E
S
Z
Cロ
)

の
段
階
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
法
解
釈
方
法
と
し
て
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

右
に
掲

げ
た
課
税
物
件
の
帰
属
決
定
以
下
の
場
合
に
主
張
さ
れ
る
経
済
的
観
察
法
の
内
容
は
、
偲
々
の
租
税
法
律
に
お
け
る
課
税
要
件
を
目
的
論

的
解
釈
方
法
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
に
帰
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
法
」
的
観
察
法
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

例
は
、次

に
、
仮
装
行
為
、
私
法
上
取
消
し
得
べ
き
行
為
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
結
論
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
学
説
・
判

〈

8
〉

こ
れ
ら
の
課
税
の
根
拠
と
し
て
経
済
的
観
察
法
を
援
用
す
べ
き
必
要
は
な
い
と
解
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
右
の
行
為
に
お
い
て

は
、
民
法
上
の
「
当
為
」

3
0日
目
)
と
経
済
的
「
現
存
」
(
宮
)
と
は
分
離
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

行
為
は
、
民
法
第
一
一
八
条
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
て
お
り
、
か
っ
、
本
来
、
経
済
的
「
現
存
」
も
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
課
税
に
当
つ

で
も
法
的
基
穫
と
し
て
の
意
味
を
有
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
取
消
し
得
ベ
き
行
為
は
、
民
法
第
一
四
二
条
に
よ
り
実
際
に

す
な
わ
ち
、
仮
装

取
出
し
行
為
が
あ
る
ま
で
は
私
法
上
有
効
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
諜
税
の
う
え
で
も
右
行
為
に
基
づ
く
利
得
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
得

〈

凶

)

る
の
で
あ
る
。

租
税
法
に
お
け
る
経
済
約
観
察
法

一O
五



。

最
後
に
、
租
税
回
避
の
否
認
と
経
済
的
観
察
法
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
第
二
次
大
戦
前
に
お
け
る
通
説
は
租
税
田
避
の

(

立

〉

否
認
を
経
済
的
観
察
法
の
一
適
用
例
と
解
し
て
い
た
。
戦
後
に
お
い
て
も
右
の
見
解
を
継
来
す
る
学
説
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
戦
後
の
通
説
は
、
経
済
的
観
察
法
の
根
拠
条
文
た
る
旧
租
税
調
繋
法
第
一
条
第
三
項
と
租
税
田
避
の
否
認
規
定
た
る
同
法
第
六
条
と

を
方
法
論
的
に
厳
格
に
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遊
説
は
、
回
一
法
第
一
条
第
一
ニ
項
を
課
税
要
件
の
解
釈
の
範
囲
内
に
お
い
て
真
実
の
事
実

関
係
を
把
握
す
る
た
め
の
規
定
と
解
す
る
の
に
対
し
、
司
法
第
六
条
に
つ
い
て
は
あ
る
法
形
成
を
否
認
し
て
他
の
法
形
成
に
準
じ
て
課
税

(

M

) 

す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
独
立
の
法
的
基
礎
を
定
め
た
規
定
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
両
規
定
の
決
定
的
差
違
は
、
実
際
に
は
存
在
し

な
い
擬
制
さ
れ
た
事
実
関
係
に
基
づ
い
て
課
税
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
否
か
の
点
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
通
説
は
租
税
回
避
の
否
認
の
法
的
性
質
を
い
か
な
る
も
の
と
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
人
聞
の
契
約
自
由
の
原
則
あ
る
い
は
民
法
上
の
形
成
自
由
の
原
則
が
租
税
法
の
う
え
で
も
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
乙
と
に
つ
い
て

は
、
学
説
・
判
例
に
お
い
て
異
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
上
通
常
の
法
形
成
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
租
税
の
軽
減
、

い
わ
ゆ
る
合
法

的
節
税
行
為
(
岳
巾
宮
田
町
内
込
山
口
宮
市
長
与

z
g
g
m
H
R晶
君
ロ
ロ
ぬ
)

は
承
認
さ
れ
、

非
合
法
な
節
税
行
為
だ
け
が
租
税
回
避
行
為
と
し
て

否
認
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

「
現
存
」
(
H
m

昨
)
と
法
形
成
の
濫
用
、

租
税
回
避
行
為
の
必
要
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
の
う
え
で
種
々
に
言
わ
れ
て
い
る
が
、

〈

時

〉

租
税
回
避
意
図
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
租
税
回
避
行
為

多
く
の
見
解
は
、

経
済
的

を
否
認
す
る
か
否
か
の
判
断
に
当
つ
て
は
、
経
済
的
利
得
の
存
否
を
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
他
の
多
様
な
倫
理
的
要
素
や
政
策

的
要
素
を
も
考
慮
す
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
右
の
多
く
の
見
解
は
、
租
税
回
避
の
否
認
を
純
粋
な
「
経

済
」
的
観
察
法
の
適
用
例
と
は
と
ら
え
て
い
な
い
と
推
認
さ
れ
よ
う
。
租
税
回
避
の
否
認
は
、
租
税
回
避
の
一
般
的
否
認
規
定
(
一
九
七



七
年
程
税
通
則
法
第
四
二
条
)
あ
る
い
は
個
別
法
規
に
お
け
る
否
認
規
定
を
法
的
基
礎
と
す
る
「
法
」
的
観
察
法
に
よ
り
初
め
て
行
わ
れ

得
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

;主

(
1
)

一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
の
該
当
条
文
に
つ
い
て
は
、
中
川
一
郎
博
士
が
訳
出
し
て
お
ら
れ
る
〈
日
本
税
法
学
会
運
営
委
員
会
「
西
ド
イ

ツ
の
一
九
七
七
年
A
O
の
邦
訳
及
、
び
研
究

(
5
)
」
税
法
学
三

O
八・一一一

O
九
号
七

1
一
O
頁
。
な
お
、
中
川
編
・
七
七
年

A
O
法
文
集
(
邦

訳
〉
(
昭
和
五
四
年
)
参
照
)
。

〈
2
〉
吋
号
「
守
州
内
吋
5
P
〉
ゲ
四
倍
ゲ
伶
ロ
c
Eロ
ロ
ロ
開
(
〉
C
H
U吋吋)匂田口出
HMN
問。
HFロr
H
m
D
E
E
Mロ
m-
ロ
L-
ゲ
∞
〉
c
p
u
m
u
u
w
〉ロ
5
・
f
m
h件
CV
〉ロ
B
-

同一四品目
w
〉ロ
HHM-HU
関門
5
0・
p

p

C
温

ω
H
C
M
n
J
司
E
H
t
n
F
m
s

・
o-w
問、。
rHぴ己円
}
f
ω
-
E
C
R
-
u
、吋弓
r
p
m
-
P
0

・
ω
H
C同
時

(

3

)

同州自由
P

目・目・

O
J
ω
・
5
吋同・

(
4
〉
句
"
ロ
-F口r
u
m
-
p
o
-
-
F
o
r
同日以口ロ
Y
ω
目
立
。

(
5
〉
、
H，
G
r
o
w
m
r
同・

0
J
ω
-
H
{〕
回
目

(

6

)

切
2
F
n
Z
H
H
H
M
L
〉
三
吋
間
四
含
ω

出
口
田
口
N田口回目
n
E
田Z
P
ロ
g
n
r
g
n
r
o
J
N
H
¥
芯∞
Nw
∞
-HHω
・
ロ
ロ
仏
回
目
品
こ
の
制
定
理
由
が
一
九
七
七
年

草
案
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

(

7

)

例
え
ば
、
ク
ル

l
ゼ
は
、
「
禁
止
さ
れ
た
法
律
行
為
お
よ
び
良
俗
違
反
の
法
律
行
為
♀
凶

m
Z手
2
3。
ロ

E

Z
窓
口
当
広
三
官

]NRrga

聞
の

mnr
陣
内
芯
)
に
適
用
さ
れ
る
経
済
的
観
察
法
は
、
か
か
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
、
ま
た
は
良
俗
に
反
す
る
が
故
に
課
税
さ
れ
る
、
と
い
う
乙
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九
六
二
年
六
月
二
二
日
判
決
(
切
司
戸

da
〈
H
H
H
N
¥呂

ω
・
4

・
MN-
∞
-
H
U
S
H
出
甲
山
同
w

a・
8
吋
)
は
、
乙
の
考
え
方
を
適
格
に
導
き
出
し
た
。

ζ

の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
売
春
業
〈
の
m
d
q
刊
号
由
ロ
ロ

N
R
Z
)
か
ら
得
た
利
得
を
所
得

税
は
基
礎
と
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
有
償
の
性
交
は
所
得
税
法
の
課
税
要
件
に
該
当
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
財
政
裁
判
所
一
九

六
四
年
六
月
二
三
日
大
部
判
決
(
ロ
司

FId-
の円

ω
E
M
¥
宏

∞

戸

民

-
a
H
由
主
・
切
明
白
開

g
¥吋
叫
)
は
、
こ
れ
に
対
し
、
売
春
業
か
ら

得
た
利
得
を
所
得
税
法
第
二
二
条
第
三
号
の
意
味
に
お
け
る
そ
の
他
の
所
得
に
入
れ
た
。
:
:
:
ミ
ュ
ン
ス
タ
!
財
政
裁
判
所
一
九
六
六
年
二
月

一
八
日
判
決
(
明
。
窓
口
口
2
0
F
C
-
〈
同
岱

ω
お
¥
忠
〈
お
w
M
M
U
S
H
一回りの

H
u
g
-
ち
U・
(
品
目
印
)
・
〉
は
、
恐
喝
〈
付
与
B
E
S問
。
る
に

基
づ
く
利
得
を
同
条
問
号
の
意
味
に
お
け
る
そ
の
他
の
所
得
の
概
念
の
下
に
と
り
込
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
誤
っ
て
い
る
。
同
条
問
号
は
、

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

一O
七



一O
八

納
税
義
務
の
な
い
乙
れ
ら
一
切
の
利
得
を
入
れ
る
溜
め
池
で
は
な
い
」
ハ
傍
点
・
筆
者
〉
と
い
う
〈
択
同

E
P
曲-白・

0
・uω
・
H
O
吋
・
)
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
あ
る
収
入
が
所
得
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
結
局
、
所
得
税
法
に
定
め
る
課
税
要
件
規
定
の
解
釈
お
よ
び
そ
の

想
定
す
る
所
得
概
念
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。

(
8
〉
剛
内
宮
田
0・帥・同・

0
・"
ω
-
H
g
u
H
V
E
E
r
-
胆・由・

0
・・

r
z
v
z
n
y
ω
-
E品
tzhwu
、同，
e
r・曲
-m-
。
・
・
∞
-
E
M
戸
中
川
一
郎
「
ド

イ
ツ
税
法
調
整
法
の
研
究
|
租
税
基
本
法
制
定
の
た
め
l
(
3
〉
」
税
法
学
四
五
号
一
頁
以
下
、
同
編
・
税
法
学
体
系
〈
全
訂
増
補
版
・
昭
和

五
二
年
)
一

O
O頁
以
下
。

〈
9
〉
〈
包

-UOBgoy-
白・由・

0
・wω
・
吋
・
仮
装
行
為
に
よ
り
、
実
は
そ
れ
と
異
な
る
法
律
行
為
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
経
済

的
現
存
〈
同
曲
。
が
存
在
す
る
と
き
は
、
仮
装
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
租
税
回
避
行
為
と
類
似
す
る
か
ら
、
経
済
的
現
存
に
遮
っ
た
課
税
が
行

わ
れ
る
ハ
一
九
七
七
年
租
税
通
則
法
第
四
一
条
第
二
項
第
二
段
参
照
)
。

ハ
ω〉
切
2
F
n
z
aロ
向
日
〉
三
円
曲
四
仏
冊
目
】
山
口
gNFZm回
nvg曲面白
P

ロ
E
n
r白
世

nro
〈
同
¥
芯
詩
情

ω・
ロ
品
・

(
U
〉
参
照
、
清
永
敬
次
「
租
税
図
避
に
関
す
る
諸
問
題
ハ
1
〉
J

ハ
叩
・
完
)
」
税
法
学
一
八
一
号

t
一
八
四
号
、
一
八
六
号

t
一
九
O
号
、
一

九
三
号
。
〈
∞
戸
何
g
o
W
2宮
H
W
m
a
n吉田
σ宮
F
8
0
E
E口
問
・
吋
-
〉
回
目

J
H
8
0・
棚
田
・
〉
口
事
品
川
剛
内
ロ
耳
切
曲
目
f
E
2
2諸
島
仲
ロ
ロ
仏

】出
g
R
R
F
F
E
N品・

ω-Hω
。・

ハ
ロ
〉
国
民

F
匝
・
曲
・
。
4ω
・
問
。
山
一
間
記
MP-民
三
件
。
♂
〉
ゲ
関
与
8
0同弘同国白血刷・

5
・〉ロ出・・

5
吋。"酬∞

ωHKFロ
MMP
〉
回
目
・
四
・

(

臼

)

凶

o
r
g
a
w
阻

-
P
O
-
-
ω
・
吋
同
時
-
u
p
H
n
F唱
弘
子

2
2
r
忠
良
国
曲
目

u
o
o開
g
お
お
さ
ロ

N
Z
F】同
R
E
Cロ仏
ω
g
g
ロm
n
Z
F
E
4司

S
8・

ω同Y
A
P
-
吋由

u
m同ロ句
mwny
目・由・

0
・・

ω・
品
目
山
崎
・
ド
烈
E
凹

0・釦
-
P
。
4ω
・
MMhfl吋
q
r守同州同冨田
P
同
-
P
O
-
-
醐
白

ω件〉ロ唱。・
k
p
ロ
B-
ロ・

(

μ

)

剛内
2
8・
由
・
自
・
。
・
・

ω・
5
∞・

(
日
〉
参
照
、
清
永
「
前
掲
論
文
〈
6
と
税
法
学
一
八
七
号
一
一
貝
以
下
。
寸
屯
宮
二
凶
同
2
2諸
島
件
、

ω・
5臼
I
H
S
-



第
六
章

課
題
と
展
望

目
的
論
的
解
釈
の
限
界

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
租
税
法
律
の
解
釈
・
適
用
に
当
っ
て
、
と
り
わ
け
課
税
要
件
法
定
主
義
が
強
調
さ
れ
、
文
言
解
釈
が
厳

(

1

) 

守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
唱
え
ら
れ
た
。
租
税
法
は
、
実
証
法
(
旬
。
岳
山
己
主
将

Z
m
m
n
Z
)
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
ら
い
わ
れ
た
。

戦
後
、

こ
の
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

ナ
チ
ス
期
に
怒
意
課
税
が
横
行
し
た
こ
と
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
も

っ
と
根
源
に
遡
れ
ば
、

そ
も
そ
も
租
税
が
市
民
に
対
し
て
一
方
的
強
制
的
に
課
さ
れ
始
め
た
近
代
の
初
頭
か
ら
、
課
税
に
当
っ
て
は
法
的

根
拠
が
厳
格
に
要
請
さ
れ
、
類
推
(
〉
ロ
出
】
。
色
白
)
の
禁
止
が
唱
導
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
租
税
法
は
刑
法
と
対
比
し
て
議

(

2

) 

論
さ
れ
る
乙
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
あ
っ
て
、
純
粋
な
実
証
主
義
者
公
民
ロ
間
切
2
5
4
2お
と
に
よ
れ
ば
、

(
3〉

(

4

)

法
は
刑
法
よ
り
も
も
っ
と
実
証
主
義
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
の
論
拠
は
次
の
よ
う
な
点
に
求
め
ら
れ
た
。

租
税

刑
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
為
が
犯
罪
行
為
に
当
た
る
か
否
か
、
ま
た
ど
の
程
度
処
罰
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
当
然
の
こ
と
と
し

て
確
立
し
た
国
民
的
価
値
感
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
租
税
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
為
が
課
税
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
に

つ
い
て
国
民
的
価
値
感
あ
る
い
は
事
物
法
則
性
が
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
実
関
係
そ
れ
自
体
か
ら
当
然
に
課
税
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
と
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
租
税
法
に
お
い
て
は
立
法
者
に
よ
る
課
税
要
件
の
設
定
行
為
自
体
が
す
で
に
恐

意
的
選
択
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、

課
税
は
課
税
要
件
に
定
め
ら
れ
た
行
為
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

一O
九



一一
O

り

ま
た
課
税
要
件
の
解
釈
に
当
つ
て
は
類
推
等
に
よ
り
課
税
要
件
を
拡
張
し
、

あ
る
い
は
縮
小
す
る
こ
と
は
本
来
不
可
能
な
の
で
あ

ヲ
匂
。

現
在
の
多
く
の
学
説
は
、

こ
れ
ほ
ど
極
端
な
法
実
註
主
義
に
立
脚
し
は
し
な
い
も
の
の
、

そ
も
そ
も
課
税
要
件
の
設
定
自
体
が
立
法
者

の
選
択
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
選
択
が
不
充
分
な
場
合
、
す
な
わ
ち
課
税
要
件
が
不
明
確
で
あ
る
な
ど
の
場
合
に
は
、

そ
の
不

利
益
は
立
法
者
(
す
な
わ
ち
国
庫
)
が
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
学
説
は
納
税
義
務
者
に
有
利
な
類
推

〈

5
〉

に
隈
つ
て
は
承
認
す
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
プ
ケ
は
、
租
税
法
に
お
け
る
法
実
証
主
義
は
立
法
者
が
課
税
要
件
を
窓
意
的
に
選
択
し
得
た
旧
時
代
の
産
物
で

あ
る
、
と
い
う
観
点
か
ら
反
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
法
律
は
国
民
の
代
表
者
に
よ
る
議
会
を

通
じ
て
制
定
さ
れ
る
か
ら
、
立
法
者
の
課
税
要
件
選
択
に
関
す
る
怠
意
性
は
制
限
さ
れ
る
反
面
、
課
税
に
お
け
る
平
等
原
則
、
担
税
力
に

応
じ
た
課
税
の
原
則
が
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(MNRr一団閉山岳
2
z
r
)
の
要
請
は
、

類
推
の
禁
止
の
根
拠
と
し
て
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
法
的
安
定
性

(

7

) 

規
則
安
定
性

(
H
N
m
哲
znro吾
氏
。
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
右
の
要
請

テ
ィ
プ
ケ
は
、

は
法
律
に
示
さ
れ
た
綱
領

(HVSQEgg-
枠
組
〈

H
g
r
s
g
)
内
に
お
い
て
課
税
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満
足
さ
れ
得
る
と
述

べ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
律
文
言
の
解
釈
に
当
っ
て
も
、
法
律
の
綱
領
、
枠
組
内
で
あ
っ
て
、
課
税
庁
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
っ
て
合
理
的

に
理
解
さ
れ
得
る
範
曲
、
す
な
わ
ち
「
可
能
な
文
言
の
意
味
」

(
5
8
}
ル
ロ
ゲ
ミ
宅
2
3百
三
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、

法
律
目
的
に
従
っ
て

目
的
論
的
解
釈
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
な
い
と
い
う
見
解
は
、

「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
(
自
o
m
r
r
2
巧
O
円
仲
間
広
三
の
範
関
内
で
行
わ
れ
る
目
的
論
的
解
釈
は
法
的
安
定
性
の
要
請
に
反
す
る
も
の

一
九
六

O
年
に
ラ

l
レ
ン
ツ
(
欠
員
同
「

2
8
5
に
よ
り
法
解
釈
方
法
論
と
し
て
唱
導
さ
れ
て
以
来
、

連

邦



(

9

)

(

凶
)

財
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
租
税
法
学
説
の
う
え
で
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
の
範
囲
の
判
断
は
、
法
律
文
言
の
解
釈
を
複
雑
困
難
な
も
の
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
納
税

義
務
者
が
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
課
税
さ
れ
る
の
か
否
か
を
知
る
権
利
、
す
な
わ
ち
納
税
義
務
者
の
予
見
可
能
性
を
侵
害
す
る
危
険
が
存

〈

口

〉

(

辺

)

在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、
ラ
ウ
パ
ッ
ハ
、
ザ
ル
デ
ィ
ッ
ト

(HlsEω
即
日
仏
目
立
)
は
、
法
律
文
言
の
解
釈
に
当

納
税
義
務
者
の
日
常
用
語
あ
る
い
は
一
般
に
慣
用
さ
れ
る
文
言
の
意
味

に
基
づ
い
て
文
言
の
意
味
す
る
内
容
の
範
囲
を
決
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
主
張
す
る
。

ζ

の
見
解
に
対
し
て
、
テ
ィ
プ
ケ
は
、
租
税
法
律
上

っ
て
、
「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、

の
文
言
の
意
味
は
専
門
用
語
で
あ
る
以
上
、

一
般
の
日
常
用
語
の
意
味
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
な
い
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
の
範
囲
は
、
税
理
士
、

課
税
庁
、

裁
判
所
等
の
合
理
的
な
解
釈
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
テ
ィ
プ
ケ
は
、
右
の
専
門
家
に
よ
る
法
律
文
言
の
解
釈
を
容
易
に
し
、

か
つ
明
際
化
す
る

た
め
に
、
立
法
者
は
租
税
法
律
の
制
定
に
当
っ
て
そ
の
意
図
を
明
示
す
べ
き
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
と
共
に
、
法
律
文
一
一
一
一
口
の
解
釈
方
法
と
し

て
は
立
法
者
の
意
図
を
重
視
す
る
い
わ
ゆ
る
主
観
的
解
釈
方
法
を
考
慮
す
べ
き
旨
を
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
仮
に
右
の
テ
ィ
プ
ケ
の
見
解
に
従
っ
た
と
し
て
も
、
解
釈
が
濫
用
さ
れ
る
危
険
性
は
除
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
近
、

ノイ

イ
セ
(
民
巳
ロ
ユ
ロ
ゲ
∞
町
一
羽
田
町
)
は
、
「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
の
範
囲
内
に
限
っ
て
日
的
論
的
解
釈
が
許
容
さ
れ
得
る
と
い
う
立
場
に
立
ち

な
が
ら
、
納
税
義
務
者
に
対
し
て
有
利
に
も
不
利
に
も
機
能
し
得
る
い
わ
ゆ
る
両
刃
的
な
会
司

a
R
7
5
5官
)
経
済
的
観
察
法
は
法
規

(

お

)

の
補
充
補
完
の
た
め
に
広
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
パ
イ
セ
の
主
張
が
テ
ィ
プ
ケ
の
主
張
す

る
目
的
論
的
解
釈
論
と
軌
を
一
に
す
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ィ
プ
ケ
の
い
わ
ゆ
る
目
的
論
的
解
釈
が
許
容

さ
れ
る
べ
き
限
界
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
解
釈
に
よ
る
結
果
が
法
律
文
言
の
意
味
の
枠
内
に
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法



て
、
目
的
論
的
解
釈
が
納
税
義
務
者
に
対
し
て
有
利
に
働
く
か
、
あ
る
い
は
不
利
に
働
く
か
と
い
う
効
果
の
問
題
と
は
別
に
検
討
さ
れ
る

ベ
き
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
パ
イ
セ
の
見
解
は
、

ワ
イ
マ

i
ル
期
に
お
い
て
へ
ン
ゼ
ル
が
法
的
安
定
性
の
尊
重
の
立
場
か
ら
「
経
済
」
的

観
察
法
に
対
し
て
加
え
た
批
判
に
関
し
て
、
パ
ル
が
反
論
し
た
時
の
理
由
づ
け
と
正
し
く
同
じ
立
論
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
、
れ
ば
な

(

国

〉

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
パ
イ
セ
の
見
解
に
は
、
テ
ィ
プ
ケ
の
い
わ
ゆ
る
規
則
安
定
性
を
も
授
害
す
る
危
険
性
が
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
の
範
関
内
で
は
目
的
論
的
解
釈
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
賛
同
し
た
と
し
て

も
、
恐
意
課
税
を
妨
げ
る
た
め
の
方
法
が
さ
ら
に
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ζ

の
い
わ
ば
目
的
論
的
解
釈
の
限
界
を
定

め
る
た
め
の
方
法
に
関
し
て
は
、
未
だ
定
説
と
い
う
べ
き
も
の
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
パ
ウ
ロ
ウ
ス
キ
ー
の
提
唱
し
た
「
機
能
的
性

ハロ〉

格
づ
け
の
理
論
」
は
有
益
な
一
つ
の
試
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
乙
の
理
論
は
、
第
五
章
二
け
に
お
い
て
紹
介
し
た
よ
う
に
、
納
税
義
務

者
に
お
い
て
課
税
し
得
べ
き
利
得
が
実
現
し
て
お
り
、
か
つ
課
税
を
す
る
に
つ
い
て
実
質
的
に
充
分
正
当
な
根
拠
が
存
在
す
る
場
合
で
あ

つ
で
も
、
課
税
が
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
当
該
法
形
成
が
私
法
上
の
い
か
な
る
法
形
成
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
得
る
の
か
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
課
税
庁
お
よ
び
裁
判
所
の
負
担
は
加
重
さ
れ
る

が
、
納
税
義
務
者
に
と
っ
て
は
、
爾
後
、
あ
る
法
形
成
が
私
法
上
の
い
か
な
る
法
形
成
に
相
当
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

予
見
可
能
性
が
担
保
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。
他
面
、
課
税
庁
は
課
税
に
当
っ
て
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
怒
意
課
税
が
妨
げ
ら

れ
得
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
決
理
由
の
厳
格
性
の
要
請
を
加
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
目
的
論
的
解
釈
に
限

界
を
一
到
す
る
試
み
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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E同-nr間叫仲間同宮岡山山
HOZ伶
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pSAW∞
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∞
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ハ
ロ
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明
，
g
B
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E
F
C
Z吋
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g
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B
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F
F
2
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C
H
Z
Z
R
w
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何
回
初
ロ
吉
田

V
B
o
g
v
g
Z
E
F
2
4〈
同
由
民
・

ω
・
8
w
岳
民

(
m
H
)

、H，F
Z
0・
F
釦・0・・

3
4弓
忌
∞
ゲ

ω
・
H
S
?
H
U∞・

(

H

)

同，
H司
H8・阻・曲・0・咽

2
4司

Hug-ω
・
5
日同・

〈
日
)
∞
叩
Ham-
曲・担・

0
・・

ω件当

s
g
-
ω
-
u・
s-
な
お
、
パ
イ
セ
は
、
両
刃
的
経
済
的
観
察
法
に
よ
る
法
規
の
欠
歓
補
填
の
例
と
し
て
、
次

の
判
例
を
あ
げ
て
い
る
。
切
一
E
N
C
-
。同・

ω
-
M
¥
8
ω
・
4

・
5
・=・

5
8
u
切出向同

wa・2
T
切
E
W
C
-
H〈
何
回
。
N¥宮
司
-N∞
-meHugh

切
匂
回
開
由
N・
日
間
閉
山
切
明
白
"
ど
-
H
m
品

ω¥由也〈・

N∞
-u・MU吋MWH
∞
m，E
何
回
。
日
・
日
吋
H・

(
日
出
)
関
口
三
回
aHYM山骨
2
2
5
n
F
H
E仏

P
F
E
R
R
E
-
-
u
R
-
ω
-
H
N由
同
・
な
お
、
本
稿
第
三
一
章
三
注
(
部
〉
を
参
照
。

ハ
ロ
〉
同
よ
耳
目
。
者
個
目
p
p
匝・0・
w

切
回
忌
吋
-
P
ω
-
M
印一
Y
N印吋
F

展

望

以
上
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法
の
法
理
論
と
し
て
の
発
展
に
つ
い
て
歴
史
的
考
察
を
試
み
た
。

乙
の
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
経
済
的
観
察
法
の
内
容
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
パ
ル
H

ベ
ッ
カ
ー
に
よ

り
提
唱
さ
れ
た
経
済
的
「
現
存
」
(
宮
)
に
基
づ
く
課
税
を
正
当
化
す
る
た
め
の
方
法
論
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
「
経
済
」
的
観
察
法
か
ら
、

法
解
釈
の
方
法
論
と
し
て
の
目
的
論
的
解
釈
方
法
を
内
容
と
す
る
「
法
」
的
観
察
法
へ
と
変
転
し
て
き
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

二
は
、
租
税
法
律
の
解
釈
方
法
に
関
し
て
、
文
言
解
釈
の
重
視
か
ら
目
的
論
的
解
釈
の
適
用
の
可
能
性
を
拡
大
す
る
方
向
へ
と
傾
向
が
変

わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
に
伴
っ
て
、
第
三
に
、
法
的
安
定
性
、
予
見
可
能
性
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
、
目
的
論
的
解
釈

に
限
界
を
画
す
る
た
め
の
基
準
の
設
定
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



従
来
、
経
済
的
観
察
法
の
根
拠
条
文
と
さ
れ
て
き
た
租
税
調
整
法
第
一
条
第
二
項
お
よ
び
同
条
第
三
項
は
二
九
七
七
年
の
租
税
通
則
法

の
改
正
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
年
の
一
一
月
一
六
、
一
七
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
「
租
税
法
に
お
け
る
所
得
源
泉
の
譲
渡
」

(
d
v
a
s

g
m
g
m
4
0ロ
回
ロ
W
C
H
H
P
Eロ何回

g
s
ω
g
g
q
o
n
Z
)
と
い
う
テ
!
?
で
ド
イ
ツ
租
税
法
学
会
(
同
田
町
冊
目
仲
間

m
g
m
向
日
食
ロ

2
5
Zロ

〈

1
)

ωお
5
ユロ同町田昨日印

n
r
s

。ao--nzr)
が
開
催
さ
れ
た
。

乙
の
学
会
で
討
議
さ
れ
た
問
題
は
、

主
と
し
て
、

共
同
企
業
者
と
み
な
さ
れ

る
べ
き
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
同
族
会
社
の
利
益
配
当
に
対
す
る
課
税
の
適
否
、

(
N
m
g
問
。
ロ
)
お
よ
び
有
価
証
券
等
の
債
権
に
対
す
る
用
役
権
〈
Z
ぽ
容
認

R
Z
の
設所
定得
tζ 爪

対長

Z 整
課白
fJa的

主;
等 A

Z る
つ，...， 4" 

Tこるる
。債

権
譲
渡

こ
れ
ら

の
問
題
は
、

い
ず
れ
も
連
邦
財
政
裁
判
所
の
判
例
の
う
え
で
経
済
的
観
察
法
の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
て
い
た
論
点
で
あ
っ
た
。
右
の

個
別
的
問
題
に
つ
い
て
は
、

乙
の
学
会
に
お
い
て
詳
細
に
分
析

w

検
討
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
般
的
な
問
題
で
あ
る
経
済
的
観
察
法

の
理
解
に
つ
い
て
は
、
あ
る
者
は
「
租
税
法
に
お
け
る
民
法
の
優
位
」
百
円
吉
田
陣
内
山

g
ゲ
ロ
話
。
忌
各
自
河

R
r
Z
4
2
骨
自

ω丹市話口
R
Z
)

円

3
)

ハ
4
〉

の
原
則
を
前
提
に
し
て
議
論
し
、
ま
た
あ
る
者
は
租
税
法
と
私
法
と
は
「
並
列
的
」
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
た
め
、

結

局
、
議
論
の
一
致
を
み
ず
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
学
会
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
現
在
で
は
再
び
経
済
的
観
察
法
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

一
九
八
一
年
一

O

「
租
税
裁
判
お
よ
び
租
税
行
政
に
よ
る
法
制
定
」

(
m
R吉田伯仲間
g
m
仏己
n
r
g
g
R
m巾
ユ
各
窓
口
昆

〈

5
〉

ω
S
5
2巾
ヨ
島

g
m
)と
い
う
テ

1
7
の
も
と
に
ド
イ
ツ
租
税
法
学
会
が
開
催
さ
れ
た
が
、
テ
ィ
プ
ケ
に
よ
れ
ば
、
乙
の
学
会
に
お
い
て
は
、

月
五
、

六
日
の
両
日
に
お
い
て
、

「
可
能
な
文
言
の
意
味
」
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
得
る
目
的
論
的
解
釈
の
限
界
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
、
ま
た
法
的
安
定
性
の
も
と
に
い
か
な

〈

6
V

る
内
容
を
理
解
す
べ
き
か
等
の
問
題
が
探
究
さ
れ
る
旨
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

経
済
的
観
察
法
は
、

そ
れ
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
に
お
い
て
は
、
未
熟
な
租
税
法
律
の
欠
歓
を
補
填
す
る
た
め
の
方
法
論

租
税
法
に
お
け
る
経
済
的
観
察
法

一
一
五
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